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平成 24年度業績評価指摘事項の平成 26年度事業計画における関連部分 [健康保険]

効果的な施策を展開するためにも、情報

の分析は必要であり、データ分析にかか

る資質の向上も必要となってくる。

今後においては、保険者機能強化アクシ

ョンプラン (第 2期 )を確実 。着実に進

め、各種取 り組みを全国に普及 し、検証

するためには、今にも増 して、協会本部

の担 う役割が重要である。

O事 業計画Ⅱ.1.(1)

「保険者機能強イじアクシヨンプラン (第 2期)」 に基づき、地域の医療

費、健診データ、加入者・患者からの考えを収集・分析するとともに、「健

康・医療戦略」等に盛り込まれた内容に沿つて、各支部で「データヘルス

計画 (仮称)」 を作成し、支部の実情に応じて加入者の疾病の予防や健康

増進、医療の質の確保、医療費適正化対策を推進するため、保険者機能強

化アクションプラン (第 2期)に記載した事項について更なる充実・強化

を図る。あわせて、パイロット事業等の成果を全国的に普及する。

協会の意見発信に当たっては、協会が収集・分析したデータの活用に努

める。

○ 事業計画Ⅱ.1.(4)

保険者機能強化アクションプラン (第 2期)に沿つてく医療に関する情

報の収集、分析を的確に行うため、医療費等に関するデータベースを充実

するとともに、本部から各支部への各種の情報リス トや医療費分析マニュ

アル等の提供及び支部ldi員 に対する統計分析研修を行い、地域ごとの医療

費等の分析に取り組む。また、加入者や研究者に対してレセプ ト情報等を

提供できるよう、先進的な取組み事例も踏まえ、検討する。更に、医療の

質を可視化するための指標に関する調査研究を行う。

医療費分析等の研究を行う専任職員の設置を視野に、医療に関する情報

の収集・分析・提供への組織的対応の強化を図る。

本部・支部における健診・ レセプ トデータ等の分析成果等を発表するた

めの報告会を開催するとともに、研究誌を発行し、協会が取り組んでいる

1.保険運営の企画

(1)保険者機能の発揮によ

る総合的な取組みの推進



事業について内外に広<発信する。

(2)地域の実情に応 じた医

療費適正化の総合的対策

都道府県の検討会等に全支部の参加が可

能 となるよう、全国各支部との情報共有

を密に図 り、また、本部においても、各

支部の取組みが円滑に推進できるよう支

援策を講じられたい。

事業計画肛.1.(1)
都道府県の政策関係部局をはじめ、地万公共団体に対して提言を行うと

ともに、各種協議会に積極的に参加するなど、都道府県・市町村の医療政

策・介護政策の立案に積極的に参加し、協会の意見を発信していく。協会

の意見発信に当たっては、協会が収集 0分析したデータの活用に努める。

また、都道府県と協会けんぽとの間で医療情報の分析や保健事業等におけ

る連携に関する協定を締結するなど、都道府県との連携推進を図る。

事業計画Ⅱ.1.(2)
「健康・医療戦略」等に盛り込まれた内容に沿って、各支部で「データ

ヘルス計画 (仮称)」 を作成し支部の実情に応じて、医療費適正化のため

の総含的な対策を都道府県や他の保険者と連携しつつ、積極的に立案・実

施していく。

(3)ジ ェネリック医薬品の

更なる使用促進

更なる使用割合の向上を目指 し、事業の

推進に取り組まれたい。

事業計画Ⅱ.1.(3)
ジェネリック医薬品の更なる使用促進のため、ジェネリック医薬品に切

替えた場合の自己負担額の軽減効果を通知するサービスの対象範囲の拡

大を図るほか、その使用促進効果を更に着実なものとするよう、年度内2
回目通矢口を継続する。このほか、ジェネリック医薬品希望シールの配布を

行うなど加入者への適切な広報等を実施する。また、その効果を着実なも

のとするために、地域の実情に応じて、医療機関関係者、薬局関係者へ働

きかけ、セミナー等を開催して地域における積極的な啓発活動を推進する

など、きめ細かな方策を進める。

日標指標

ジェネリック医薬品使用害」含 (数量ベース):25年度を上回る
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(4)調査研究の推進等 医療費分析マニュアルの内容の拡充及び

各支部における分析能力の向上と活用の

取組みを進め、その分析結果をいかに活

用 し、事業に反映させていくかを本部支

部を含め検討 されたい。

事業計画Ⅱ.1.(4)
保険者機能強化アクションプラン (第 2期)に沿って、医療に関する情

報の収集、分析を的確に行うため、医療費等に関するデータベースを充実

するとともに、本部から各支部への各種の情報リス トや医療費分析マニュ

アル等の提供及び支部職員に対する統計分析研修を行い、地域ごとの医療

費等の分析に取り組む。また、加入者や研究者に対してレセプ ト情報等を

提供できるよう、先進的な取組み事例も踏まえ、検討する。更に、医療の

質を可視イヒするための指標に関する調査研究を行う。

医療費分析等の研究を行う専任職員の設置を視野に、医療に関する情報

の収集・ 分析・ 提供への組織的対応の強化を図る。

本部・支部における健診 0レセプ トデータ等の分析成果等を発表するた

めの報告会を開催するとともに、研究誌を発行し、協会が取り組んでいる

事業について内外に広<発信する。

(5)広報の推進 メールマガジン、ホームページのアクセ

ス件数が更に増加するよう、今後も引き

続き広報の推進に努められたい。

事業計画Ⅱ.1.(5)
協会の財政状況や取組み、医療保険制度などについて、加入者及び事業

主に理解を深めていただ<ため、ホームページのほか、支部ごとに定期的

なお矢□らせを行うとともに、メールマガジンを活用し、加入者の視点から

積極的な情報提供を行う。また、都道府県、市町村、関係団体との連携に

よる広報、テレビ・ラジオ、新聞・雑誌などメディアヘの発信力を強化す

る。

○ 目標指標

メールマガジンの登録件数 :25年度を上回る

,ホームページヘのアクセス件数については検証指標として管理

(6)的確な財政運営 協会の財政基盤強化に向け、保健事業の

強力な推進等、更なる医療費適正化対策

○ 事業計画Ⅱ.1.(2)
「健康 0医療戦略」等に盛り込まれた内容に沿つて、各支部で「データヘ
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等の 自助努力を一層推進 してい く

必要である。

ことが | ルス計画 (仮称)」 を作成し支部の実情に応じて、医療費適正化のための

総合的な対策を都道府県や他の保険者と連携しつつ、積極的に立案・実施

していく。

○ 事業計画Ⅱ.1.(5)
協会の財政状況や取組み、医療保険制度などについて、加入者及び事業

主に理解を深めていただ<ため、ホームページのほか、支部ごとに定期的

なお知らせを行うとともに、メールマガジンを活用し、加入者の視点から

積極的な情報提供を行う。また、都道府県、市町村、関係団体との連携に

よる広報、テレビ・ラジオ、新聞・ 雑誌などメディアヘの発信力を強化す

る。

保健事業や医療費適正化など保険者機能を発揮 した協会の取組みにつ

いて、加入者・事業主や関係機関等、更には国民一般に広<理解していた

。だ<ため、積極的な情報発信を行う。

○ 事業計画Ⅱ.1.(6)
健康保険財政については、財政運営の状況を日次 0月次で適切に把握・

検証するとともに、直近の経済情勢や医療費の動向を踏まえ、財政運営を

図る。各支部の自主性が発揮され、地域の医療費の適正化のための取組み

などのインセンティプが適切に働<よ うな都道府県単位の財政運営を行

う。

2.健康保険給付等

(1)サービス向上のための

取組

各種取組みについては、今後も引き続き、

現在の水準を維持 していく必要がある。

○ 事業計画Ⅱ.2.(1)
さらなるサービスの改善に結びつけるため、加入者等のご意見や苦情等

について各支部に迅速かつ正確にフィードバックするとともに、各支部の

倉」意工夫を活かしたサービスの改善に取り組むべ<、 お客様満足度調査等



を実施する。

また、傷病手当金等の現金給付の支給申請の受付から給付金の振込まで

の期間については、サービススタンダー ド (10営業日)を定め、その状

況を適切に管理し、正確かつ着実な支給を行う。

現金給付の支給申請書については、加入者がわかりやす<記載しやすい

ものに改善する。

また、現金給付の申請については各種広報や健康保険委員による相談対

応を充実させるとともに、郵送による申請促進を行う。

その他、インターネットを活用した医療費の情報提供サービスや、任意

継続被保険者保険料については□座振替や前納の利用促進に更に注力す

る。

○ 目標指標

サービススタンダード達成率 :100%

保険証の交付 :資格情報の取得から送付までの平均日数 2営業日以内

・ お客様満足度については検証指標として管理

(2)高額療養費制度の周知 今後もなお一層の周知普及活動に努めら

れたい。

○ 事業計画Ⅱ.2.(2)
高額療養費制度については平成 26年度に所得区分の改正が見込まれる

ため、事業主や加入者に対しその改正内容を周知するとともに、医療機関

の協力を得て、限度額適用認定証の不」用を促進する。

(3)窓ロサー ビスの展開 窓ロサービスの縮小・廃止については、

サァビスの低下を招かないよう、慎重な

検討・対応が必要である。

○ 事業計画Ⅱ.2.(3)
効率的かつ効果的な窓ロサービスを展開するため、各種申請等の受付や

相談等の窓□については、地域の実情を踏まえつつ、年金事務所等への職

員の配置や外部委託を適切に組み合わせながらサービスを提供する。

また、年金事務所窓□については窓□の利用状況や届書の郵送化の進捗

状況を踏まえ、サービスの低下とならないよう配慮しつつ、効率イじの観点
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からも職員配置等について見直しを行う。

(4)被扶養者資格の再確認 引き続き、取組みを推進されたい。 ○ 事業計画Ⅱ.2.(4)
高齢者医療費に係る拠出金等の適正化および被扶養者に該当しない者

による無資格受診の防止を目的として、被扶養者資格の再確認を日本年金

機構との連携のもと、事業主の協力を得つつ、的確に行ってい<。

(5)傷病手当金、出産手当

金、柔道整復施術療養費等

に係る適正な給付業務の

推進

今後も更なる適正な給付業務の推進に向

けて取り組まれたい。

事業計画Ⅱ.2.(5)
柔道整復施術療養費の適正化のため、多部位 (施術箇所が 3部位以上)

かつ頻回 (施術日数が月に 15日以上)の申請について加入者に対する文

書照会を強化するとともに、回答の結果、請求内容が疑わしいものについ

て、必要に応じ施術者に照会する。また照会時にバンフレットを同封し柔

道整復施術受診についての正しい矢0識を普及させるための広報を行い、適

正受診の促進を図る。

事業計画Ⅱ.2.(6)
保険給付の適正化のため、不正請求の疑いのある申請等があった場合、

各支部に設置されている保険給付適正化プロジェク トチーム会議を開催

し、また、必要に応じて事業主への立入検査を実施するなど、不正請求の

防止のため審査を強化するも

なお、事業主が、資格取得届または月額変更届の提出後、直ちに被保険

者から傷病手当金、出産手当金が申請されるケースが散見されるため、本

部から、傷病手当金、出産手当金で、資格取得日または月額変更日から近

い請求による支払済データを各支部に提供し、審査の強化の支援を行う。

事業計画Ⅱ.2.(7)
海外療養費の不正請求を防止するため、支給申請の審査を強化する。具

体的には、申請書に添付された診療明細の精査や、療養を受けたとされる

海外の医療機関等に対する文書照会等を実施し、審査の強化を図る。
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(6)レセプ ト点検の効果的

な促進

今後も更なる内容点検効果額の上昇のた

めに、情報共有等、点検員のノウハウ蓄

積に繋がるよう努められたい。

事業計画Ⅱ.2.(8)
内容点検においては、点検効果向上計画を引き続き策定 r実施し、点検

効果額の向上を目指す。具体的には、自動点検マスタ等システムを活用し

た効率的な点検を徹底するとともに、点検員のスキルアップを図るため

に、査定事例の集約・ 共有化、研修を実施する。また、点検員の勤務成績

に応じた評価を行う。

さらに、内容点検業務の外部委託については、競争性を確保すること並

びに点検員が点検業者のノウハウを取得し活用することにより、レセプ ト

点検の質をよリー層向上させ、点検効果額を更に引き上げることを目的と

して、実施支部を拡大する。

日標指標

加入者 1人当たり診療内容等査定効果額 (医療費ベース):25年度を上

回る

(7)無資格受診等の事由に

よる債権の発生抑制及び

回収の強化

回収率アップの方策の検討を行い、更な

る回収実績強化に向けての取組みが必要

である。

事業計画Ⅱ.2.(9)
資格喪失後受診等による返納金債権の発生防止のため、資格を喪失した

加入者の被保険者証回収 (一般被保険者分)については、日本年金機構が

催告状による一次催告を実施しているが、資格喪失後の受診に伴う債権の

発生を防止するため、協会は文書による二次催告、電話や訪間を取り混ぜ

た三次催告を積極的に行い、被保険者証の回収を強化する。また、被保険

者証回収業務のタト音β委託の実施の拡大を図る。

なお、事業主や加入者に対しては、資格喪失後 (または被扶養者削除後)

は被保険者証を確実に返去日していただ<よう、チラシやポスターなどの広

報媒体や健康保険委員研修会等を通じ周知を行う。
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轟華難難摯轟豪輯靖事態融 1111ⅢII:

3.保健事業

(1)保健事業の総合的かつ

効果的な促進

今後 も実施率向上に向けた集団健診等の

効果のある取組みを強化す ることが必要

である。

引き続き、パイ ロッ ト事業の拡大・活用

について取組み、特定健康診査及び特定

保健指導の実施について、強力に推進 さ

れたい。

事業計画Ⅱ.3.(1)
保健事業の効果的な推進を図るため、支部の「健康づ<り推進協議会」

などの意見を聞きながら、地l或の実情に応じた支部独自の取組みを強化す

るとともに、本部と支部の共同で実施したパイロット事業の成果を広めて

い<ほか、好事例を検証し支部間格差の解消に努める。

事業計画Ⅱ.3.(2)

事業所との距離を更に縮めることで身近な存在となり、事業主や加入者

に健康の大切さを認識いただき、より多<の加入者が健診、保健指導を受

けることができるよう、「事業所健康度診断 (事業所カルテ)」 を活用し

た事業主への積極的な働きかけを行うなど、業務の実施方法を工夫する。

特定健康診査については、受診者の利便性の向上を図るため、市町村が

行うがん検診との連携強化を図るとともに、連携が図れない地域等につい

ては、協会主催の集国健診を実施する。

(2)特定健康診査及び特定

保健指導の推進

実施率の低 さの原因を詳細に分析すると

ともに、モデル事業の成果や業績評価検

討会各委員の意見及び他の医療保険者の

保健事業の実績や手法も参考にして、国

全体の目標に近づけるよう、更なる努力

を行 うことが必要である。

事業計画Ⅱ.3.(2)
事業所との距離を更に縮めることで身近な存在となり、事業主や加入者

に健康の大切さを認識いただき、より多<の加入者が健診、保健指導を受

けることができるよう、「事業所健康度診断 (事業所カルテ)」 を活用し

た事業主への積極的な働きかけを行うなど、業務の実施方法を工夫する。

特定健康診査については、受診者の利便性の向上を図るため、市町村が

行うがん検診との連携強化を図るとともに、連携が図れない地i或等につい

ては、協会主催の集団健診を実施する。また、確実に情報が届<よう、引

き続き被扶養者の受診券を自宅 (被保険者宅)に直接送付する。

特定保健指導については、利用機会の拡大を図るため、タト部委託、 1丁
の活用などを進める。

‐
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また、保健指導利用者の拡大を図るために、保健指導利用者の健診デー

タや医療費データ等の分析から保健指導の改善効果を示し、生活習慣病の

リスクに応じた行動変容の状況や予防効果の検証結果に基づき、対象者に

応じたより効果的な保健指導を実施する。

事業者健診データの取得については、事業主への勧奨効果が大きいと思

われることから、医療保険者への健診結果データの提供の徹底を図るため

の行政通知 (平成 24年 5月厚生労働省より発出)を最大限活用し、各都

道府県の労働局等と連携を図り、事業所に対する適切な広報や積極的な事

業所訪間により意識啓発を図り、実施目標の達成に努めてい<。

日標指標

特定健康診査実施率 :被保険者 53.8%、 被扶養者 18.6%

事業者健診のデータの取込率 :8.5%(被保険者 )

特定保健指導実施率 :被保険者 11.3%、 被扶養者 2.5%
(3)各種事業の展開 自治体や他の保険者 との連携強化を更に

推進するとともに、好事例については各

支部への全国展開を積極的に図るよう検

討されたい。

○ 事業計画Ⅱ.3.(1)
本部と支部の共同で実施したパイロット事業の成果を広めてい<ほか、

好事例を検証し支部間格差の解消に努める。

O事 業計画I.3.(3)
保険者協議会や地域・職i或連携推進協議会等の場を通じ行政機関や他の

保険者と連携強化を図る。

‐
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Ⅲ.組織運営及び業務改革

1.業務 ロシステムの刷新 適切かつ着実な設計・構築を行われたい。 ○ 事業計画Ⅱ.4.(1)
26年度は 25年度に引き続き、アプリケーション設計 `開発・ データ

移行のほか、ネットワークシステム、LAN・ 端末機器の設計・構築・導入

等を 26年度の新システムのサービスインに向けて、実施する。また、導

入後は新しい業務・ システムの早期定着を図る。

2.組織や人事制度の適切な

運営と改革

事務処理誤 り発生原因を分析 し、その対

応策について、協会全体で情報共有する

ことにより、事務処理誤 りを生 じさせな

い取組みが必要である。

○ 事業計画Ⅱ.2.(1)
傷病手当金等の現金給付の支給申請の受付から給付金の振込までの期

間については、サービススタンダード (10営業日)を定め、その状況を

適切に管理し、正確かつ着実な支給を行う。

O事 業計画Ⅱ.4.(2)
リスク管理については、適切な運営を脅かす様ななリスクの点検や分

析、リスク管理能力の向上のための研修の実施、平時からの訓練やリスク

管理委員会の開催など、リスク管理体制を整備する。

3.人材育成の推進 引き続き協会の理念を全職員が忘れない

ように研修を行つていくべき

○ 事業計画Ⅱ.4.(3)
階層別研修を実施するとともに、重点的な分野を対象とした業務別研修

を実施する。

特に若手職員に対する階層別研修では、職員に自らのキャリアビジョン

を意識させることにより、具体的な目標を持つて日々の仕事に取り組む姿

勢を持つことができるようカリキュラムを工夫する。また、人事制度の見

直しの検討に併せて、職員のキャリア形成を計画的かつ効果的に行えるよ

うにするため、研修制度の見直しを検討する。
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4.業務改革の推進 業務改革会議は重要なものであり、本部

支部は具体的な方策を策定し業務改善に

取組む必要がある。

○ 事業計画Ⅱ.4.(4)
よりよいサービスの標準イヒを目指し地域の実情を踏まえて、複数の支部

単位で設置された業務改革会議等により、各支部の創意工夫を提案・検討

できる機会を作り具体的な改善を実現してい<。

5.経費の節減等の推進 今後も更なる事務費の削除に努めること

が必要である。

○ 事業計画Ⅱ.4.(5)
引き続き、サービス水準の確保に留意しつつ業務の実施方法見直しの検

討を行うとともに、競争入札や全国一括入札、消耗品の web発注を活用

した適切な在庫管理等により、経費の節減に努める。

‐
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Ⅳ。その他

○ 事業計画Ⅱ.1.(5)
協会の財政状況や取組み、医療保険制度などについて、加入者及び事業

主に理解を深めていただ<ため、ホームベージのほか、支部ごとに定期的

なお知らせを行うとともに、メールマガジンを活用し、加入者の視点から

積極的な情報提供を行う。また、都道府県、市町村、関係団体との連携に

よる広報、テレビ・ ラジオ、新聞・雑誌などメディアヘの発信力を強化す

る。

地方自治体や中小企業関係団体、医療関係団体 (三師会等)が行う健康

セミナー等で協会の取組みに含致するものに対 して、積極的に共同開催

し、広<関係者に協会の存在感、協会の取組みを示す。

○ 事業計画Ⅱ.3.(2)

事業所との距離を更に縮めることで身近な存在となり、事業主や加入者

に健康の大切さを認識いただき、より多<の加入者が健診、保健指導を受

けることができるよう、「事業所健康度診断 (事業所カルテ)」 を活用し

た事業主への積極的な働きかけを行うなど、業務の実施万法を工夫する。

事業主との連携・連携強

化への取組み

今後、事業主との連携強化のため、相互

の信頼 と協力関係の構築に取組 まれた

い。

‐
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平成 24年度業績評価指摘事項の平成 26年度事業計画における該当部分 [船員保険]

平成 24年度から新たに「ジェネ リック医薬品

軽減額通知」の取組みを行つているが、この取

組みは医療費適正化に資するものであること

から、今後、更に使用促進が図られるよう取組

みを強化されたい。

○事業計画Ⅱ.1.(3)

ジェネリック医薬品の使用促進

ジェネ リック医薬品の更なる使用促進に向け、広報を強化するとともに、

ジェネ リック医薬品の希望を申し出いただく際に利用いただける「ジェネ

リック医薬品希望シール」を配布する。さらに、ジェネ リック医薬品に切

り替えられた場合の自己負担額の軽減効果等を通知するサービスを平成 25

年度に引き続き、年 2回実施する。

1.保健運営の企画・実施

(1)保険者機能の発揮による総

合的な取組みの推進

○事業計画Ⅱ.1.(2)

情報提供・広報の充実

・ 加入者や船舟自所有者に対する情報提供や広報については、ホームページ

等により、加入者の立場からわかりやすい積極的な情報提供を適切に実施

する。

・ インターネットをご利用いただけない加入者の方々を含めた幅広い広報

を実施するため、船員保険パンフレットを労働基準監督署や年金事務所等

の関係機関に配布する。

・ 引き続きホームページに 「船員保険マンスリー」を掲載するとともに、

年に一度、船員保険の運営状況等について加入者や船舶所有者等に「船員

保険通信」を送付するなど、積極的かつ定期的な情報提供を行 う。

。関係団体の協力を得て、船員関係機関誌や海運関係機関誌等による情報

提供を効果的に活用するなど、定期的かつ効率的な広報を実施する。

・ メールマガジンを活用 し、積極的かつ定期的な情報提供を行 うとともに、

引き続き、積極的な取組みを期待する。(2)情報提供・広報の充実
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船員保険事業の推進及び加入者サービスの向上のため、加入者や船舟自所有

者の意見を積極的に収集する。

(3)ジ ェネリック医薬品の使用

促進

更に使用促進が図 られるよ う取組みを強化す

るとともに、国全体の目標に近づけるよう、改

善に向けてよリー層の努力が必要である。

○事業計画Ⅱ.1.(3)

ジェネリック医薬品の使用促進

ジェネリック医薬品の更なる使用促進に向け、広報を強化するとともに、

ジェネリック医薬品の希望を申し出いただく際に利用いただける「ジェネ

リック医薬品希望シール」を配布する。さらに、ジェネリック医薬品に切

り替えられた場合の自己負担額の軽減効果等を通知するサービスを平成 25

年度に引き続き、年 2回実施する。

(4)健全かつ安定的な財政運営

の確保

被保険者数の減少や 1人あた りの医療費の増

加等、今後の状況を見極め、かつ、医療費の増

加を抑制するため、医療費の適正化対策の取組

みを更に強化 し、安定的な財政運営に努められ

たい。

○事業計画 I.1.(4)

健全かつ安定的な財政運営の確保

中期的な財政見通 しを踏まえ財政運営の状況を適切に把握 。検証し、医

療費の適正化、業務改革、経費の削減等のための取組みを強化するととも

に、加入者の疾病予防、健康増進、医療の質の向上等のための取組みを総

合的に推進 し、中長期的に安定的な財政運営を確保する。

また、船員保険の準備金については、安全確実かつ有利な管理・運用を

行 うこととし、運用状況については、定期的に船員保険協議会において報

告する。

(5)準備金の安全確実かつ有利

な管理・運用

引き続き安全確実かつ有利な運用に努められ

たい。

2.船員保険給付等の円滑な実

施

(1)保険給付等の適正かつ迅速

な支払い

引き続き、サービススタンダー ド 100%達成に

向け努力されたい。

○事業計画Ⅱ.2.(1)(目標指標 :100%)

サービス向上のための取組み

。職務外給付については、サービススタンダー ド (申 請の受付から給付金

の振込みまでの期間 :10営業 日)の状況を適切に管理 し、100%の達成率

を目標に着実に実施する。
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(2)サー ビス向上のための取組

み

お客様満足度調査による満足度の割合はサー

ビス全体として47%で低い。これにつては原因

の分析を詳細に行 うとともに、満足度が向上す

るよう
°一層の努力が必要である。引き続き、更

なる向上に取 り組まれたい。

今後は、いただいた意見等の共有やアンケー ト

調査結果を活用することにより、今後のサービ

スの向上のための取組みに繋げていくべきで

ある。

○事業計画Ⅱ.2.(1)

サービス向上のための取組み

。加入者等のご意見や苦情等を迅速にサービスの改善に結びつけるため、

加入者や船舶所有者の意見を積極的に収集 し、更なるサービスの向上を図

る。

。お客様満足度調査については、継続的に実施する。

・申請書等の様式や記載要領等については、加入者等の立場からみてわか

りやすく改善するとともに、手続きの簡素化を進める。

(3)高額療養費制度の周知 加入者及びその家族にとつても、高額療養費の

現物給付化の果たす意義は大きいものである

ことから、今後もなお一層の周知普及活動に努

められたいb

○事業計画Ⅱ.2.(2)

高額療養費制度の周知

高額療養費制度については、平成 26年度に所得区分の改正が行われる予

定であることから、カロ入者や船舶所有者に対 して、改正内容の周知を図る

ほか、限度額適用認定証により高額療養費が現物給付されることを引き続

き周知するなど、円滑な業務運営に努める。また、高額療養費の未申請者

に対し、支給申請の勧奨を行 う。

(4)被扶養者資格の再確認 引き続き、被扶養者資格の再確認の取組みを推

進されたい。

○事業計画Ⅱ.2.(6)

被扶養者資格の再確認

高齢者医療費に係る拠出金等の適正化及び被扶養者に該当しない者によ

る無資格受診の防止を図るため、平成 25年度に引き続き、被扶養者資格の

再確認を日本年金機構 との連携の下、船舟自所有者等の協力を得て、的確に

行 う。

‐15「



(5)レ セプ ト点検の効果的な推

進

引き続き、職員間の査定事例の共有化点検員の

質の向上を図るよう取 り組まれたい。

○事業計画Ⅱ.2.(5)

レセプ ト点検の効果的な推進

。自動点検システムを活用 した効率的なレセプ ト点検の実施に向けた取組

み進めるとともに、研修の充実、抽出条件等の蓄積、点検員の知識・査定

事例の共有化を推進 し点検技術の向上に努め、点検効果額を引き上げる。

・点検の効果があつた事例を集約 して、より有効なシステムによるチェッ

クを実施する。

(6)無 資格受診等の事由による

債権の発生抑制及び早期回収

引き続き、更なる回収率の向上に取 り組まれた

い 。

○事業計画Ⅱ.2.(7)

無資格受診等の事由による債権の発生抑制及び早期回収

債権の発生を抑制するため、加入資格を喪失 した方からの保険証回収に

ついて、文書等による催告などを実施する。

また、不適正に使用された医療費等を早期に回収するため、資格喪失後

受診等により発生する返納金債権等については、文書等による催告や支払

督促等の一連の手続きにより早期かつ確実な回収に努める。

3.保健・福祉事業の着実な実施

(1)保健事業の効果的な推進

(2)特定健康診査及び特定保健

指導の推進

実施率の低さの原因を詳細に分析するととも

に、モデル事業の成果や業績評価検討会各委員

の意見及び他の医療保険者の保健事業の実績

や手法も参考にして、被保険者・被扶養者 とも

に国全体の目標に実施率を引き上げるための

方策について検討するとともに、事業主や健診

機関との連携強化を更に推進するなど、更なる

努力を行 うことが必要である。

○事業計画Ⅱ.3.(1)

保健事業の効果的な推進

より効果的な保健事業を推進するため、健診結果データや レセプ トデー

タ、受診状況等に関する情報の収集、分析に努め、加入者の特性や課題を

把握 した上で、、「健康・医療戦略」等に盛 り込まれた内容に沿つて、 「デ

ータヘルス計画 (仮称)」 を作成 し、効果的な保健事業の実施を図る。

また、第二期特定健康診査等実施計画 (平成 25年度～平成 29年度)を
着実に実施 し、特定健康診査及び特定保健指導の実施率の向上を図るため、

以下のような取組み等を実施する。

・ 被扶養者の特定健康診査及び特定保健指導の保険者負担の上限額につい
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ては、消費税増カロ分を引き上げることとし、受診 しやすい環境の維持に努

める。

・ 被扶養者についても、希望する方については生活習慣病予防健診の受診

を可能とする。また、被扶養者の特定健康診査と市町村が実施するがん検

診との同時受診に関する広報を受診券の送付時等に実施する。

・ 被扶養者に対する受診券について、被扶養者の自宅 (被保険者宅)へ直

接送付するとともに、被保険者や被扶養者に対する健診受診勧奨文書につ

いては、自宅に送付する。

・ 引き続き、健診実施機関の拡大に努め、特に総合健診 (人間 ドック)に

ついては、船員保険会直営の健診実施機関以外での受診を可能とする。

・ 船員手帳健康証明書データについては、被保険者から直接収集する取組

みを継続するとともに、船舶所有者に対する収集の働きかけも強化する。

。 また、船員手帳健康証明書データの提供をいただいた加入者について、

各人の健康状態に適 した健康づくりに関する情報提供等を行い、その健康

づくりを支援するなどの取組みを進める。

・ 特定保健指導対象者や糖尿病罹患者に対 し、オーダーメイ ドの情報提供

冊子を用いて医療機関への受診勧奨及び特定保健指導の利用勧奨を引き

続き実施するとともに、新たに脂質異常や高血圧の者に対しても同様の取

組みを行 うこととし、そのうち治療が必要と思われる者や特定保健指導の

未利用者に対 しては、文書により再勧奨を実施する。

・ 船舶所有者に対し、船舶所有者が事業を行 う際に、加入者の健康づくり・

に取 り組むことの意義等を広く周知するとともに、一定規模以上の船舟白所

有者に対 し、カロ入者の健康状態等を分析した医療情報等を情報提供する事

業について検討 して試行的に実施すること等を通じて、船舶所有者におけ

る健康づくりの支援、推進に努める。
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(3)加 入者に対する生涯にわた

る健康生活支援のための総合

的な取組み

オーダーメイ ドの情報提供冊子の配布につい

ては、健診実施率を向上させるための取組みと

して有効な手段である。また、同時に船員労使

団体との連携についても重要であることから、

密接な連携協力が図られるよう、引き続き取 り

組まれたい。

○事業計画Ⅱ.3.(2)

加入者に対する生涯にわたる健康生活支援のための総合的な取組み

加入者一人ひとりの健康増進を図るため、平成 26年度においても、船員

労使団体等が開催する研修会等への講師派遣、加入者各人の健康状況に応

じたオーダーメイ ドの情報提供 (特定保健指導対象者、糖尿病罹患者等を

対象)、 ホームページを通じた健康情報の提供等を実施する。

(4)福祉事業の着実な実施 福祉事業の着実な実施に向け、被保険者の意見

に十分配慮 しつつ、ニーズを踏まえた見直しを

行 うことが必要である。

○事業計画Ⅱ.3.(3)

福祉事業の着実な実施

船員労働の特性等を踏まえ、無線医療助言事業の運営及び洋上救急医療

事業の援護を行うとともにt船員のニーズ等を踏まえたきめ細やかな保養
事業の実施を通 じ、加入者等の福利厚生の向上を図る。

・ 無線医療助言事業については、船員保険病院の運営主体が平成 26年 4

月以降変更されること等を踏まえ、当該変更について加入者や船舶所有者

に対 し周知・広報を徹底するなど、事業の円滑かつ着実な移行、継続を図

る。

・ 保養事業については、船員のニーズ等を踏まえつつ、より多くの加入者

が利用可能となるよう、外部委託を活用した保養施設利用補助事業を開始

する。

。また、これまでの保養事業は、必要な見直しを行つた上で、事業の円滑

な実施を図る。
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業績評価評価項目新旧対照表(24年度→25年度)

1参考資料11

新 (25年度業績評価 ) 旧(24年度業績評価 )

11保眸澤営0企画

(1)保険者機能の発揮による総合的な取組
みの推進

〇「保険者機能強化アクシ自ンプラン(第 2期 )Jに基づき 各ヽ種取組みを総

○「新保険者機能強化アクションプラン(仮称)」 は、保険者機能をさらに充
実強化し、健康保険事業の総合的な取組みの推進を図るものとして策定さ
れているか。

合的に推進し、同プランに記戯した事項の具体化を図るとともに、パイロッ
ト事業等の成果を全国的に普及する取組みを行っているかぃ

○協会の財政基盤強化のための意見発信に努めているか^

(2)地域の実情に応じた医療費適正化の総
合的対策

○支部の実情に応じ、医療費適正化対策のための総合的な対策を都道府
県や他の保険者と連携しつつ、立案・実施しているか。

【検証指標】
・都道府県医療費適正化計画に係る検討会への参加支部数
・都道府県ジェネリック使用促進協議会への参加支部数

(3)ジェネリック医薬品の更なる使用促進

○自己負担額軽減効果通知サービス等により使用促進効果を加入者に差
寒L情報提供するとともに、地域の実情に応じて、医療機関へ使用偲准弁
働きかけるなど、きめ細やかな方策を推進しているか。

【目標指標】
・ジェネリック医薬品の使用割合(数量ベース):笙年度を上回る

○自己負担額軽減効果通知サービス等により加入者へ適切に情報提供す
るとともに、地域の実情に応じて、医療機関等へ働きかけるなど、きめ細や
かな方策を推進しているか。

【目標指標】
・ジェネリック医薬品の使用割合(数量ベース):23年度を上回る



新 (25年度業績評価 ) 旧(24年度業績評価 )

(4)調査研究の推進等

○同右

O医療費等に関するデータベースを充実するとともに、本部から各支部ヘ

の医療費分析マニュアル等の提供や統計分析研修を行い、地域ごとの医

○中長期的な視点から、医療の質の向上、効率化の観点を踏まえた調査
研究を行つているか。

O医療費分析マニュアル等を拡充し、支部における活用を推進している
か 。

療費等の分析に取り組んでいるか ^

(5)広報の推進

○同右

O同右

【目標指標】
・メールマガジンの登録件数:笙年度を上回る

【検証指標】
・同右

○加入者の視点を意識し、わかりやすく、迅速かつ積極的な広報を実施し
ているかし

0モニター制度など加入者から直接意見を聞く取組みを進め、加入者・事
業主に響く広報の実施に活用しているか。

【目標指標】
。メールマガジンの登録件数 :23年度を上回る

【検証指標】
・ホームページヘのアクセス件数

(6)的確な財政運営 0同右 O直近の経済情勢や医療費の動向を適切に把握・検証しつつ財政運営を
行つているか。また、財政基盤強化のための意見発信に努めているか。

多



新(25年度業績評価 ) 旧(24年度業績評価 )

2:健康保険給付等

(1)サービス向上のための取組

・同右
・同右
。同右

○保険給付等の迅速な支払、保険証の迅速な送付に努めているか。

【目標指標】
・同右
。同右
・同右
。お客様満足度 :2年度より改善

【検証指標】
。同右
・同右
・同右

・お客様満足度調査等による加入者の意見・二―ズの把握
・職員の知識・接遇技術の向上
`申 請書等の様式やバンフレットの改善

など、サービスの向上の取り組みはどうか。

O健康保険給付の迅速な支払、保険証の迅速な送付に努めているか。

【目標指標】
・保険給付の受付から振込までの日数:10営業日以内(サービススタン
ダード)

・サービススタンダードの達成率:100%
・資格情報取得から保険証送付までの平均日数 :2営業日以内
・お客様満足度:23年より改善

【検証指標】
・お客様からの苦情・意見の受付件数とその内容
・インターネットによる医療費通知の利用件数
・任意継続被保険者の口座振替率

(2)高額療養費制度の周知
O同右

○自額魔養重2沐申請者に対する支給手続きの勧奨を推進しているか。

○医療機関の協力を得つつ、限度額適用認定証を申請すれば高額療養
費が現物化されることなど高額療養費制度について周知を図っているか。

O未申請者に対する支給手続きの簡素化を推進しているか。

(3)窓ロサービスの展開

O届書の郵送化の進捗状況や窓日の利用状況といつた地域の実情を踏ま
え、外部委託を利用するなど、効率的かつ効果的に窓ロサービスを提供し
ているか。

【検証指標】
。同右

○届書の郵送化の進捗状況や窓口の利用状況といった地域の実情を踏ま
え、外部委託等と組み合わせ、効率的かつ効果的に窓ロサービスを提供し
ているか。

【検証指標】
・申請・届出の郵送化率

(4)被扶養者資格の再確認
○同右

○無資格受診の防止や、高齢者医療費に係る拠出金負担の適正化を図る
ため、日本年金機構との連携のもと、事業主の協力を得つつ、的確に行つ
ているか。

3



新 (25年度業績評価 ) 旧(24年度業績評価 )

(5)傷病手当金、出産手当金、柔道整復施
術療養費等に係る適正な給付業務の推進

※25年度は下記 (5)及び(6)ヘ

○「保険給付適正化プロジェクトチーム」を活用するなど、適正な給付業務
の推進のための取り組みを行っているか。

(5)桑 道終復施術寝春書の照会業務の強化
O二部位。頻回0部位かつ15日 以上)の 申請について、加入者に文書照
会するとと11に 曇ヽ猶継御着碁書についての正 1´い知釜存普及き廿スf‐ め

の広報を行い 適ヽ正受診の促進を図っているかぃ

(6)傷病手当金・出藤手当金不正請求の防

〇不正請求野いのある申請等には 本ヽ部・支部闇及び年金機構等の関係
織閣ル蓮縫 l´ _3B杏■71塞杏 に詢 ‖細ス,7・ しヽスが ^

O加入者 に対し 摘ヽ 正な申請の促准を図るための周知を行っているか
止

(6)レ セプト点検の効果的な推進

※25年度は下記(7)ヘ

0査定事例の集約・共有化、自動点検機能の効果的活用等により、レセプ
ト点検の効果的な推進のための取り組みを行つているか。

【目標指標】
・被保険者1人当たり内容点検効果額 :23年度を上回る(ただし、24年 3

月から社会保険診療報酬支払基金においてもシステムの改善による点検
充実化がなされているため、数値による単純比較は難しいことに留意。)

【検証指標】        _
・被保険者1人当たり資格点検効果額
・被保険者1人当たり外傷点検効果額

(7)無 資格受診等の事由による債権の発生
抑制及び回収の強化

※25年度は下記(8)及 び(9)ヘ

○債権の発生を抑制するために、加入者資格を喪失した者の保険証の早
期回収に努めているか。

O発生した債権については、適宜催告を行い早期回収に努めるとともに、
訴訟等法的手続きを積極的に実施するなど、債権回収の強化に努めてい
るか。

争



新 (25年度業績評価) 旧(24年度業績評価 )

(7)効 果的なレセプト点検の推進

○査定事例の集約・共有化、研修の実施等により、点検効果額の]I上 !ザ

が図られているから

【目標指標】
・被保険者1人当たり内容点検効果額:笙年度を上回るはビ翌割針を良担

め 単ヽ純比較はできないこと:こ留意。)

【検証指標】
。同右
。同右

(8)奮格幕失後辱診等 によス僣権 の奉 牛睛

止のため の被 俣瞼者訂 の同 J,強イL

0畳権の発生劇脱止す社 めに、加入者資格を喪失した者の保険証の早
期回収に努めているか。

Э保険証を確実に回収するために、ポスター等の広報媒体や健康保険委
員研修会等を通じて注意喚起に努めているか^

(9)稽極 的 な僣 権 管 理 同 J口 業 務 の 構 造

Э資格喪失後受診に係る返納金債権については債権回収の強化を図る
等 確ヽ実な回収に努めているか ^

0回収業務のノウハウ取得を図るほか、効果的な回収方法を各支部に周

知しているか。

10)健康保険委員の委嘱者数拡大と活動強 Э研修等の開催により、各支部の健康保険事業に関する各種事業等多椎
進するとともに、委嘱者数のさらなる拡大を図っているかぃ一」

6



新 (25年度業績評価) 旧(24年度業績評価 )

3.保健事業

(1)保健事業の総合的かつ効果的な促進

O加入者の疾病の予防や健康の増進を目指し 鉾申健膚診杏乃71梓申

保健指この実施弁構准しているか ^

O保健事業の効異的な粋准弁図るため、地域の実倍に応した支部独自の 撃な説 電 武 ■房魃 現晨「

特定保健指導を最大田 こ推進

O保健事業の効果的な推進を図るために、パイロット事業の成果を活用し
ているか。

取組みを強化しているか
=

Oパイロット事業を実施・活用するほか 支ヽ部門格差の解消に努めている

L

(2)特定健康診査及び特定保健指導の推進

O― 及び

…

指ヨ ■つい嘘 業ヽ務
―

法を工夫してい O事業主への積極的な働きかけ、市町村が行うがん検診との連携や特定
保健指導の外部委託など、各支部における取組みを強化しているか。

O事業所訪間や適切な広報により事業主や加入者に健康の大切さを認識
いただき、より多くの加入者が保健指導を受けることができるよう実施方法
を工夫しているか。

【目標指標】
・特定健康診査実施率 :被保険者500%、 被扶養者27.8%
・事業者検診のデータの取込率 :10%
。特定保健指導実施率 :被保険者16.0%、 被扶養者16.0%

【検証指標】
・メタポリックシンドローム該当者及び予備軍の減少率
。メタポリックシンドローム診断基準項目該当者率
。生活習慣の改善状況

るか。

O特定健診については、市町村が行うがん検診との連機強化等の取組
み、特定保健指導については、外部委託 rヽ「の活用等を進めているか^

○健診データや医療書データ等の分析結果を活用しヽ 保健指導の利用拡
大に繋げる等、より効果的な保健指導に向けた取組みを進めているか。

【目標指標】
・特定健康診査実施率 :被保険者理 %、 被扶養者」堕%
。事業者健診のデータの取込率理 %
・特定保健指導実施率 :被保険者108%、 被扶養者笙 %

【検証指標】
・メタポリックシンドローム該当者及び予備軍の減少率
・特定保健指導利用者の改善状況

(3)各種業務の展開
Э自治体や他の保険者と連携し、健康づくりや生活習慣改善に関する意
識啓発など、地域の実情に応じて保健事業の創意工夫を行っているか。

○自治体や他の保険者と連携し、健康づくりや生活習慣改善に関する意
識啓発など、地域の実情に応じて保健事業の創意工夫を行い、事業を推
進しているか。

`



新 (25年度業績評価 ) 旧(24年度業績評価 )

1.保険運営の企画・実施

(1)保険者機能の発揮による総合的な取組
みの推進

○同右
○加入者の医療費、検診データを分析するとともに、加入者の疾病の予防
や健康増進、医療費の適正化のための取組みを総合的に推進している
か 。

(2)情報提供・広報の充実

O加入者の立場からわかりやすい積極的な情報提供を適切に実施してい ○加入者や船舶所有者の視点を意識し、ホームページや関係団体の協力
による機関誌などにより、わかりやすく積極的な情報提供・広報を適切に実
施しているか。

るか。

O機関誌等による情報提供 (広報 )を定期的かつ効率的に実施している

盤

(3)ジェネリック医薬品の使用促進
○ジェネリック医薬品伸ロイF准に係る広錦井卑柿十スルル+1に _希望カード
の配付や自己負担額軽減効果通知サービスを実施し、ジェネリック医薬品
の使用促進を図つているか。

〇ジェネリック医薬品希望カードの配付や自己負担額軽減効果通知サービ
スを実施し、ジェネリック医薬品の使用促進を図つているか。

(4)健全かつ安定的な財政運営の確保
O医療費適正化、業務改仇 等の取組みを強化するとともに、
加入者の疾病予防、健康増進 医ヽ療の質の向上等のための取組みを総合
的に推進し、中長期的に安定的な財政運営を確保するよう努めているか。

O医療費適正化、業務改革等の取組みを強化するるとともに、加入者の疾
病予防、健康増進等のための取り組みを総合的に推進し、中長期的に安
定的な財政運営を確保するよう努めているかふ

(5)準備金の安全確実かつ有利な管理・運
用

○船員保険の準備金については、安全確実かつ有利な運用を行っている
か 。

O運用状況は定期的に船員保険協議会において報告しているか。

○船員保険の準備金については、安全確実な管理・運用を行っているか。

O運用状況は定期的に船員保険協議会において報告しているか。

′
7



新(25年度業績評価 ) 旧(24年度業績評価 )

2.船員保険給付等の円滑な実施

(1)保険給付等の適正かつ迅速な支払い

○保険給付等を確実かつ迅速に支払うとともに、必要に応じて実地調査等
を実施し、給付の適正化を図っているか^ 8鋭彎慶驚謳醜記淵務排妥訴懸魔l下

鋤維等

?隊
の療養補償について、

製
度の趣旨や仕組みについて周知を図っ

(2)サービス向上のための取組

.綸纂彗撃房標要奪霊塁搬
見・ニーズの把握

ど、サービス向上の取り組みはどうか。

支払、保険証の迅速な送付に努めているか。

麟 撃
給付の受付から振込までの日数:10営業日以内(サービススタン

・サービススタンダードの達成率:100%
・資格情報取得から保険証の送付までの平均日数:3営業日以内

【検証指標】
・お客様満足度
・お客様からの苦情・意見の件数とその内容

(3)高額療養費制度の周知

○限度額適用認定証を提示すれば高額療養費が現物化されることなど高
額療養費制度について周知を図つているか。

○限度額適用認定EIを申請すれば高額療養費が現物化されることなど高
額療養費制度について周知を図つているか。

O未申請者に対し、支給申請の勧奨を行つているか。

『



新 (25年度業績評価 ) 旧(24年度業績評価 )

(4)被扶養者資格の再確認
○無資格受診の防止土、高齢者医療費拠出金負担の適正化を図るため、
日本年金機構との連携の工、船舶所有者等の協力を得つつ、的確に行つ
ているか。

○無資格受診の防止、高齢者医療費拠出金負担の適正化を図るため、日
本年金機構との連携のもと、船舶所有者等の協力を得つつ、的確に行つて
いるか。

(5)レセプト点検の効果的な推進

0システムによる抽出条件を活用した効率的なレセプト点検を行うととも
に 研ヽ修の充実等により点検技術の向上に努め、点検効果額の引き上げ 0査定事例の集約・共有化、自動点検機能の効果的活用等により、レセプ

ト点検の効果的な推進のための取り組みを行つているか。

【目標指標】
・被保険者1人当たり内容点検効果額 :23年度を上回る(ただし、24年 3月 か
ら社会保険診療報酬支払基金においてもシステムの改善による点検充実
化がなされているため、数値による単純比較は難しいことに留意。)

【検証指標】
・被保険者1人当たり資格点検効果額
・被保険者1人当たり外傷点検効果額

を行っているかゎ

【目標指標】

非曇馨論柵 辮 懲 蓬制 酬 皇離
…

を与えるのは24年度の下期からであるため 量ヽ純比較で
きないこと:こ留意6)

【検証指標】
。同右
。同右

(6)無 資格受診等の事由による債権の発生
抑制及び早期回収

O同右

○同右

O債権の発生を抑止するために、加入者資格を喪失した者の保険証の早
期回収に努めているか。

○発生した債権については、文書や電話による催告や支払督促等の一連
の手続きにより早期かつ確実な回収に努めているか。

？

―



新 (25年度業績評価 ) 旧(24年度業績評価 )

3.保健・福祉事業の着実な実施

(1)保健事業の効果的な推進

O第二』特定健康診査等実施計画 (平成25年度～29年度)の初年度とし
○船員労働の特殊性を踏まえたサービスの向上を図るよう、健診及び特定
保健指導を中核として、保健事業の効果的な推進を図つているか。

O加入者が健診を受診しやすいように、健診実施機関及び特定保健指導
の外部委託実施機関の拡大を図つているか。

【目標指標】
・特定健康診査実施率 :被保険者41.7%、 被扶養者29.3%
・船員手帳データ取込率 :20%
。特定保健指導実施率 :被保険者15.0%、 被扶養者15.0%

目標指標】
特定健康診査実施率 :被保険者墨 %、 被扶養者幽 %
船員手帳データ取込率 :笙%
特定保健指導実施率 :被保険者100%、 被扶養者Ш %

(2)特定健康診査及び特定保健指導の推進

※上記(1)に集約

O外部委託業者のノウハウを活用し、適切な広報を通じて、加入者の健康
に対する意識を高めるなど、検診受診率や特定保健指導の実施率の向上
を図つているか。

(2)加 入者に対する生涯にわたる健康生活
支援のための総合的な取組み

o船目労伸団体筆が開催する研修会等全の講師派清 鳳 者の健康状

O加入者一人ひとりの健康増進を図るため、平成23年度より実施している
「船員保険生涯健康生活支援事業Jを平成24年度においても引き続き実施
することとしているが、
「個人の加入者の健康状況に応じたオーダーメイドの情報提供」、
「健康増進を図るための普及啓発素材の作成・配布」、
「レセプトデータ及び健診データ等を活用した調査研究」、

といつた取組みを実施できているか。

況に応じたオーダーメイドの情報提供 ホヽームページを通じた健康情報の

提供等を実施しているか ^

/D



新(25年度業績評価) 旧(24年度業績評価)

(3)福祉事業の着実な実施

○同右

○船員の海上勤務の特殊性を踏まえ、加入者等の福利厚生の向上を図る

0同右

等の取組みを行っているか。

1 業務・システムの刷新
0アプリケーション設計・開発のほか、デ=空移往 ネットワークシステムの 023年度における新しい業務プロセスを踏まえたシステムの要件定義を受

けて、24年度から、段階的に新システムの設計及び構築を進めているか。設計・構築 LヽAN・ 端末機器の設計・構築等を順次進めているかハ

2.組織や人事制度の適切な運営と改革

・同右
。同右
・同右

【検証指標】
。同右

0協会の組織・人事制度運営にあたっては、以下の観点から適切に運営
し、必要に応じて改革を図っているか。

・本部と支部の支援関係及びガバナンス、支部内部門間の連携強化
・実績や能力本位の人事の推進
・協会の理念を実践できる組織風土の定着
・コンプライアンス、個人情報保護等の徹底
・リスク管理

【検証指標】
・「事務処理誤り」発生件数

3.人材育成の推進
O階目卿田 修や重点的な分野を対象とl´た業務用田修弁卑柿するルルキ:

に、多様な研修機会の確保を図っているか。
○階層別・業務別研修の実施、oラーニングの実施や通信教育の斡旋等に
よる多様な研修機会の確保により、人材育成の推進に取り組んでいるか。

//



新 (25年度業績評価 ) 旧(24年度業績評価 )

4.業務改革の推進 穀2源群
罫11・農峯馳議鉗殿繰請轟:鍋

○業務の見直しに取り組んでいるか。

5.経費の節減等の推進

塁正摯彗8騰躍設ヌ:
○調達や執行については、透明性の確保に努めているか。

【検証指標】
。同右
・同右
・同右

凛置昏磐躍 雇翼明Li甜羅理設璽殊已言さ
まえ、サービス水準の確

【検証指標】        |
。保険給付担当職員の1人当たり給付業務処理件数
・随意契約の割合(件数)、 内訳
・コピー用紙等の消耗品の使用状況

1事業主との連携・連携強化への取り組み O同右
〇支部管内の事業主(健康保険委員)との連携を進めるため、どのような
取り組みを行っているか。保健事業の推進などについて、よりよい協力関
係を築き、事業主との連携強化を図つていくため、どのような取り組みを
行つているか。

μ
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(別紙 )

全国健康保険協会の健康保険事業及び船員保険事業の業績に関する評価結果

(平成 24年度)

平成 25年 12月 2日

l.評価の視点

全国健康保険協会 (以下「協会」という。)は、保険者として健康保険事業と船

員保険事業を行い、加入者が良質かつ効率的な医療を享受できるようにするととも

に、力日入者の健康増進に取組み、力日入者と事業主の利益の実現を図ることを基本使

命としている。

こうした基本使命を踏まえ、民間の利点やノウハウを積極的に取り入れ、保険者

機能を十分に発揮するため、

・ 加入者と事業主の意見に基づく自主自律の運営

・ 加入者と事業主の信頼が得られる公正で効率的な運営

・ 加入者と事業主への質の高いサービスの提供

・ 被用者保険の受け皿としての健全な財政運営

を基本コンセプ トとして、事業に取り組んでいる。

また、船員保険事業の運営に当たつては、「船員保険事業を通じ、わが国の海運

と水産を支える船員と家族の皆様の健康と福祉の向上に全力で取り組む」という基

本的な考え方に立って、事業の運営に取り組んでいる。

これら協会に求められる使命等を踏まえ、健康保険法 (大正 11年法律第 70号 )

第 7条の 30の規定に基づき、協会の健康保険事業と船員保険事業の業績評価につ

いて、平成 24年度事業計画に掲げた項目ごとの「個別的な評価」と業務実績全体

の状況についての「業績全般の評価」を行つた。

なお、業績の評価に当たり、第二者の視点を取り入れた適切な評価を行う観点か

ら、有識者等を構成員とした「全国健康保険協会業績評価に関する検討会」 (平成

25年 6月 18日 、10月 8日 及び 10月 15日 開催)の各構成員の意見を参考としてい

る。

‖.平成 24年度の業績全般の評価

業績の個別項目に関する具体的な評価については、別添のとおりであるが、全般

としての評価結果は次のとおりである。この評価結果を踏まえ、今後の協会の事業

運営に臨まれたい。
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[健康保険]

1。 保険運営の企画の取組みについて

協会では、協会設立から組織基盤の整備に取り組んできたこれまでの方策に加

え、新たに「情報の収集・分析・提供」、助日入者との距離を縮める取組み」及び
「地方自治体との関係構築」を柱とした「保険者機能強化アクションプラン (第

2期 )」 を策定し、更なる保険者機能の強化を図つているところである。これによ

り、地域の実情に応じた医療費適正化の総合的対策として、都道府県支部ごとに

医療費適正化の総合的な対策を事業計画に盛 り込み、事業を実施するとともに、

地方自治体との連携・協働を推進した。

医療費適正化対策としてのジェネリック医薬品の使用促進に係る取組みについ

ては、全支部で 2回 目を通知する取組みの結果、ジェネリック医薬品への切替者

数は 31万人と前年度より6万人増加し、効果額 (推計)は 48億 円と前年度より

8.7億 円増加し、使用割合 (数量ベニス)は 29.0%と 前年度より5.6ポイント上

回つた。

調査研究の推進等に係る取組みとしては、医療費適正化等に繋がる可能性のあ

る情報を収集するとともに、分析手法研究のために国内外の論文等を収集し、報

告書としてまとめる等の取組みを行つた。

広報の推進については、ホームページのリニ■―アル等を進めた結果、メール

マガジンの登録件数は59,059件 と前年度より5,974件増加、ホームページの 1日

当たりの平均アクセス件数も62,488件 と前年度より18,813件増加している。

的確な財政運営に係る取組みとしては、協会の財政基盤を強化するため、国の

財政支援に係る国会への請願行動等の各種要請活動、署名活動及び全国大会を開

催した。

今回、新たに策定した「保険者機能強化アクションプラン (第 2期 )」 を実現し

ていくためにも、今後、ますます協会本部の担う役割は重要なものとなつており、

また、支部も地方自治体との連携・協働を図り推進していく必要がある。

協会けんぽの慢性的な赤字構造体質から脱却するためにも、今後、協会におい

ては、なお一層の自助努力が必要であり、そのためにも、都道府県等との連携・

協働の促進、ジェネリック医薬品の更なる使用の促進及び調査研究の分析結果を

活かしつつ、効果的な広報活動を織り交ぜながら、財政基盤の強化を図る必要が

ある。

2。 健康保険給付等について

サービス向上に係る取組みの結果、保険給付の受付から振込までの平均所要日

数は 7.76日 で前年度より0.05日 改善し、前年度に引き続き目標の 10営業日以内

を達成、サービススタンダー ド達成率については 99.99%で前年度を0.23ポイン
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卜上回つている。また、日本年金機構から資格情報を取得してから被保険者証送

付までの平均日数については 1.45日 であり、前年度に続き2営業日以内の目標を

達成している。なお、窓ロサービス全体の満足度については97.1%で前年度を 1.6

ポイント上回つたほか、その他の窓口対応に関する満足度についても向上してい

る。

高額療養費制度の周知については、限度額適用認定証の案内と申請書が一体と

なったリーフレットを医療機関窓口において配布し、カロ入者に高額療養費の現物

給付化について周知を図つた結果、限度額適用認定証の発行枚数が 788,377枚で

前年度より93,201枚 (13.4%)増カロしている。また、これにより、高額療養費の

貸付件数は8,211件 で前年度より13,754件 (62.6%)の 大幅な減少となつている。

窓ロサービスの展開については、ホームページを活用した広報により届書の郵

送化を促進する取組み等を行つた結果、郵送化率は 73.7%で前年度より1.5ポイ

ント向上している。

被扶養者資格の再確認については、平成 23年度は東日本大震災の影響で実施を

見送つたが、平成 24年度は被扶養者状況リストを対象事業所へ送付し、ホームペ

ージ等を活用した広報を行い、事業所等への事前周知を図つた結果、被扶養者状

況リス トの提出事業所件数は約 91万件 (対象事業所の約 83%)と なり、平成 22

年度の提出事業所件数 約 90.5万件 (対象事業所の約 84%)と ほぼ同等の結果と

なっている (対象事業所数 約 109万件 (平成 22年度 約 108万件))。

傷病手当金、出産手当金、柔道整復施術療養費等に係る適正な給付業務の推進

に係る取組みとしては、各支部での再調査の実施及びカロ入者等に対する文書照会

等を行つた結果、柔道整復施術療養費の支給金額は 639億内で前年度より▲8億

円となり、初めて減少に転じた。

レセプ ト点検の効果的な促進については、被保険者 1人当たりの内容点検効果

額は 1,176円 で前年度を97円 (8.9%)上 回り、被保険者 1人当たり内容′点検査

定効果額は、301円 で前年度を 13円 (4.5%)上回り、財政的な効果は 230億 円

余 りとなった。また、資格点検については、被保険者 1人当たり資格点検効果額

は 1,912円 となり、前年度を271円 下回つた。外傷点検については、被保険者 1

人当たり外傷点検効果額は379円 と前年度の379円 と同額となった。

無資格受診等の事由による債権の発生抑制及び回収の強化に係る取組みとして

は、被保険者証の早期回収のための二次催告及び二次催告の実施等により、一般

被保険者分の回収率は 54.53%で前年度を7.32ポイント上回り、任意継続被保険

者分の回収率は 63.47%で 前年度を 3.46ポイント上回り、ともに前年度の回収実

績を上回つている。また、債権回収については、全支部による「通常 (少額)訴
訟」等の法的手続の実施等により、回収実績は 58。 36%で前年度を0.65ポイント

上回っている。
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サービス向上のための取組み、被扶養者資格の再確認及びレセプ ト点検の効果

的な促進等の取組みの結果、日標を達成できたものについては、引き続き水準を

確保して行くための取組みが必要である。また、日標を達成できなかったものに

ついては、その原因を分析し、その結果を今後の事業の改善に反映することが必

要である。なお、被保険者証の回収及び債権回収については、回収実績は向上し

ているものの、回収率は依然として低いことから、今後は回収率アップの方策の

検討を行い、更なる回収実績の強化に向けての取組みが必要である。

3。 保健事業について

保健事業の総合的かつ効果的な促進の取組みとして、健診機関の拡充及びイン

ターネットを活用した健診申込の導入等の取組みを進めた結果、被保険者の特定

健診の実施率は 44,3%で前年度を 1.6ポイント上回つたが、平成 24年度目標値

の 50.0%に は達せず、また、被扶養者の健診の実施率は、がん検診との同時実施

を推進しつつ協会独自の集団健診の拡充を図つたことにより、14.9%と なり、前

年度を 1.1ポイント上回つたが、平成 24年度目標値の 27.8%を大きく下回る結

果となつた。

特定保健指導については、外部委託の推進や利用機会拡大の取組みを進めた結

果、被保険者の実施率は 12.3%で前年度を 3.7ポイント上回つたが、平成 24年

度目標値の 16.0%に は達しなかつた。また、被扶養者の実施率は 2.4%で前年度

を 0。 4ポイント上回つたが、平成 24年度目標値の 16.0%を 大幅に下回る結果と

なつた。

また、事業者健診のデータ取込率については、支部と地方労働局の連携を図る

他、協会独自に電話や訪間による勧奨等を行つたこと等により、3.7%と 前年度を

1.5ポイント上回つているが、平成 24年度目標値の 10%を大きく下回る結果とな

った。

協会の種々の取組みにより、健診の実施率については年々少しずつ向上してき

ているが、反面、国が定めた目標よりも低い目標を協会で設定し、その目標も達

成できていない現状がある。協会では、自己評価に当たり、協会で設定した目標

ではなく、「前年度の実施率の実績」との比較で自己評価しているが、現状のまま

では、実施率が少しずつ向上することはあつても大幅な実施率の向上は望めない。

このため、実施率の低さの原因を詳細に分析するとともに、モデル事業の成果

や他の医療保険者の保健事業の実績や手法も参考にして、国全体の目標に近づけ

るよう、更なる努力を行 うことが必要である。

[船員保険]

1。 保険運営の企画・実施について
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保険者機能の発揮による総合的な取組みの推進として、特定健康診査等の実施

のほか、加入者に対し、医療費に関する情報提供を行うとともに、レセプト′点検

に関し、職員間での査定事例の共有化及び研修等の実施により技術向上を図る等、

医療費の適正化等を目的とした取組みを行つた。また、力日入者の医療費の傾向や

個人の健康状況に応じたオーダーメイ ドの「情報提供冊子」を受け取つた加入者

のその後の医療機関受診行動について調査分析を行つた。

情報提供・広報の充実に係る取組みとしては、ホームページのリニューアルや

情報誌の掲載等を行つた。また、各種申請を説明したコンテンツの新設等による

情報提供や、関係機関窓口にパンフレットを設置する等の取組みを行つた。

医療費適正化対策としてのジェネリック医薬品の使用促進に係る取組みとして

は、平成 24年度は新たにジェネリック医薬品に切り替えた場合の軽減額通知を行

ったほか、希望カー ドの送付及びホームページや機関誌等を通じ、広報等の取組

みを行つた。軽減額通知については、2,843人に通知したところ 24.2%に あたる

687人がジェネリック医薬品に切り替えを行い、効果額 (推計)は約 1,200万円

であった。また、希望カー ド付リーフレットを50,000枚作成し軽減額通知や医療

費通知に同封し配布した。

健全かつ安定的な財政運営の確保の点から見ると、平成 24年度の船員保険の収

入は 487億 円、支出は459億円となっており、船員保険の直近の財政状況は安定

してはいるが、被保険者数の減少傾向や 1人当たり医療費の増加傾向は継続して

いる。

準備金については、安全確実かつ有利な管理・運用の観点から、満期保有を原

則とした日本国債により運用を行つており、平成 24年度の運用益は約 8,000万 円

となっている。

オーダーメイ ドの「情報提供冊子」を配布し、その後の医療機関の受診行動に

ついての情報分析を行う取組みや、「ジェネリック医薬品軽減額通知」の取組みに

ついては、医療費適正化に繋がる方策であることから、今後、更なる促進が図ら

れるよう継続的に取り組む必要がある。

また、加入者等の視点を意識して、インターネットを利用できない者に対して

も配慮した広報を行う等の取組みについても、引き続き積極的な取組みを期待す

る。

今後とも引き続き、被保険者数の減少等、今後の状況等を勘案しつつ、準備金

を安全確実な方法で運用するとともに、安定的な財政運営に努められたい。

2.船員保険給付等の円滑な実施について

サービス向上のための取組みとしては、職務外給付の受付から振込までの日数

を 10営業日以内と定めたサービススタンダー ドの達成率を 100%、 資格情報取得
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から被保険者証送付までの平均日数を3営業日以内という目標を設定し取組みを

行った結果、達成率は99.9%で前年度を 0。 9ポイント上回つている。また、被保

険者証の発行に要する日数についても平均は 2.00日 で前年度を 0.04日 上回つて

おり、日標である3営業日以内を達成した。なお、サービス全体についてのお客

様満足度については 47%で前年度を8%上回つた。

高額療養費制度の周知に係る取組みとしては、限度額適用認定証の申請促進の

リーフレットを作成・配布し、現物給付による支給手続きの簡素化を推進した結

果、高額療養費の現物給付分は 10,280件 で前年度より931件 (10.0%)の増加、

金額が 1,182,406千 円で前年度より105,537千円 (9.8%)の増加、現金給付分は

件数が 1,819件で前年度より558件 (23.5%)の減少、金額が 122,266千 円で前

年度より64,454千円 (34.5%)の減少となつた。

被扶養者資格の再確認の取組みとしては、船舶所有者の協力を得て被扶養者異

動の届出が未提出となつていないかを重点的に確認し、届出漏れが確認された者

について、これを適正に処理した結果、資格がない者に対する保険給付が行われ

ることの防止及び高齢者医療制度への支援金等の軽減による被保険者や船舟白所有

者の保険料負担への軽減につなげた。

レセプ ト点検の効果的な推進に係る取組みとしては、点検に係る知識・技術を

取得するための研修を実施したほか、審査医師を含め職員間での査定事例に関す

る情報の共有化を図る等の取組みを行った結果、被保険者 1人当たりの内容点検

効果額は 1,732円 で前年度を488円 (39.2%)上 回つた。また、資格点検につい

ては、被保険者 1人当たり資格点検効果額は 1,073円 となり前年度を565円 下回

つた。外傷′像検については、被保険者 1人当たり外傷′点検効果額は588円 と前年

度を18円 下回つた。

無資格受診等の事由による債権の発生抑制及び早期回収に係る取組みとしては、

資格喪失後に被保険者証の返却がない者に対し日本年金機構から催告を行い、催

告後も返却がない者に対しては、協会において再度文書を送付する等の取組みを

行い被保険者証の回収に努めた結果、平成 24年度被保険者証回収率は 95,7%で

前年度を 0.5ポイント上回つた。また、発生した債権については、文書や電話に

よる催告のほか支払督促等の実施等により債権回収強化に努めた。

サービス向上のための取組み、被扶養者資格の再確認及びレセプト点検の効果

的な促進等の取組みの結果、日標を達成できたものについては引き続き水準を確

保して行くための取組みが必要であり、日標を達成できなかつたものについては

その原因を分析し、その結果を今後の事業の改善に反映した上で、日標を達成す

ることが必要である。また、お客様満足度が低いことから、内容の分析を行い、

お客様満足度が向上するよう一層の努力が必要である。
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3。 保健・福祉事業の着実な実施について

保健事業の効果的な推進に係る取組みとして、健診機関の拡充、被扶養者の特

定健診における市町村がん検診との同時実施、広報の実施及び被扶養者の特定保

健指導の補助額引上げの取組みを進めた結果、被保険者の特定健診の実施率は

35。 1%であり、前年度を1.3ポイント上回つたものの、目標の41.7%には届かな

かつた。また、被扶養者については 8.8%と 、前年度と同じ実施率であり、日標

の 29.3%を 大きく下回つている。

また、健診機関については、健診事業の運営を委託している船員保険会以外の

契約健診機関にも拡大し、契約健診機関で健診を受診する方の利便性を向上させ

ることができたが、特定保健指導の実施率については、被保険者が 5。 3%で前年

度を 0.2ポイン ト下回り、被扶養者が 0.4%で前年度と変わりがなく、平成 24年

度目標値である被保険者 15。 0%及び被扶養者 15.0%を大きく下回る結果となっ

た。

船員手帳検診のデータ取込率については、20.8%で前年度を1.2ポイント上回

り目標の 20%を達成した。

加入者に対する生涯にわたる健康生活支援のための総合的な取組みとしては、

オーダーメイ ドの情報冊子の提供 (約 16,000部 )、 健康増進を図るための普及啓

発に係る小冊子の作成・配布 (約 65,000部 )、 出前健康講座の実施 (2回 )、 レセ

プ トデータ及び健診データ等を活用した調査研究の取組みを実施した。その中で

も、オーダーメイ ドの情報冊子提供の成果としては、小冊子の配布後、生活習慣

の改善に取組む意思を見せた者が約 9割、また、 2年連続で情報提供冊子を受取

った者の約半数が医療機関への受診や生活習慣の見直し等の取組みを行つている

ことがアンケー ト調査の結果、判明している。

福祉事業の着実な実施に係る取組みとしては、保養事業に関して船員保険福祉

センターの廃止等を踏まえて、より多くの船員保険関係者が利用可能な「新たな

福祉事業」の創設について、船保労使団体で構成する検討作業チームでその具体

化に向けた検討を開始した。

特定健診については、船員労働の特殊性に酉己慮した種々の取組みにより、健診

の実施率については年々少しずつ向上してきているが、反面、国が定めた目標よ

りも低い目標を協会で設定し、その目標も達成できていない現状がある。協会で

は自己評価に当たり、協会で設定した目標ではなく、「前年度の実施率の実績」と

の比較で自己評価しているが、現状のままでは、実施率が少しずつ向上すること

はあつても大幅な実施率の向上は望めない。

このため、実施率の低さの原因を詳細に分析するとともに、モデル事業の成果

や他の医療保険者の保健事業の実績や手法も参考にして、国全体の目標に近づけ

るよう、更なる努力を行うことが必要である。
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また、福祉事業を実施するに当たっては、被保険者のニーズを踏まえ見直しを

行っていくことが必要である。

[組織運営及び業務評価]

協会では、平成 24年度から業務 0システムの刷新について取り組んでおり、平

成 27年 1月 を目途に新システムの設計及び構築を実施している。組織や人事制度

の適切な運営と改革の取組みについては、実績や能力本位の人事の推進やリスク

管理等の取組みを行つた。

事務処理誤り発生件数については、健康保険は2,026件で前年度より1,599件

の増加、船員保険は 41件で前年度より29件増カロしている。

人材育成の推進については、階層別研修や支部の実情に応じた支部別研修等を

実施し、人材の育成・開発を推進した。

業務改革の推進の取組みとしては、事務処理誤 りの発生防止を目的として事務

処理の手順や確認項目を記した「事務処理手順書 (傷病手当金・高額療養費・療養

費)」 と、申請書等の紛失・処理遅延を防止するための管理 0点検を記した「申請

書管理の手引」を作成し活用した。

また、経費の節減等の推進について、協会では財政再建策の一つとして平成 22

年 8月 に事務経費削減目標を定めた全国健康保険協会事務経費削減計画を策定し

ているが、この計画に則り、平成 24年度においては平成 22年度予算額に対して

業務経費で 14.7%(約 26億円)を、一般管理費で 17.5%(約 20億円)を 削減し、計

画を達成した。

業務・システムの昂」新にあたっては、制度改正を念頭に置きつつ適切かつ着実

に進めて行くことが必要である。

また、協会の組織運営にあたつては、引き続き財政再建策の一つである事務経

費の削減に努めるとともに、協会本部と各支部とで情報の共有を図る等、連携を

密にしつつ、これまでと同様に様々な研修を実施することにより職員の資質の向

上に向けた取組みに努められたい。

[その他]

事業主との連携 0連携強化への取組みについて

平成 24年度には、財政基盤強化に向けた保険料負担の軽減のため、協会の保険

給付等に対する国庫補助金の補助率引上げ等を求める署名活動を行い、320万筆

を超える署名を集めた。また、事業主及び加入者との連携を深めるという観点か

ら、支部幹部職員が中心となり個別事業所単位の健診・医療費データを活用した

「事業所健康度診断」を行い、保健指導の必要性を理解してもらうための訪問勧

奨を積極的に行う等の取組みを行うた。



事業主との連携強化は、今後、協会けんぽが事業を展開していく上で、非常に

重要であることから、協会・事業主間の相互の信頼と協力関係の構築に引き続き

努められたい。

[まとめ]

平成 24年度は、「保険者機能強化アクションプラン (第 2期 )」 に基づいた各種

の取組み等を実施した。その結果、特に、ジェネリック医薬品の利用促進に係る

取組等は、一定の成果を上げた。|

このように、協会における取組みは、着実に成果を上げており、今後とも、な

お一層の成果を上げることができるよう、その取組みに期待する。

ただし、毎年度の業績評価において課題となつている特定健診及び特定保健指

導の実施率の状況をみると、年々上昇しているものの、国が定める目標を下回つ

ている。加えて、国の定める目標よりも低い目標を設定し、実施率の向上に向け

た取組みを行つているが、その目標も達成できていない。

したがつて、特定健診及び特定保健指導について、更なる取組みを推進する必

要があるが、現状では不十分であり、今のままでは、大幅な実施率の向上は望め

ない。

このため、協会けんぽにおいては、実施率が低い原因を詳細に分析し、モデル

事業の成果や他の医療保険者の実績、手法も参考とした事業を展開していくこと

等により、国が定める目標に近づけるよう、更なる努力を行うことが必要である。

そのためにも、業績評価検討会委員の意見を参酌しつつ原因を詳細に分析し、

それらを活用することにより、今後、一層、実施率の向上を図り医療費適正化を

推進されたい。
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全国健康保険協会の業績に関する評価
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[健康保険]

1。 保険運営の企画

(1)保険者機能の発揮による総合的な取組みの推進

協会では、平成 21年度から概ね 2～ 3年程度を集中的な保険者機能強化のた

めの取組み期間と位置付け、平成 20年 12月 に「保険者機能強化アクションプ

ラン」を策定し、保険者機能として充実強化を図るべき事項を整理し各種の取

組みを実施してきた。

平成 24年度においては、地域の実情を踏まえ、加入者や事業主の意見を反映

した自主自律・都道府県単位の運営により保険者機能を十分に発揮することが

できる新たな保険者を創るために、協会設立から組織基盤の整備に取組んでき

たこれまでの方策に加え、平成 24年 7月 23日 に「保険者機能強化アクション

プラン (第 2期 )」 を策定した。

今回新たに策定したアクションプランでは、「情報の収集・分析・提供」、助ロ

入者との距離を縮める取組み」及び「地方自治体との関係構築」を柱として、

協会が保有する医療情報やその分析結果等を加入者や事業主へ提供するととも

に、都道府県等の地方自治体にも意見発信し地域の医療提供体制の構築に保険

者としての発信力を強化していく等、保険者としての機能強化に向けた方策を

記載している。

協会として、効果的な施策を展開するためにも情報の分析は必要であり、

データ分析にかかる資質の向上も必要となつてくる。また、加入者との距離を

縮める取組みについても署名活動等の実施で大きな進展があつた。今後におい

ては、当プランを確実・着実に進め各種の取組みを全国に普及し検証するため

には、今にも増して協会本部の担 う役割が重要である。

(2)地域の実情に応した医療費適正化の総合的対策

協会では、保険料負担を少しでも軽減できるよう、レセプ ト点検、ジェネ

リック医薬品の使用促進、現金給付の審査強化及び多数回受診者への適正受診

指導等の医療費適正化対策を進めている。

平成 24年度は、支部ごとに医療費適正化の総合的な対策を事業計画に盛 り

込み、地域の実情に応じた事業を実施するとともに地方自治体との連携・協働

を推進した。

都道府県等の連携・協働の状況については、これまでで、保健事業の共同実

施等に関し自治体と協定等を締結した支部が6支部、都道府県の医療計画を策

定する審議会等へ参画している支部が 9支部、都道府県の医療計画の策定に当

たリパブリックコメントを提出した支部が 13支部となつている。

また、都道府県医療費適正化計画に係る検討会への参加支部数については、
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27支部で前年度より7支部増加し、都道府県ジェネリック使用促進協議会への

参加支部数については、25支部で前年度より5支部増加している。都道府県医

療費適正化計画に係る検討会への参加支部数や都道府県ジェネリック使用促進

協議会への参加支部数が増カロ傾向にあることは評価できる。今後は、全支部が

参カロするよう、本部においては各支部との情報共有を密に図り、本部において

も各支部の取組みが円滑に推進できるよう支援策を講じられたい。

(3)ジェネリック医薬品の更なる使用促進

協会では、ジェネリック医薬品の使用促進を医療費適正化推進策の重点施策

の一つと位置づけ、力日入者に対し「ジェネリック医薬品軽減額通知」を送付し

ているほか、「希望シール」や「希望カー ド」を作成し、ジェネリック医薬品の

使用促進の案内とともに加入者や事業所へ配布することにより、認知や理解を

深め使用促進を図つている。

平成 24年度は、ジェネリック医薬品の使用割合 (数量ベース)について前年

度を上回るという目標を設定し、「ジェネリック医薬品軽減額通知」を 1回送付

した対象者のうち切り替えがなかつた対象者に対する2回 目の通知の実施 (全

支部で実施。なお、前年度は 22支部で実施)、 医療機関等に対しポスターを配

布する等の周知広報、各支部で都道府県に設置されているジェネリック使用促

進協議会等に参画することによる意見発信及びセミナーの地方自治体との共同

開催等の取組みを進め、地域の実情に応じた使用促進のための周知広報活動等

を行つた。

この結果、ジェネリック医薬品への切替者数については 31万人で前年度よ

り6万人の増加、効果額 (推計)は 48億円で前年度より8.7億 円の増加、使用

割合 (数量ベース)は 29.0%と 前年度を 5.6ポイント上回つた。

ジェネリック医薬品の使用割合向上に向けた取組みの結果、効果をあげたこ

とについては評価できるものである。本取組みについては、実施コストに対し

財政的効果が非常に大きいものであるため、「ジェネリック医薬品セミナー」と

いった力日入者に理解を深めてもらう機会の環境を整備していく等、今後も更な

る使用割合の向上を目指し事業の推進に取り組まれたい。

(4)調査研究の推進等

平成 24年度は、本部において医療の質の向上や医療費の適正化等に繋がる

可能性のある情報の収集をしたほか、分析手法を研究するために「医療の質の

可視化」に関する国内外の論文等を収集し「「医療の質の可視化」に関する好事

例の収集報告書」 (平成 25年 3月 )と してまとめた。

また、本部では医療費分析の情報提供として、「都道府県医療費の状況」「都
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道府県別医療費に関するレーダーチャー ト」等で掲載されている医療費の全国

平均との比較、乖離率及び所要保険料率 (激変緩和前の保険料率)の地域差に

ついて、分析用データを更新してホームページに掲載するとともに、支部にお

けるデータ活用や医療費分析推進のため、マニュアル等を随時更新のうえ支部

あてに提供 した。支部においては調査研究事業を5支部において4事業を前年

度に引き続き継続的に実施し、うち 1支部においては調査研究事業の学会等ヘ

の発表を行った。更に、本部において、支部における医療費等の分析能力を向

上させるため、支部職員を対象とした統計分析研修を実施した。

本部及び支部における調査研究事業の推進の取組みについて、着実な成果を

上げていることについては評価できるものである。今後は、医療費分析マニュ

アルの内容の拡充及び各支部における分析能力の向上と活用の取組みを進め、

その分析結果をいかに活用し、事業に反映させていくかを本部・支部を含め検

討されたい。

(5)広報の推進

協会では、毎月、日本年金機構が事業主あてに送付する納入告知書に同封す

るチラシで定期的なお知らせをしているほか、ホームページやメールマガジン

等の ITツールを活用したタイムリーな情報提供を行っている。広報活動にお

いてはわかりやすく丁寧な情報発信を心がけ、都道府県や市町村との連携によ

る広報や、テレビ、新聞及びラジオ等のメディアヘの発信力についても強化し

ている。

平成 24年度は、協会の厳しい財政状況を理解してもらうためのアンケー ト

調査の実施、新聞を用いた意見広告や政府及び国会等の関係者への意見発信を

行 うとともに、ホームページの全面的なリニューアルを行つた。

この結果、協会のホームページヘのアクセス件数 (平 日における 1日 当たり

平均アクセス数)は 62,488件で前年度より18,813件増加し、メールマガジン

の登録件数は59,059件 で前年度より5,974件増加した。

メールマガジンの登録件数やホームページのアクセス件数が前年度を上回

る結果となったため、情報発信に係る種々の取組みは評価できるものであるが、

加入者数及び事業所数に比してその数は決して多いとは言えず、今後、同件数

が更に増加するよう今後も引き続き広報の推進に努められたい。

(6)的確な財政運営

協会の管掌する健康保険 (以下「協会けんぽ」という。)の保険料率は、リー

マンショック等によつて生じた平成 21年度末の約4,900億円の累積赤字を解消

するため、平成 22年度から平成 24年度まで 3年連続で引上げられ、平成 24年
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度の平均保険料率は 10.0%に至っている。

平成 24年度は、当初の見込みほど標準報酬が下がらなかったことや医療費

が伸びなかつた結果、約 5,000億円の準備金が生じてはいるが、これは法律に

定める準備金の額に足りておらず、根本的な赤字構造は変わっていないことか

ら、政府への働きかけ及び関係方面への働きかけを軸とし、これまでにない新

しい取組みも含め本部・支部をあげて取組みを行つた。

具体的には、協会の財政基盤強化に向けた主な取組みとして、各種要請活動

の実施、記者会見の実施、医療保険部会等における主張、新聞各紙への意見広

告、署名活動、全国大会の開催及び国会への請願行動を行つた。

署名活動等の財政基盤の強化のための取組みの結果、平成 22年度から平成

24年度までの間に実施されていた財政支援の特例措置は、平成 25年度及び平

成 26年度まで2年間延長されたところではあるが、依然として協会けんぽは赤

字構造体質から脱却するまでには至つていない。今後は協会の財政基盤強化に

向け、保健事業の強力な推進等、更なる医療費適正化対策等の自助努力を一層

推進していくことが必要である。

2。 健康保険給付等

(1)サービス向上のための取組

協会では、健康保険給付の申請受付から振込までの期間について、サービス

スタンダー ド (所要日数の目標)を 10営業日に設定しサービスの向上を図つて

おり、保険給付の受付から振込までの平均所要日数は7.76日 で前年度より0.05

日改善し、前年度に引き続き目標指標の 10営業日以内を達成している。サービ

ススタンダー ドの達成率について、「正確」、「迅速」及び「丁寧」な処理を基本

として、サービススタンダー ドの 100%達成に向け取り組んだ結果、99.99%と

なり前年度を 0。 23ポイント上回つている。日本年金機構から資格情報を取得し

てから被保険者証の送付までの平均日数 2営業日以内を目標に取り組んだ結果、

1.45日 (当 日送付支部 26支部、翌日送付支部 21支部)であり前年度に続き目標

を達成している。

また、お客様満足度について、前年度より改善するという目標を設定し取り

組んだ結果、窓ロサービス全体の満足度は97.1%で あり前年度を1.6ポイント

上回つたほか、その他の窓口対応に関する満足度についても向上しており、更

なるお客様満足度向上のため、本部においては支部に対し調査結果の詳細説明

会及びお客様対応に関する研修を 10支部に対して実施した。

お客様からの苦情・意見の受付件数は 2,942件で前年度より348件増カロする

一方、お礼 。お褒めの件数は 698件で前年度より140件の増カロとなつている。

インターネットによる医療費通知の利用件数は20,583件で前年度より7,604
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件の減少となつている。

任意継続被保険者の口座振替率は 27.6%で前年度を 0.5ポイント上回つた。

協会のサービス向上のための各種取組みについては、今後も引き続き現在の

水準を維持または上昇させる必要がある。

全体としては、日標達成または高水準となつており、特にお客様満足度調査

の結果は全項目について前年度を上回つていることは評価できる。反面、イン

ターネットによる医療費通知の利用件数は年々減少している。日標を達成した

項目については、今後、水準を維持していくための取組みを、また、日標を達

成できなかった項目及び支部についてはヾ原因・状況を把握分析し、目標達成
へ向けた取組みを実施されたい。

(2)高額療養費制度の周知

医療機関等の窓口での支払いが高額となつた場合には、払い戻しを受けるた

めの申請の目安となるよう高額療養費の簡易試算をホームページに掲載してい

る。また、高額療養費未申請者に対しては、あらかじめ申請内容を印字した申

請書を支部において作成・送付し申請の促進を図つている。

平成 24年度は、限度額適用認定証の案内と申請書が一体となったリーフ

レットを医療機関窓口において配布し、加入者に高額療養費の現物給付化につ

いて周知を図つたことにより、限度額適用認定証の発行枚数は 788,377枚とな

り前年度より93,201枚の増加となつた。

また、高額療養費の貸付件数は 8,211件で前年度より13,754件 (62.6%)の

大幅な減少となっている。

高額療養費制度の周知を行 うことで限度額適用認定証の発行が増加し、支給

手続きの簡素化に繋がったことは評価できる。また、力日入者及びその家族にと

つても高額療養費の現物給付化の果たす意義は大きいものがあることから、今

後もなお一層の周知普及活動に努められたい。

(3)憲ロサービスの展開

協会では、届書等の郵送化を促進するため、ホームページ等を活用した広報

を実施した結果、郵送化率は 73.7%で前年度を1.5ポイント上回つている。一

方、窓ロサービスについては、届書の郵送化の進捗状況や年金事務所窓日の利

用状況を踏まえ、窓ロサービスの提供が必要なところは残し、利用者の少ない

窓口については年金事務所等の関係団体との調整を行つたうえで経費削減の観

点からも縮小 0廃上について検討することとしており、加入者等への広報を十

分行つたうえで実施することとしている。

申請・届出の郵送化率については前年度と比較して向上しているが、窓口
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サービスの縮小・廃止については、サービスの低下を招かないよう日本年金機

構及び事業主 0加入者等の意見等を十分聴取した上で行つていく等、慎重な検

討・対応が必要である。

(4)被扶養者資情の再確認

協会では、無資格受診の防止や高齢者医療費に係る拠出金負担の適正化を図

るため、被扶養者資格の再確認を行つている。前年度は東日本大震災の影響で

実施を見送ったところであるが、平成 24年度においては被扶養者状況リス ト等

を対象事業所へ送付し被扶養者資格の確認を実施した。また、事業所等への事

前周知のためのホームページ等を活用した広報の実施や、日本年金機構と連携

し同機構が送付する事業主宛て納入告知書へのチラシ同封や年金事務所へのポ

スター掲示を行なつた。

その結果、被扶養者状況リス トの提出率は対象事業所の約 83%で平成 22年

度 (約 84%)と ほぼ同等の結果となつた。

引き続き、無資格受診の防止や高齢者医療費に係る拠出金負担の適正化を図

るため、被扶養者リス ト提出率の向上を含めた被扶養者資格の再確認の取組み

を推進されたい。

(5)傷病手当金。出産手当金s柔道整復施術療養費等に係る適正な給付業務の

推進

協会では、傷病手当金及び出産手当金等に係る適正な給付業務の推進を図つ

ており、保険給付の審査の際、請求内容に疑義が生じた場合には被保険者や担

当医師に照会を行うほか、審査医師に意見を求め適正な給付に努めている。

不正の疑いのある請求については、各支部に設置している保険給付適正化プ

ロジェクトチームにおいて給付の適否を検討し、適正な給付に努めている。

平成 24年度においては、既に支給決定済みの傷病手当金及び出産手当金の

中で不正請求の疑いのあるデータを本部で抽出し、各支部にて再調査を実施し

た。

また、柔道整復施術療養費については、多部位受診、頻回受診及び長期受診

等の申請内容に疑義が生じたものについて、カロ入者等に対して文書照会を行う

ことや、適正受診に係る広報を実施しており、文書照会は 82,855件で前年度を

52,335件上回つている。

適正受診に係る広報については、日本年金機構が送付する納入告知書への同

封、支部の広報誌及びホームページ等により加入者に対し適正な受診を周知し

た。

これらの取組みの結果、協会発足以降増え続けていた柔道整復施術療養費の
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支給金額は639億円で前年度より▲8億円となり、初めて減少に転じた。

各支部に設置されている「保険給付適正化プロジェクトチーム」の活用、ま

た、柔道整復施術療養費の申請内容に疑義が生じたものに係る文書照会の重点

実施で、柔道整復施術療養費の支給金額が協会発足以降初めて減少に転じ、適

正な給付業務の推進が図られたことは、評価できるものである。

今後も更なる適正な給付業務の推進に向けて取り組まれたい。

(6)レセプト点検の効果的な促進

協会では、被保険者 1人当たり内容点検効果額が前年度を上回るという目標

を設定し、医療費の適正化に取り組んでいる。

内容′点検については、被保険者 1人当たり内容点検効果額は、1,176円 で前

年度を97円 (8.9%)上回り、また、被保険者 1人当たり内容点検査定効果額

は、301円で前年度を 13円 (4.5%)上回り、内容点検により得られた財政的

な効果は 230億 円余りとなつた。

資格点検については、23年 10月 から支払基金において実施された「オンラ

インレセプトの請求前資格確認」により協会の点検前に資格のチェックが可能

となったことから、被保険者 1人当たり資格′点検効果額は、1,912円 となり前

年度を271円 下回つた。

外傷点検については、被保険者 1人当たり外傷点検効果額は379円 で前年度

の379円 と同額であった。

被保険者 1人あたり内容点検効果額については、協会各支部において内容点

検効果額の具体的な数値目標 (前年度実績以上かつ前年度全国平均以上)を設

定し、行動計画を策定 0実施したこと、また、システムを活用した効率的な内

容点検を実施した結果であり評価できるものである。今後も更なる内容点検効

果額の上昇のために、職員間での情報共有等、点検員のノウハウの蓄積に繋が

る各種取組みに努められたい。

(7)無資格受診等の事由による債権の発生抑制及び回収の強化

被保険者証の早期回収の取組みについては、日本年金機構による回収催告

(一次催告)において回収できない者に対し、協会において文書による二次催

告の毎月実施並びに電話及び訪間による二次催告の実施、また、未回収者の多

い事業所に対し、回収徹底依頼の連絡及び訪間を行つた。また、資格喪失後の

受診の防止や被保険者証の返却を周知するため、チラシの配付及び医療機関ヘ

のポスター掲示依頼等の取組みを実施した。

その結果、被保険者証の回収については、二次催告等の早期対応や二次催告

の実施により回収実績は一般被保険者分が 165,447枚、回収率は 54.53%で前
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年度を 7.32ポイント上回つており、任意継続被保険者分が 41,569枚、回収率

63,47%で前年度を3.46ポイント上回つている。

また、資格喪失後の受診による返納金債権の回収の強化に向けた取組みとし

て、支部の規模や実情に合わせた業務実施体制の構築、債権管理回収業務に係

る方金十及び重点事項に基づく対応及び全支部による「通常 (少額)訴訟」等の

法的手続を実施した結果、債権回収実績は 58.36%で前年度を0.65ポイント上

回つている。

被保険者証の回収及び債権発生抑制と債権回収強化に向けた取組みの結果、

回収実績が向上しているものの回収率は依然として低いことから、今後におい

ては、回収率アップの方策の検討を行い、更なる回収実績の強化に向けての取

組みが必要である。             ・

3。 保健事業

(1)保健事業の総合的かつ効果的な促進

平成 24年度は、健診実施機関については 2,840機関で昨年度より 129機関

の拡充を図り、また、新たにインターネットを利用した健診の申込みを導入し、

一括申込みがあつた事業所数は 5,520事業所、受診者数 327,176人 で、健診申

込みの見直しを図つた。また、財政状況が厳しい中、受診率の向上のため健診

補助額の引き上げによる自己負担軽減の取組みを行つた。

特定保健指導については、外部委託の推進、 ITの活用、支部や公民館及び

集団健診と同じ場所での特定保健指導の実施等で利用機会の拡大を図る等の取

組みを進めた結果、被保険者の特定保健指導の実施率は 12.3%で前年度より

3.7%の増カロとなつた。

パイロット事業については、平成 22年度に実施した「ITを活用した保健指

導」について平成 23年度の 14支部から平成 24年度は 23支部まで拡大した。

また、3支部 (滋賀、鳥取、大分)において新たにパイロット事業を実施し、

健診受診者の拡大を図った。

国が定めた日標よりも低い目標を協会で設定し、その目標も達成できていな

い現状ではあるものの、特定健康診査や特定保健指導実施の推進に向け、積極

的に様々な取組みを行ったことについては一定の評価はできるものである。今

後も実施率向上に向けた集団検診等の効果のある取組みを強化することが必要

である。

なお、パイロット事業で効果的な事業は、各支部に展開することは有効であ

るため、引き続きパイロット事業の拡大・活用に向けて取り組まれたい。
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(2)特定健康診査及び特定保健指導の推進

協会では、特定健康診査実施率については被保険者 50.0%、 被扶養者 27.8%、

事業者健診のデータの取込率については 10%、 特定保健指導実施率については

被保険者及び被扶養者ともに 16.0%と 目標を設定し、地方労働局等との連携に

よる事業者健診データ取得勧奨、特定健診 (被扶養者)・ がん検診との連携及び

特定健診 (被扶養者)補助額の引上げ等の取組みを行つた。

被保険者の健診については、健診機関数の増加を図る等により、実施率は

44.3%で前年度を 1.6ポイント上回つたが、日標値(50.0%)には達せず、被扶

養者の健診については、がん検診との同時実施を推進しつつ協会独自の集団健

診の拡充を図つたことで、実施率は 14.9%で前年度を1.1ポイント上回つたが、

目標値 (27.8%)に は達しなかつた。

特定保健指導については、外部委託の推進や利用機会拡大の取組みを進めた

結果、実施率は被保険者が 12.3%で前年度を 3,7ポイント上回つたが、目標値

の 16.0%に は達しなかつた。また、被扶養者は 2.4%で前年度を 0.4ポイント

上回つたが、日標値の 16.0%を大幅に下回る結果となった。

なお、事業者健診のデニタの取込率については、平成 24年 5月 の行政通知

を活用し支部が地方労働局等へ働き掛けを行つた結果、事業所宛ての連名通知

の発出等 24支部で協力を得た。

また、地方労働局等と連携した勧奨に併せて協会独自に電話や訪間による勧

奨等を行った結果、事業者健診データ取込率は 3.7%で前年度を 1.5ポイント

上回つたものの、日標値 (10%)に は達しなかった。

その他、取組事項として、支部長をはじめとした幹部と職員で勧奨体制を作

り事業所への特定保健指導等の利用勧奨を行い、その際、訪問事業所の医療費

や健診結果を比較分析した「事業所健康度診断」を作成・持参し説明を行い、

特定保健指導の利用増加に繋げている。

保健指導機関等への外部委託の推進では、委託料単価の上限を引き上げるこ

とにより、委託機関数が 739機関と前年度より162機関の増加となり、受診環

境の整備拡大を図つた。パソコンやスマー トフォン等 ITツールを活用した保

健事業は、被保険者が自らの生活パターンに合わせてサービスが利用でき、随

時、実践状況の記録確認ができることから利用の拡大に繋がっている。

被扶養者健診のがん検診との同時実施、協会独自の集団健診の拡充及び補助

額引き上げによる自己負担軽減を図る取組み等により、実施率等が向上してき

ていることは評価できるものであるが、国が定めた健診実施率等の達成目標 (参

酌標準)よ りも低い目標を協会で設定したにも関わらず、日標を達成できてい

ない状況である。このため、今後は、実施率の低さの原因を詳細に分析すると

ともに、モデル事業の成果や業績評価検討会各委員の意見及び他の医療保険者
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の保健事業の実績や手法も参考にして、国全体の目標に近づけるよう、更なる

努力を行 うことが必要である。

(3)各種事業の展開

平成 24年度は、 5支部において自治体との連携 0協働に関する覚書や協定

を締結し、全体で6支部が健康づくり等に関し自治体や他の保険者と連携して

取組みを推進している。

また、栃木支部は厚生労働省が推進するスマー トライフプロジェクトの一環

として、平成 24年度に泊J設 された表彰制度「第 1回健康寿命をのばそう !ア ワ

ー ド」において、「地域と職域が連携した健康づくり事業」、「受動喫煙対策研究

会の開催」及び「食育フェアのイベント会場に健康相談ブースを出店」等の取

組みが評価され、厚生労働省健康局長優良賞を受賞した。

自治体や他の保険者との連携を図るための取組みについては評価できるも

のである。今後は、連携強化を更に推進するとともに好事例についての各県支

部への全国展開を積極的に図るとともに、本部においては、各県支部の活動が

円滑に推進できるための支援方策を検討されたい。

[船員保険]

1。 保険運営の企画・実施

(1)保険者機能の発揮による総合的な取組みの推進

船員保険力日入者の疾病予防を目的とした特定健康診査等の実施、健康状況に

応じたオーダーメイ ドの「情報提供冊子」や船員の食生活をテーマとした小冊

子の配布等、健康増進意識の向上に向けた取組みや、加入者に対する「ジェネ

リック医薬品軽減額通知」及び「医療費通知」等の送付により医療費に関する

情報提供を行うとともに、レセプト点検において職員間の査定事例の共有化や

点検員研修等の実施による点検技術の向上を図る等、医療費の適正化等を目的

とした取組みを行つた。また、加入者の医療費の傾向やオーダーメイ ドの「情

報提供冊子」を受け取つた者の、その後の医療機関受診行動についての調査分

析を行つた。

一人ひとりの健康状態に応じたオーダーメイ ドの「情報提供冊子」を配布し、

その後の医療機関の受診行動についての情報分析を行う等の取組みについては、

今後の健診・保健指導の促進に繋がるものと考えられる。また、平成 24年度か

ら新たに「ジェネリック医薬品軽減額通知」の取組みを行っているが、この取

組みは医療費適正化に資するものであることから、今後、更に使用促進が図ら

れるよう取組みを強化されたい。
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(2)情報提供・広報の充実

ホームページや関係団体の機関誌を活用した情報提供や広報活動に努めてお

り、具体的には、ホームページに「船員保険マンスリー」の毎月掲載や、ホー

ムページのリニューアルに伴いアクセスの多いページヘのリンクを設定したバ

ナーをトップページに設置する等のレイアウトの見直しを行つた。さらに、各

種申請について説明したコンテンツの新設等により情報提供を行 うとともに、

船員保険の業務を簡素に紹介した小冊子「船員保険業務のご案内」を作成し、関

係機関窓口に設置する等の取組みを行つた。

加入者等の視点を意識し、小冊子の配布などインターネットを利用できない

者に対しても配慮した広報を行う等、積極的な取組みを行ったことは評価でき

るものである。引き続き積極的な取組みを期待する。

(3)ジェネリック医薬品の使用促進

ジェネリック医薬品の使用促進として、平成 24年度は新たにジェネリック

医薬品に切り替えた場合の軽減額通知を行つたほか、ジェネリック医薬品希望

カー ドの送付及びホームページや関係団体の機関誌等を通じた広報等の取組み

を行つた。

ジェネ リック医薬品軽減額通知については、2,843人 に通知 したところ

24.2%に あたる 687人がジェネリック医薬品に切り替えを行い、効果額は約

1,200万 円であつた。

また、ジェネ リック医薬品希望カー ド付リーフレットを 50,000枚作成し、
「ジェネリック医薬品軽減額通知」及び「医療費通知」に同封し配布した。

ジェネ リック医薬品の使用促進のための軽減額通知及び希望カー ドの送付

等の取組みは、確実に医療費軽減の成果となつて現れていることから、今後、

更に使用促進が図られるよう取組みを強化するとともに、国全体の目標に近づ

けるよう、改善に向けてよリー層の努力が必要である。

(4)健全かつ安定的な財政運営の確保

平成 24年度の船員保険の収入は 487億 円、支出は 459億円となっており、

船員保険の直近の財政状況は安定してはいるが、被保険者数の減少傾向や 1人

あたり医療費の増加傾向は継続している。

被保険者数の減少や 1人あたり医療費の増加等、今後の状況を見極め、かつ、

医療費の増加を抑制するため、医療費の適正化対策の取組みを更に強化し、安

定的な財政運営に努められたい。
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(5)準備金の安全確実かつ有利な管理・運用

船員保険の準備金は、保険給付費等の支払いや保険料率の軽減に充てるため

等の財源として保有している。本準備金は平成 22年 6月 から満期保有を原則と

した日本国債により運用しており、平成 24年度の運用益は約 8,000万円となっ

ている。

準備金については、引き続き安全確実かつ有利な運用に努められたい。

2。 船員保険給付等の円滑な実施

(1)保険給付等の適正かつ迅速な支払い

協会では、船員保険の職務外給付の「サービススタンダー ド」について、10

営業日以内という目標を設定し、その達成率を 100%と 定めている。

職務外給付の受付から振込までの日数は 6.04日 で、前年度より1.13日 改善

し、サービススタンダー ドの達成率は 99.9%(平成 24年 8月 、12月 及び平成

25年 1月 以外は毎月 100%)で、前年度を 0.9ポイント上回つている。サービ

ススタンダー ドの達成率が 99.9%、 平均所要日数が 6.04日 となり、日標をほ

ぼ達成することができたことは評価できるものである。引き続き、サービスス

タンダー ド100%達成に向け努力されたい。

(2)サービス向上のための取組

資格情報を取得してから被保険者証の送付までの平均 日数を 3営業日以内

という目標を設定し、取り組んだ結果、被保険者証の発行に要する日数は平均

で2.00日 であり、前年度より0.04日 改善し、かつ、日標指標である3営業日

以内を達成した。

また、お客様満足度調査を実施し、その結果、加入者の方々の苦情・意見を

踏まえ、傷病手当金の支給申請書や記入例の一部見直し、外部講師や職員によ

る電話応対の研修会を実施し、お客様満足度の向上のための取組みを行つた。

満足度は向上し、サービススタンダー ドの目標はほぼ達成 している状況であ

るが、お客様満足度調査による満足度の割合はサービス全体として47%で低い。

これについては原因の分析を詳細に行 うとともに、満足度が向上するよう一層

の努力が必要である。引き続き、更なる向上に取組まれたい。また、苦情や意

見・提案の件数が前年度と比較して増加しているが、これは、事業活動が周知

されてきたことの現れでもあると考える。

今後は、いただいた意見等の共有やアンケー ト調査結果を活用することによ

り、今後のサービス向上のための取組みに繋げていくべきである。
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(3)高額療養費制度の周知

限度額適用認定証の提示により、高額療養費が現物給付されることについて

説明したリーフレットを作成・配布し、現物給付による支給手続きの簡素化を

推進した。その結果、平成 24年度においては、高額療養費の現物給付分は 10,280

件、前年度より10.0%増カロ、金額が 1,182,406千 円、前年度より9.8%増加と

なつたのに対し、現金給付分は1,819件、前年度より23.5%減少、金額が 122,266

千円、前年度より34.5%減少となった。

高額療養費制度の周知を行うことで、限度額適用認定証の発行が増加し、支

給手続きの簡素化に繋がったことは評価できる。

また、加入者及びその家族にとっても、高額療養費の現物給付化の果たす意

義は大きいものであることから、今後もなお一層の周知普及活動に努められた

い 。

(4)機扶養者資格の再確認

協会では、保険給付や高齢者医療制度への拠出金等を適正なものとするため、

被扶養者資格の再確認を船舶所有者の協力を得て実施した。被扶養者であった

者が就職等により勤務先で健康保険等に加入した場合の被扶養者異動の届出が

未提出となってないかを重点的に確認し、届出漏れが確認された者については、

これを適正に処理した結果、資格がない者に対する保険給付が行われることの

防止及び高齢者医療制度への支援金等の軽減による被保険者や船舶所有者の保

険料負担への軽減につながつた。

実施に当たっては、事前に船舶所有者へ直接チラシを送付するとともに、関

係団体の広報誌やホームページにも記事を掲載し、協力を依頼したほか、被扶

養者状況リス トを送付した後にも関係団体の広報誌や協会ホームページに再度

記事を掲載し、再協力の依頼を行う等の取組みの結果、船舶所有者からの被扶

養者状況リス トの回収率が、約 91%と なったことについては評価できるもので

ある。引き続き、被扶養者資格の再確認の取組みを推進されたい。

(5)レセプト点検の効果的な推進

協会では、平成 24年度における被保険者 1人当たり内容点検効果額が前年

度を上回るという目標を設定し、点検に係る知識 0技術を取得するための研修

会を実施したほか、審査医師を含めた打合わせにおいて、査定事例に関する情

報の共有化を図る等の取組みの結果、内容点検の被保険者 1人当たりの内容点

検効果額は 1,732円 で、前年度を488円 上回つた。

また、資格点検については、被保険者 1人当たり資格点検効果額は 1,073円

となり、前年度を565円下回つた。

- 23 -



外傷点検については、被保険者 1人当たり外傷点検効果額は 588円 で前年度

を 18円 下回つた。

レセプ ト点検の効果的な推進のため、職員間の査定事例の共有化の取組み等

により、内容点検効果額が上昇したことについては評価できるものである。今

後も引き続き、職員間の査定事例の共有化等、点検員の質の向上を図るよう取

組まれたい。

(6)無資格受診等の事由による値権の発生抑制及び早期回収

被保険者や被扶養者の資格喪失後、被保険者証の返却がない者に対し、日本

年金機構から催告を行い、その後も返却がない者に対しては、協会において再

度文書を送付する等の取組みを行い被保険者証の回収に努めた結果、平成 24年

度被保険者証回収率は 95,7%で、前年度を 0.5ポイント上回つた。

また、資格喪失後の受診により発生した返納金債権については、文書や電話

による催告のほか、支払督促等の実施等により債権回収強化に努めた。

債権発生の抑制及び早期回収のために、文書送付や電話による催告等の工夫

した取組みを行 うことにより、前年度の実績を上回る結果となつたことについ

ては、評価できるものである。今後も引き続き、更なる回収率の向上に取組ま

れたい。

3。 保健・福祉事業の着実な実施

(1)保健事業の効果的な推進

協会では、特定健康診査実施率については被保険者 41.7%、 被扶養者 29。 3%、

船員手帳データ取込率については 20%、 特定保健指導実施率については被保険

者及び被扶養者ともに 15.0%と 目標を設定し、被保険者を対象として、船の入

出港に合わせた時間帯での健診車による健診や予約なしでの健診等、船員労働

の特殊性に配慮した健診の実施や、船員手帳健診指定医療機関に対し、健診委

託契約締結を働きかけ、健診機関の拡充を図るとともに、特定保健指導の外部

委託機関拡大を図ることで、利用者の利便性を高める等の取組みを推進した。

また、被扶養者を対象として、市町村が実施するがん検診との同時受診に関す

る広報や特定保健指導の利用者負担額軽減等の取組みを推進した。

また、被保険者特定保健指導実施機関については、健診事業の運営を委託し

ている船員保険会以外の契約健診実施機関にも拡大し、契約健診実施機関で健

診を受診する方の利便性を向上させることができたが、被扶養者健診受診率及

び特定保健指導実施率については、前年度と同程度の水準にとどまった。

実施率向上のため、船員労働の特殊性に配慮した取組みを行つたところ、被

保険者と被扶養者の健診率は、前年度を上回つた。しかしながら、これについ
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ては国が定めた健診実施率等の達成目標 (参酌標準)よ りも低い目標を協会で

設定したにも関わらず、目標を達成できていない状況である。このため、今後

は、実施率の低さの原因を詳細に分析するとともに、モデル事業の成果や業績

評価検討会各委員の意見及び他の医療保険者の保健事業の実績や手法も参考に

しつつ、国全体の目標に近づけるよう、更なる努力を行うことが必要である。

(2)特定健康診査及び特定保健指導の推進

協会では、平成 24年度の特定健診・特定保健指導の実施率向上を目的とし

て、適切な広報を通じた、実施率の向上を図るための取組み、健康に対する意

識の向上を図るための取組み、受診券申請手続きの省略による手続きの簡素化、

被扶養者の特定保健指導の利用者負担額の軽減、市町村が実施するがん検診と

の同時受診に関する広報の実施、船員手帳の健康証明書写しの取得といった

様々な取組みを行い、実施率の向上に努めた。

この結果、被保険者の特定健診の実施率は 35.1%であり、前年度を 1.3ポイ

ント上回つたものの、目標の 41.7%に は届かなかった。また、被扶養者にっい

ては 8.8%であり、前年度同となり、日標の 29.3%を大きく下回つている古

また、被保険者特定保健指導実施機関について、健診事業の運営を委託して

いる船員保険会以外の契約健診実施機関にも拡大し、契約健診実施機関で健診

を受診する方の利便性を向上させることができたが、特定保健指導の実施率に

ついては、被保険者が 5。 3%で前年度を 0。 2ポイント下回り、被扶養者が 0.4%

で前年度と変わりがなく、日標値の被保険者 15.0%、 被扶養者 15.0%を 大きく

下回る結果となつた。

船員手帳検診のデータ取込率については、20.8%で前年度を 1.2ポイント上

回り、日標の 20%を達成した。

特定健康診査及び特定保健指導の実施率向上のため、種々の取組みを行つて

いるが、日標を達成するまでには至っていない。このため、今後は、実施率の

低さの原因を詳細に分析するとともに、モデル事業の成果や他の医療保険者の

保健事業の実績や手法も参考にして、被保険者 0被扶養者ともに国全体の目標

に実施率を引き上げるための方策について検討するとともに、事業主や健診機

関との連携強化を更に推進するなど、更なる努力を行うことが必要である。

(3)加入者に対する生涯にわたる健康生活支援のための総合的な取組み

協会では、加入者一人ひとりの健康増進を図ることを目的とした「船員保険

生涯健康生活支援事業」として、個人の加入者の健康状況に応じたオーダーメ

イ ドの情報提供冊子 (約 16,000部 )の作成・配布、健康増進を図るための船舶

内の食事をテーマに取り上げた小冊子 「健康を守る食生活のポイン ト」 (約
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65,000部)の作成・配布、船員労使団体が主催する研修会に保健師を講師とし

て派遣する出前健康講座 (計 2回 (兵庫県と大阪府で各 1回 ))等を実施した。

その中でも、オーダーメイ ドの情報提供の成果としては、小冊子の配布後、生

活習慣の改善に取り組む意思を見せた者が約 9割、また、 2年連続で情報提供

冊子を受取つた者の約半数が医療機関への受診や生活習慣の見直し等の取組み

を行つていることがアンケー ト調査の結果半J明 している。

オーダーメイ ドの情報提供冊子の配布については、健診実施率を向上させる

ための取組みとして有効な手段である。また、同時に船員労使団体との連携に

ついても重要であることから、密接な連携協力が図られるよう、引き続き取り

組まれたい。

(4)福祉事業の着実な実施

協会では、船員労働の特殊性を踏まえ、無線医療助言事業、洋上救急医療援

護事業、保養事業等について、ノウハウを有する船員保険会等に業務を委託し

実施することにより、円滑な事業運営、加入者の生命の安全確保及び福利厚生

の向上に努めた。

また、保養事業に関して、船員保険福祉センターの廃止等を踏まえてより多

くの船員保険関係者が利用可能な「新たな福祉事業」の創設について、船保労

使団体で構成する検討作業チームで、その具体化に向けた検討を開始した。

福祉事業の着実な実施に向け、被保険者の意見に十分配慮しつつ、ニーズを

踏まえた見直しを行うことが必要である。

[組織運営及び業務改革]

1。 業務・システムの刷新

協会では、現行システムについては、協会発足後 5年 目を迎えており、劣化

に伴 うトラブルを回避する必要があることや、大量データ処理に対応しきれてい

ないこと及び大量の紙を使用する事務処理となつていることから、業務・システ

ムにおける刷新について取り組んでおり、平成 27年 1月 のシステム更改に向け、

平成 24年度から新システムの設計及び構築を実施している。

新システムの設計及び構築を進めるにあたつては、今後の制度改正を念頭に置

きつつ、適切かつ着実な設計・構築を行われたい。

2口 組織や人事制度の適切な運営と改革

協会では、組織や人事制度の適切な運営と改革を実現するため、本部と支部の

支援関係及びガバナンス、支部内部門間の連携強化、実績や能力本位の人事の推
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進、協会の理念を実践できる組織風土の定着、コンプライアンス、個人情報保護

等の徹底及びリスク管理に係る取組みを行つたが、事務処理誤り発生件数につい

ては、健康保険で 2,026件、前年度より1:599件増加、船員保険で 41件、前年度

より29件増加した。

本部と支部間の連携強化に向けた取組み及び実績や能力本位の人事を推進した

ことについては、評価できる。しかしながら、事務処理誤り発生件数が前年度と

比較して大きく増加していることについては、事務処理誤り発生原因を分析し、

その対応策について、協会全体で情報共有することにより、事務処理誤りを生じ

させない取組みが必要である。

3.人材育成の推進

協会では、職員の各階層に求められる役割についての理解と必要な能力の修得

を目的とした階層別研修、各業務に必要な知識の習得、スキルのアップを目的と

した業務別研修、支部の実情に応じた支部別研修を実施し、人材の育成・開発を

推進した。

人材育成の推進のため、職員研修についての様々な取組を積極的に行つたこと

は評価できる。各ブロック研修については、各支部評議会評議員の研修について

も実施を検討されたい。

4。 業務改革の推進

協会では、よりよいサービスの提供や事務処理の効率化等を目指し、平成 21

年度から全支部が参加 し年度ごとにテーマを決め、支部で創意・工夫した取組み

の好事例を検討する場として業務改革会議を開催している。

平成 24年度は、事務処理誤りの発生防止を目的として、事務処理の手I瞑や確認

項目を記した「事務処理手順書 (療養費 0高額療養費 0傷病手当金)」 と、申請書

等の紛失・処理遅延を防止するための管理・点検を記した「申請書管理の手引」

を作成し活用した。

各支部の創意工夫を互いに提案・検討する場として、業務改革会議は重要なも

のであり、この中で出された内容について、本部支部は具体的な方策を策定し業

務改善に取り組む必要がある。

5。 経費の節減等の推進

協会では、財政再建策の一つとして、平成 22年 8月 に事務経費削減目標を定め

た全国健康保険協会事務経費削減計画を策定している。

具体的には、平成 24年度までに平成 22年度予算を基準として、業務経費 (法令

上保険者に義務付けられている健診 0保健指導に係る経費、医療費適正化に係る
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経費等を除く。)については4%以上に相当する額を、一般管理費 (人件費等に係

る経費を除く。)については8%以上に相当する額を、それぞれ削減するというも

のであるが、この計画に則り、平成 24年度における削減対象となる予算額は、平

成 22年度予算額に対して、業務経費で 14.7%(約 26億 円)を削減、一般管理費で

17.5%(約 20億円)を削減し、計画を達成した。

事務費削減計画を踏まえ、削減に向けて種々の取組みを行った結果、事務費の

削減に繋がつたことについては、評価できるものである。今後も更なる事務費の

削減に努められたい。

[その他]

事業主との連携・連携強化への取組み

平成 24年度には、財政基盤強化に向けた保険料負担軽減を求める署名活動を行

い、320万筆を超える署名を集めた:また、事業主の意識を高めるために、支部

幹部職員が中心となり、「事業所健康度診断」を事業所訪問時に持参して訪問勧奨

を行つた。

特に、鳥取支部においては、事業主との距離を縮めるため、営業力のある職員

の育成を目的としたマニュアルを作成、活用した結果、154事業所のうち83事業

所で保健指導が受け入れられた。

また、新たに、健康保健委員表彰制度を制定し、理事長表彰 70人、支部長表彰

232人の合計 302人の表彰を実施した。
「事業所健康度診断」を用いた事業主への働きかけの取組みや、事業主との連

携強化に向けた取組みとして、支部評議会等を通じて事業主からいただいた意見

を基に、事業所に対する被扶養者の健診について積極的な広報を実施したこと等

については評価できるものである。今後、事業主との連携強化のため、相互の信

頼と協力関係の構築に取組まれたい。
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全国健康保険協会の業績に関する評価 (健康保険 )

※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D
に上回っている A:目 標を上回つている B:日 標を概ね達成している C:日 標をやや下回つている D:目 標を下回つており、

【評価の視点】
「新保険者機能強化アクションプラン (仮
)」 は、保険者機能をさらに充実強化し、
康保険事業の総合的な取組みの推進を図る

ものとして策定されているか。

<事業報告 (概要)>

協会では、21年度から概ね2～ 3年程度を集中的な保険者機能強化のための取組み期間と位置付け、20年 12月 に「保険者機能強化アクションプラン」を策定しました。同プランでは、保険者
能として充実強化を図るべき事項を整理 し、各種取組みを実施 してきました。
24年度については、地域の実情を踏まえ、加入者や事業主の意見を反映した自主自立・都道府県単位の運営により保険者機能を十分に発揮することができる新たな保険者を創る、すなわち
創建」するために、協会設立から組織基盤の整備に取り組んできたこれまでの取組みを踏まえ、新たな保険者の「創建」の仕上げとして、平成24年 7月 23日 に「保険者機能強化アクション電「創建」するために、協会設立から組織基盤の整備に取り組んできたこれまでの取組みを踏まえ、新たな保険者の「創建」の仕上げとして、平成24年 7月 23日 に「保険者機能強化アクショ:

ラン (第 2期 )」 を策定いたしました。
新たに策定したアクションプランは、①情報の収集・分析・提供、②加入者との距離を縮める取組み、0地方白治伏ルの関係艦筆の 3つ 葬幸/1‐緯ル:て  「 1 医慮 :「 圏オス格鶴

^」
17生新たに策定したアクションプランは、①情報の収集・分析・提供、②加入者との距離を縮める取組み、③地方自治体との関係構築の3つ を主な柱として、「1 医療に関する情報の収集と

)析」「2 医療に関する情報の加入者・事業主への提供」「3 都道府県など関係方面への積極的な発信」「4 他の保険者との連携や共同事業の実施」「5 保健事業の効果的な推進」
「6 ジェネリック医薬品の使用促進」から構成しており、その具体化に向けて実際に次のような取組みを進めております。

1つ 日の柱である情報の収集・分析・提供に関しては、本部において健診データとレセプトデータを紐付けした健診受診者リスト等を整備し、被保険者の健康診査に関する分析 (公衆衛生
学会で発表)を行つたほか、「医療の質」に関する取組みを見据え、「医療の質の可視化」に関する論文書を収集し、報告書にまとめました。また、支部における調査研究事業も進めてお
り、医療費と健診データを分析して、保健指導の効果や生活習慣病の特徴などについて報告書に取りまとめ、各種学会で発表した支部もあるなど、各支部とも積極的に取組みを進めておりま

2つ 目の柱である加入者との距離を縮める取組みに関しては、24年度は協会の財政基盤強化を図るための取組みの一環として、加入者による署名活動を実施したほか、健診や保健指導等を
進めるための事業所訪間を行いました。また、平成25年 度のパイロット事業として、協会の加入者であれば、協会と提携した業者から割引サービスを受けられる等のメリットの提供を通じ
て、協会に加入しているということを実感してもらい、協会と加入者・事業主との距離を縮めようという取組みを進めており、本年10月 からサービスを開始する予定です。更に、広報機能のて、協会に加入しているということを実感してもらい、協会と加入者・事業主との距離を縮めようという取組みを進めており、本年10月 からサービスを開始する予定です。更に、広報機能の
強化として ITツ ールの充実も図っており、協会が加入者等に対して情報提供のために行つているメールマガジンについては、新機能として「ワンクリックアンケー ト機能」を追加し、アン
ケー トと関連するタイムリーな情報 (例 えば、インフルエンザ予防策や花粉症に対するジェネリック医薬品情報など)を一緒に提供することで、加入者に対して、情報をより身近に感じても
らうことができるようになりました。その他、ホームページのリニューアルも行つており、最もアクセス数の多い申請書のダウンロー ドをトップページの左上に持つてくるなど、加入者に
とつて、見やすく、使いやすいトップ画面にするとともに、加入者の日々の健康づくりのお役に立てるよう、コンテンツの充実を図りました。
3つ 日の柱である地方自治体との関係構築に関しては、これまでの医療費適正化計画やジェネリック医薬品使用促進協議会への参画に加え、保健事業の共同実施や医療費等のデータ提供等

こついて、自治体と協定等を締結した支部が6支部、都道府県の医療計画を策定する審議会等へ参画している支部が9支部、またその医療計画の策定に当たリパブリックコメントを提出した
13支部あるなど、着実に地方自治体との関係構築が進んでおります。

築に保険者としての発信力を強化していくなど、保険者としての機能強化に向け
た実効性ある具体策を詳細に記載 しています。
今回策定した新たなアクションプランは、評価の視点にある「保険者機能をさ

らに充実強化 し、健康保険事業の総合的な取組みの推進を図る」ものとして、十

fi覆 』i能引 レ クカ ンか こ 2抑 」 よ 鳳 1及びJL雇|ム幅

「を実現するため、業務・ システムの刷新の節日となる26年度に向けて、日本最大
の保険者として「創造的」な活動を拡大するために必要な取組みに着手 し、設立の保険者として「創造的」な活動を拡大するために必要な取組みに着手 し、設立
当初に策定したアクションプランを発展させ、更に保険者機能の強化を図ること
を目的として策定しています。
今回新たに策定したアクションプランでは、保険者の「創造的」な活動を拡大
るための取組みの柱の一つとして、医療に関する情報の収集・分析を掲げてお

り。協会けんぽが保有する医療情報やその分析結果等を加入者や事業主へ提供す
るとともに、都道府県等の地方自治体にも意見発信し、地域の医療提供体制の構
築に保険者としての発信力を強化していくなど、保険者としての機能強化に向け

評価される内容と考えます。

<委員ご意見>

クションプランには、「②加入者との距離を縮める取組み」が、`柱の一つに位置づけられてし
ど、プランの内容は評価できる。今後は、それをどう実現していくかが課題である。

医療費通知と医療機関から出される領収書のチエックという形の中で、過剰診療や不正請求など
人でないとチェックできないところもあるので、医療費通知と領収書による医療請求のチェック
リ組みなどの書発活動も、ぜひ今後検討すべきである。

の有用な素材になり得る。
クションプランにある医療情報の収集・分析の結果は、都道府県など関係方面への発言にあた

「保険者機能強化アクションプランJの策定 実施は有意穣であり、同時にこのような戦略的な
|を全国に普及し検証するためには本部の役割が重要になると思います。

Эたとえば、効果的な施策を検討する目的で分析結果を全国で比較し、支部の特性および課題を月
|ヒ する際には、データ分析の様式設定や結果の解釈 (読み取り)の質向上が重要になります。こ

`うな取組みは、今後の業務の効率化と質の標準化を図る観点から本部が担う役割と考えられます。

加入者はもちろんのこと、事業主にとっても大変結構な方策であり、ともすれば「年金」受給面
応策が取られ過ぎるところが見られるので、明快かつ実現可能なアクションプランを明示しても

Эアクシヨンプランにおける3つの事業が、いずれも順調に展開されており、保険者としての機能′
強化されつつあることが認められる。特に2つ 目の柱である協会と加入者・事業主との距離を縮める
取組みに関しては、財政基盤強化のための署名運動を行うなど、かつての政管健保とは明らかに具イ
る活動を行うなどの点で、大きな進展があつたことが認められる。今後いっそうの充実した活動を,

るためには、今にも増して、協会本部の担う役割が重要である。

「保険者機能強化アクションプラン (第 2期 )」 については、「情報の収
・分析・提供」、「加入者との距離を縮める」、「地方自治体との関係構

築」の3つ を柱として、更なる保険者機能の強化を図っていくこととされて
いる。効果的な施策を展開するためにも、情報の分析は必要であり、また、
データ分析にかかる資質の向上も必要となって くる。また、カロ入者との距離
旨縮める取組みについても、署名活動等の実施で大きな進展があつた。今後
こおいては、当プランを確実・着実に進め、各種取組みを全国に普及し、検



※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ BoC・ D
【判定基準】 S:日 標を大幅に上回つている A:目標を上回つている B:目標を概ね達成している C:目標をやや下回っている D:目標を下回つており、大幅な改善が必要

(2).地域の実情に応した■凛■E正化の総合的対策

【評価の視点】
支部の実情に応じ、医療費適正化対策のた

めの総合的な対策を都道府県や他の保険者と
連携しつつ、立案・実施しているか。

【検証指標】
・都道府県医療費適正化計画に係る検討会ヘ
の参加支部数
・都道府県ジェネリック使用促進協議会への
参加支部数

<事業報告 (概要)>

協会は、極めて厳しい財政状況に鑑み、保険料負担を少しでも軽減できるよう、自ら実行できる取組みとして、レセプト点検、ジェネリック医薬品の使用促進、現金給付の審査強化、多数
回受診者への適正受診指導等の医療費適正化対策を進めています。
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<都道府県等の連携・協働の状況 (25年 3月 現在)>
O 保健事業の共同実施等に関し自治体と協定等を締結した支部  6支部(奈 良、静岡、山形
O 都道府県の医療計画を策定する審議会等へ参画している支部  9支部(秋 田、福島、埼玉
0 都道府県の医療計画の策定に当たリパブコメを提出した支部 13支部(青森、岩手、山形

<都道府県医療費適正化計画に係る検討会への参加支部数>
23年度 20支部 → 24年度 27支部 ※設置都道府県数 33

<重複投薬患者 (レセプト件数 2以上)の数及び割合 (23年 12月 )>
230,390人 (全体の063%)

熊本、広島)

富山、岐阜、二重、広島、徳島)

福井、愛知、和歌山、島根、福岡、熊本、大分、鹿児島、沖縄)

京
分
京

東
大
東

<都道府県ジェネリック使用促進協議会への参加支部数>
23年度 20支都 → 24年度 25支部 ※設置都道府県数 34

<曇

『 ]liに 応じるということではヽ支部毎にレセプト内容点検鳳
を立てたり、現金給付の審査強化を行うとともに、多数回受診者に対する適正受
診指導やジェネリック医薬品使用促進のための普及啓発などを行つています。
また、地方自治体の医療政策当局との具体的な関係づくりに向けて、保健事業

の推進に関する協定を締結し、「健康づくりJ等の保健事業の共同実施や、市町
村国保とレセプト等の医療情報の共同分析を行うなど、医療費適正化に向けた幅
広い部門での連携・協働を進めています。
地域の実情に応じた医療費適正化対策を実現、推進するため、都道府県の医療

費適正化計画や医療計画を策定する審議会等の場に参画し、またパブリックコメ
ント等の機会を通じた政策提言など、積極的に意見発信し、保険者としての発信
力強化に取り組んでいます。
24年度において各支部が行つた医療費適正化対策の取組みは、評価の視点にあ

る「支部の実情に応じ、医療費適正化対策のための総合的な対策を都道府県や他
の保険者と連携しつつ、立案 。実施しているJも のとして、十分評価される内容
と考えます。

<委員 ご意見 >

0医療費適正化計画に係る検討会とジェネリック使用促進協議会への多画が増加したことを
評価する。

O今後策定が見込まれる「地域医療ビジョン」の議論に参画することも視野に、引き続き都
道府県への働きかけを行うべきである。

0都道府県などとの連携では会議参加にとどまらず、当該支部デ=夕 の集計結果を共有する
ことで、行政の重要施策の検討に寄与する動きが出始めており (例 東京都健康推進プラン21

(第二次))、 今後、全国支部に共有を図るとよろしいと思う。

O都道府県及び企業の大小によつて医療費の内容格差がどの位のものか、全く理解していな
い被保険者や事業主が多い。支部p_当者も行動内容を知らせるように努力されたい (事業主
だけでもよい)。

0各支部の実情に応じて、レセプト点検や検診結果に基づく重症化予防のための活動など
が、次第に広がつていることは、高く評価できる。こうした医療費適正化の取組みは、持織
していくことが重要であることから、各支部が継続して取組みを強化していくための支援策
が必要になつてくるものと思われる。今後の活動に注目したい。

<最終評価> L
●都道府県医療費適正化計画に係る検討会への参加支部数や都道府県ジェネ
リック使用促進協議会への参加支部数が増加傾向にあることは評価できる。
今後は、全支部の参加が可能となるよう、全国各支部との情報共有を密に図
り、また、本部においても、各支部の取組みが円滑に推進できるよう支援策
を講じられたい。

A'

2



※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D
【判定基準】 S:日標を大幅に上回つている A:目標を上回つている B:目 C:目 やや下回 っている D:日 回 ってお り、

【評価の視点】
自己負担額軽減効果通知サービス等により

果を加入者に着実に情報提供する
とともに、地域の実情に応じて、医療機関ヘ
使用促進を働きかけるなど、きめ細やかな方

を推進しているか。

【目標指標】
・ジェネリック医薬品の使用割合

(数量ベース):23年度を上回る

(23年度は、22支部で実施)いたしました。そのため、24年度では、ジェネリック医薬品への切替者数及び効果額ともに23年度の実績を大きく上回っております。

<ジ ェネリック医薬品使用割合 (数量ベース)>
23年度 23.4% → 24年度 29_0%

<ジ ェネリック軽減額通知効果額 (推計)>
23年度 393億円 → 24年度 48億円

<ジ ェネリツク軽減額通知切替者数>
23年度 25万人 → 24年度 31万人

<次頁に続く>

<事業報告 (概要)>

協会は、ジェネリック医薬品の使用促進を医療費適正化推進策の重点施策の一つと位置づけ、加入者の皆さまに対して現在使用中の先発医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合に得
られる自己負担軽減額をお知らせする「ジェネリック医薬品軽減額通知」を送付しているほか、加入者の皆さまが実際にジェネリツク医薬品の切替えの意思表示をし易くするためのツールと
して、ジェネリック医薬品の「希望シール」や「希望カー ド」を作成し、ジェネリック医薬品の使用促進のご案内とともに加入者や事業所へ配布し、ジェネリック医薬品に対する認知、理解
を深め、使用促進を図つています。
なお、24年度においては、一度「ジェネリック医薬品軽減額通知」を送付した対象者のうち、ジェネリック医薬品へ切り替えていただけなかつた対象者に対して、全支部で2回 日の通知を

また、ジェネリック医薬品の使用促進のためには、医療機関や調剤薬局などの医療現場、医療関係者の理解が不可欠であり、医療機関等に対しては「ジェネリック医薬品使用促進ポス
ロー」を配布するなど周知広報に努めているほか、各支部においては、都道府県に設置されている協議会等に参画し、意見発信をするほか、加入者や医療機関、医療関係者が一堂に会する
「ジェネリック医薬品セミナー」を地方自治体と共同開催するなどの取組みも進め、地域の実情に応じた使用促進のための環境整備を図つています。

く自己評価>

ジェネリック医薬品の使用割合 (数量ベース)において、協会の
096で あり、23年度の実績234%を上回つています。この水準は、医療保険
の使用割合と比較しても高い水準であり、25年4月 は30196と 政府が掲げて

たヽ使用割合の目標 (平成24年度末までに30%以上の使用割合)を超えていま
す。
「ジェネリック医薬品軽減額通知」につきましては、協会がこれまでに送付し

た加入者の皆さまのうち、概ね 4人に 1人の方がジェネリック医薬品へ切替えを
行つており (送付者数の累計/約428万人、切替者数の累計/105万 人)、 この事業
を開始した平成21年度以降4年間の財政効果累計額は、単純推計ベースで約174

億円になります。これは、実施コストの累計額約22億円を大きく上回るものであ
り、確実に医療費適正化効果額を出しています。また、24年度は、ジエネリック

への切替者数及び効果額ともに23年度を大きく上回つています。
各支部においては、地域の実情に応じた使用促進として、医療関係者や地方自
体と共同してジエネリック医薬品の使用促進に関するセミナー等を開催するな
の新しい取組みを行つています。
協会が平成24年度に行つた「ジェネリック医薬品の更なる使用促進」について
、評価の視点にある「自己負担額軽減効果通知サービス等により使用促進効果
加入者に着実に情報提供するとともに、地域の実情に応じて、医療機関へ使用

を働きかけるなど、きめ細やかな方策を推進している」ものとして、特に評
される内容と考えています。

く委員ご意見>

合実績値が前年度よりも向上したことは評価する。

国の「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロー ドマップ」を上回るベースで使用促進
国るよう取組みを引き続き強化すべきである。

0使用割合は、米国、 ドイツ、英国、フランスなど欧米主要国の水準とは依然として差が大
きいため、医療費の抑制・削減のためにも、さらに取組みの強化が必要。

続的に取り組んで成果をあげていること、使用割合が医療保険全体に比べて高いこと、
した施策の費用と成果を意識していることを評価する。

0国に対して、後発医薬品の使用促進を加速するよう審議会等で主張していることも承知し
ているが、引き続きそのような働きかけを行つていくべき。

でジェネリツク使用促進に努力された事は大変な医療業界にインパクトを与えた実績
らしい事であり、今後も積極的に促進活動に努力されたぃ。

支部のジェネリック促進活動は良い。

ジェネリック医薬品の使用は、医療費を軽減させるうえで大きな効果があるが、国民の間
では未だジエネリック医薬品の使用について偏見を持っているものが少なくない。そうした
なかで協会けんぼがこうした取組みを行うことの意義は大きく、その使用割合の数値が上昇
していることは高く評価できる。

ジェネ リックセ ミナーに参加する人びとの実数が少ない。今後の対応が必要であろう。

ジェネリック医薬品の使用割合向上に向けた取組みの結果、成果をあげた
ことについては、評価できるものである。本取組みについては、実施コスト
に対し、財政的効果が非常に大きいものであるため、「ジェネリック医薬品
セミナーJ等、加入者に理解を深めてもらう機会の環境を整備していくな
ど、今後も更なる使用割合の向上を目指し、事業の推進に取 り組まれたい。



評価欄の判定基準は、s・ A・ B・ C・ D
【判定基準】 S: 大幅に上回っている つている B:目 標を概ね達成している C: やや下回つている D:日 標を下回っており、大幅な改善が必要

【評価の視点】
自己負担額軽減効果通知サービス等により
用促進効果を加入者に着実に情報提供する
ともに、地域の実情に応じて、医療機関ヘ
用促進を働きかけるなど、きめ細やかな方
を推進しているか。

【目標指標】
・ジェネリック医薬品の使用割合

(数量ベース):23年度を上回る

<事業報告 (概要)>

<前頁からの続き>

<ジ ェネリックセミナーの開催状況 (24年 度)>°ヨ
[看諄チ就単き肯:普資渠斉認:0維壻ざ:;:海混量隼『キ碓需舅委製雷拿歯暑3r二彙二κク辰義景馨書il晶ξジ

エネリック製薬協会)

O秋田支部 (主催 :秋田県薬剤師会、秋田支部、共催 :NPO法 人ジェネリック医薬品協議会)

【同時】24年 12月 9日 (日 )13:00～ 17:00 【場所】秋田県総合保健センター      【参加者】80名

O福島支部 (主催 :福島支部、協賛 :福島県薬剤師会)

【日時】25年 2月 13日 (水 )19:∞ ～20130 【場所】福島市アクティブシニアセンター  【参加者】63名



※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D
【判定基準】 S:目 標を大幅に上回つてtS:目 保を大幅に上回つている A:目 標を上回つている B:目 標を概ね通威している C:目 標をやや下回つている D:目 標を下回つており、大幅な改善が必要

4)「 ■
=研

男の拍ヨ● :

【評価の視点】
中長期的な視点から、医療の質の向上、効

率化の観点を踏まえた調査研究を行つている
い。
医療費分析マニュアル等を拡充し、支部に

おける活用を推進しているか。

<事業報告 (概要)>

本部における24年度の調査研究事業は、「保険者機能強化アクションプラン (第 2期 )」 にあるとおり「医療の質の向上や医療貴の適正化等につながる可能性のある情報の収集、分析手法を
研究する」ために、「医療の質の可視化」に関する国内外の論文等を収集し、報告書としてまとめました。「医療の質」に関する研究については、その定義次第で捉える範囲が異なり、様々
な視点から幅広く行われているため、同アクシヨンプランを踏まえ、保険者としての立場から特に有用であると考えられるレセプト情報等の医療関連情報の分析・活用から把握することがで
きる「医療費」や「診療アウトカム (在院日数や機能回復等)」 に関する国内外の調査事例を中心に収集しました。これらの研究内容も踏まえ、今後は協会として、自らが保有する医療情報
の収集、分析等を通じて、医療の質に関する研究、取組みを進めていくことを考えています。
また、「都道府県医療費の状況」「都道府県別医療費に関するレーダーチャー ト」等の中の全国平均との比較や乖離率、所要保険料率 (激変緩和前の保険料率)の地域差について、入院・

入院外 (調剤含む)・ 歯科・その他 (柔道整復等の療養費)についての分析用データを更新してホームページに掲載するとともに、支部におけるデータの活用や医療費分析を推進するため、
医療費分析マニュアル等を随時更新の上、支部あてに提供しています。更に、支部における医療費等の分析能力を向上させるため、支部職員を対象に統計分析研修を実施しています。
支部における24年度の調査研究事業については、東京、大阪、山梨、新潟・滋賀の 5支部において4事業を継続的に実施しています。東京 。大阪支部では、医療費分析の分野で第一線の大

学教授を同支部の調査研究におけるアドバイザーとして招き、専門家の意見を取り入れながら調査研究を進めています。また、山梨支部では、「健診データ・医療費データ分析を活用した
県・関係機関との連携強化事業」として保健指導の効果や月E満者の生活習慣病の特徴などについて報告書に取りまとめ、各種学会で発表いたしました。

<調査研究事業の学会等への発表事例 (24年度)>
0 山梨支部における学会発表①  「次年度健診結果からみた保健指導の効果」
・日本人間ドック学会 (H2491日 )

0 山梨支部における学会発表②  「健診の間診項目からみた肥満者の生活習慣の特徴」
・日本月B満学会 (H241011日 )

0 本部調査分析グループ長 (※ )に よる調査研究の発表  「協会けんぱ被保険者の健康診査に関する分析」
。第71回 日本公衆衛生学会 (H241024日 ～26日 )

・週刊社会保障 (H24101号 ～H24_1224号/全 13回連載)

(※ )学会発表時は、金融庁監督局保険課長補佐

<量

]IIIる 24年度の調査研究事業では、「保険者機能強化アク塁
(第 2期 )」 にあるとおり「医療の質の向上や医療費の適正化寄につながる可能

性のある情報の収集、分析手法を研究する」ために、協会が保有する医療情報の
収集、分析の向上等に繋がる「医療の質の可視化」に関する国内外の論文等を収
集し、報告書としてまとめました。
また、支部における調査研究事業についても、例えば東京支部では、医療費分

析の専門家のアドバイスのもと、レセプト1件当たりや被保険者 1人当たりの分
析用データベースを作成したほか、統計解析ソフトウェア (SPSS)を 用いた
健診受診者リス トの分析手順書を作成し、各支部へ分析手法の共有を図るなど、
着実に成果を上げています。
協会における調査研究事業の推進については、評価の視点にある「中長期的な

視点から、医療の質の向上、効率化の観点を踏まえた調査研究を行い、また医療
費分析マニュアル等を拡充し、支部における活用を推進している」ものとして、
十分評価される内容と考えます。

く委員ご意見>

O医療費の統ll分析やデーターペースの作成など協会の取組みについては評価できる。

O今後は、医療贅分析の普及・充実と、分析結果をどのような形で医療の質の向上、効率化
など、事業活動に活かして行くのかが課題である。

O調査研究の推進等に係る事業については、これらの分析結果を活かし、具体的な事業運営
に活かして欲しい。

Oた とえば、施策優先度の検討や保健事業の組み立てに資するためには、集団の健康状況の
悪化率および改善率のパランスを各支部で捉えることが有用。

O前者は集団 (ポ ピュレーション)アプローチ、後者はハイリスクアプローチのあり方の検
討に寄与する。

O医療費等に関する調査研究を進めることは、結構な事であり、事業はもとより個人開業医
の先生方への影響力も大きいと考える。協会の苦労に対し感謝する。

0本部における調査研究事業に加えて、支部においても調査研究事業が行われ、着実な成果
をあげていることは評価できる。レセプト、その他によるデータの集積,保管、活用につい
てさらに積極的な取組みを期待したい。

く最終評価>

●本部及び支部における調査研究事業の推進の取組みについて、着実な成果
を上げていることについては評価できるものである。今後は、医療貴分析マ
ニュアルの内容の拡充及び各支部における分析能力の向上と活用の取組みを
進め、その分析結果をいかに活用し、事業に反映させていくかを本部支部を
含め検討されたい。

A'
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※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D

【評価の視点】
加入者の視点を意識し、わかりやすく、迅
かつ積極的な広報を実施しているか。
モニター制度など加入者から直接意見を聞

く取組みを進め、加入者・事業主に響く広報
こ活用しているか。

【目標指標】
・メールマガジンの登録件数

:23年度を上回る
【検証指標】

・ホームページヘのアクセス件数

に理解していただくための広報を実施しました。こうした取組みを通じて、協会けんぱの認知度を高め、協会けんぼに対する共感・支持を深めていただくとともに、中小企業の事業主及び
入者の皆さまの切実な意見を収集し、政府、国会等の関係者へ意見を発信いたしました。
特に、政府、国会等の関係者へ意見発信を行うための取組みとして行つた協会初の全国大会及び国会への講願行動や協会けんぱの加入者・事業主の保険料負担の軽減を求めるための署名活
(署名総数 :約320万筆)については、多くのマスコミでも取り上げられるなど、広報としても非常に効果の高いものであったと考えております。

また、協会では、加入者の視点にたつた広報を進めるためモニター制度を実施しており、現在は、公募により加入者の中から約140名 の方がモニターとして登録されています。24年度は「協
の財政基盤の強化に関する取組みJや 「25年 度の保険料率の凍結に関して」などについてのアンケー ト調査を実施しており、協会の事業運営や企画立案、財政基盤強化に向けた意見発信の

強化に活かしていきたいと考えています。                                                   ~‐
~~‐ ~~… ………・……‐・・―'中 ―

更に、協会のホームページは、25年 3月 に全面的なリニューアルを行いました。今回のリニューアルでは、最もアクセス数の多い申請書のダウンロー ドをトップページの左上に持ってくる
など、加入者にとつて、見やすく、使いやすいトップ画面にするとともに、加入者の日々の健康づくりのお役に立てるよう、コンテンツの充実を図りました。なお、リニューアル後のホーム

<事業報告 (概要)>

広報については、毎月事業所あてに送付される納入告知書に同封するチラシで定期的なお知らせをしているほか、ホームページやメールマガジンなどの ITツールを活用してタイムリーな
情報提供を行つています。広報活動においては、加入者の視点からわかりやすく丁寧な情報発信を心がけており、また都道府県や市町村との連携による広報や、テレビや新聞・ラジオなどの
メディアヘの発信力についても強化しています。
具体的には、協会の厳しい財政状況を加入者及び事業主の皆さまに理解していただくための広報活動として、24年 4月下旬から7月 上旬にかけて協会の加入事業者及び加入者へのアンケー

ト調査を実施し、24年 6月 上旬には全国紙2紙及び地方紙47紙の新聞への統一的な意見広告を行うなど、協会の財政基盤強化や高齢者医療制度の見直しの必要性を加入者及び事業主の皆さ

ページは、25年度に行つたモニター調査の結果において、8096以上の方々から「見やす くなった」「検索しやすくなつた」と高い評価をいだ蒼
「

そおら曇ず:

くメールマガジンの登録件数>
23年度 53,085件  → 24年度 59,059件

<協会のホームページヘのアクセス件数 (平 日における 1日 当たり平均アクセス数)>
23年 度 43,675件 → 24年度 62,488件

協会にとって24年度は「協会の財政健全化の特例措置」の最終年度であり、政
、国会をはじめ関係者に、これ以上の保険料率の引上げは中小企業の経営、従

公平さなど、協会けんぼの財政基盤強化の重要性、医療制度改革の必要性を理
していただき、25年 度以降の協会に対する具体的な財政措置に結び付けていか

ことは全てやる」という姿勢で様々な取組みを実施しました。
また、ホームページからの情報発信やメールマガジンの利用による加入者へ直

接情報を発信する取組み、協会けんぼモニターの活用など、積極的な広報を実施
し、加入者にとって利便性の高いホームページとなるようリニューアルを行うな
どの取組みを合わせて実施しています。
これらの取組みは、評価の視点にある「加入者の視点を意識し、わかりやす

く、迅速かつ積極的な広報を実施しており、また、モニター制度など加入者から
直接意見を聞く取組みを進め、加入者・事業主に響く広報の実施に活用してい
る」ものとして、特に評価される内容と考えています。

生活の限界を超えるものであることや、他の保険者との間での保険料率の

なければならない大変重要な節目の年でした。
そのため、24年度の広報としては、協会の財政基盤強化や高齢者医療制度の見

直しの必要性を加入者及び事業主、また協会以外の加入者にも幅広く理解を求め
ていく必要があり、協会の考え方を広く国民に訴えることを目的として「やれる

入者が必要とするコンテンツヘの利便性を改善したことを評価する。

メールマガジン以外のインターネットメディアも活用するなど、費用対効果
を念頭に置きつつ検討してはどうか。

報発信に熱心であることが窺える。

アンケー ト調査については、その結果を活かして必要な施策を実施するこ
とに留意する。

0財政対策での苦労は政治家の中でも十分理解されてきた事は、協会役員の
力であり、消費税が 8%に なりその 3%を社会保障に使う事を認めさせた事
は、頭下の至 りである。

協会けんぼの保険料率据え置きに対する請願行動や署名活動などについ
て、広報活動が大きく寄与したことは高く評価できる 又、メールマガジン
の登録件数やホームページヘのアクセス数が増大しているが、加入者、事業
主数に比してその数はけっして多いとはいえず、今後のさらなる取組みを期

<委員ご意見>

ただし、政策的主張への理解を呼びかけるキャンペーンについては、WEBや
●メールマガジンの登録件数やホームページのアクセス件数が23年度を上回
る結果となつたため、情報発信に係る種々の取組みは評価できるものである
が、加入者、事業所数に比して、その数は決して多いとは言えず、今後、同
件数が更に増加するよう、今後も引き続き広報の推進に努められたい。

【判定基準】 s:目 標 こ上回つている A:目 標を上回つている B:日 標を概ね達成している C:目 標 やや下回つている D:目 標を下回っており、 改善が必要



※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D
基準】判足基準】 S:目 標を大幅に上回つている A:日 標を上回つている B:日 標を概ね達成している C:日 標をやや下回っている D:目 標を下回つており、大幅な改善が必要

●1)1田口な財菫■営・

【評価の視点】
直近の経済情勢や医療費の動向を適切に把

屋・検証しつつ財政運営を行つているか。
また、財政基盤の強化のための意見発信に

努めているか。

<事業報告 (概要)>

協会の保険料率は、リーマンショック等によつて生じた21年 度の約4,900億の累積赤字を解消するために、22年 度から24年度まで3年連続で大幅に引上げ (全国平均 :22年度82%→
〕3496、 23年度93496→ 950%、 24年度95096→ 100096)を 行い、現在の平均保険料率は1000%に至つています。
24年 度はヽ当初の見込みほど標準報酬が下がらなかつたこと、医療費が伸びなかったことから結果として約5,000億 円の準備金が生じました。しかしこれは、本来あるべき準備金の額には足

りず、協会の赤字構造は変わつていないことから、27年度には準備金が枯渇する可能性が高く、また、5年後の29年 度には最大で兆円単位の累積赤字が生じるという状況は変わつていませ
ん。24年度は、協会として、中小企業の事業主、加入者の皆さまの保険料負担がもはや限界であり、これ以上の保険料率の引上げは何としても避けなければならないという強い危機感の下、
協会けんぼの財政基盤強化の重要性、医療制度改革の必要性を政府、国会をはじめ関係者に理解していただき、3年間の特例措置が切れる25年 度以降の協会に対する具体的な政策・財政措置
に結び付けていかなければならないという大変重要な節目の年と位置づけて、政府への働きかけ及び関係方面への働きかけを軸とし、これまでにない新しい取組みも含め、本部・支部をあげ
て「やれることは全てやる」という姿勢で臨みました。
これらの取組みの結果、特例措置の 2年間延長等を内容とする「健康保険法等の一部を改正する法律Jが 25年 5月 24日 に成立し、26年度までの 2年間は、平均保険料率を10%に据え置くこと

ができる見込みとなり、25年度は、協会設立以来初めて都道府県単位保険料率及び介護保険料率を前年度と全く同率に据え置くことができました。

<24年度に協会が行つた財政基盤強化に向けた主な取組み>
0 政府及び国会方面への要請活動の実施
0 国会議員の地元における中小企業団体と連携した要請活動の実施
O 協会理事長による積極的な記者会見
0 社会保障審議会医療保険部会等における協会の立場の主張
0 新聞各紙への統一的な意見広告 (H246_9日 ～10日  全国紙 2紙、地方紙47紙 )

O 保険料負担の軽減に向けた署名活動 (署名総数 :320万 2,831筆 )

0 協会初の全国大会の開催及び国会べの請願行動 (H24116日 イイノホール)

く

最:こ』[っぃては、24年度は財政再建期間の最終年度であり、1万百舎百
_

もつていましたが、当初の見込みほど標準報酬が下がらず、医療費も低い伸びに
とどまつたことから、結果として、約5,000億 円の準備金が生じました。しかし
これは、本来あるべき準備金の額には足りず、協会の赤字構造は変わつていない
ことから、5年後の29年度には最大で兆円単位の累積赤字が生じるという状況は
変わつていません。
協会では、現在の負担はもはや限界であり、これ以上の保険料率の引上げは何

としても避けなければならないという強い危機感のもと、加入者及び事業主の皆
様の保険料負担の軽減に向けて、協会の財政基盤を強化するための様々な取組み
を実施してまいりました。

こうした協会の取組みに対して、全国約320万人もの加入者の方々からご賛同
の署名をいただいたことは大きな成果であつたと考えており、25年度の保険料率
は更なる引上げを回避できるよう、政府、国会をはじめ各方面に強く意見発信じ
てまいりました。

このような状況の中、厚生労働省をはじめ政府関係者に働きかけた結果、「健
康保険法等の一部を改正する法律」が25年5月 24日 に成立し、26年度までの 2年
間は、平均保険料率を24年度と同率に据え置くことができる見込みとなり、25年
度は、協会設立以来初めて、都道府県単位保険料率を前年度と全く同率に据え置
くことができました。
24年度において協会が行つた財政基盤強化に向けた対応については、十分に評

価される内容と考えております。

<委員 ご意見>

0協会としての積極的な行動、加入者等の署名活動への参加などの取組み、その結果としての特例槽
置の2年間延長については評価 したい。

0広い意味 での広報である署名活動、全国大会、国会請層行動 ということで、インノ
'ク

トのある行■
だと思う。

0なお、特例措置は 2年間であるため、これからの取組みが重要となつてくる。

0今後、政策的主張への理解を呼びかけるキャンペーンについては、WEBやメールマガジン以外のイ
ンターネットメディアも活用するなど、費用対効果を念頭に置きつつ検討してはどうか。

0同様に、財政基盤の安定化に向けた政策提言の体制強化を図つてはどうか。

0自助努力について、例えば健診と保健指導は財政基盤強化のどの辺りの政策と結び付 くのかという
ようにもっと分かり易く説明されればよいと思う。

0協会の施策の成果の如何は加入者の実情なり動向に負うこともあるため、その辺をうま〈外部に酬
明しながら事業を進めていただきたい。

0署名活動にとどまらず、健康増進・疾病予防といった財政基盤の構造を改善する取組み (自助努
力)に関しても一目推進 し、同時に発信していくべき。

0'‖費税の値より3%の割り娠りを協会の実情と未来の推移を明ら力ヽ こ説明し、赤字対策を示す事。

O財政基盤の安定・強化に向けて、各方面への働きかけや運動を展開したことは、協会けんぼの存在
を知らしめるものとして評価できる。しかし、保険料率の据え置き、5,000億円の準備金の発生等
は、いわば想定内のことであり、協会けんぼの赤字欄ヨ ま変わっていない。今後、長期的にどのよう
な施策を行うのか、協会けんぼの行いうる範囲が限定されているが、その取組みが今後の評価に影望
するものと思われる。

<最終評価>

●署名活動等、財政基盤の強化のための意見発信の取組みの結果、特例措置
の2年間延長に結びついたことは評価できるが、依然として協会けんばは赤
字構造体買から脱却するまでには至っていない。今後は協会の財政基盤強化
に向け、保健事業の強力な推進等、更なる医療費適正化対策等の自助努力を
一層推進していくことが必要である。

7



※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D
【 Si目標を大幅に上回つている A:日標を上回つている B:日標を概ね達成している C:目標をやや下回つている D:目 標を下回つており、大幅な改善が必

1)サービス向上のための取饉

【評価の視点】
・お客様満足度調査等による加入者の
意見・ユーズの把握

・職員の知識・接遇技術の向上
・申請書等の様式やバンフレットの改善

夕ど、サービスの向上の取り組みはどうか。
保険給付等の迅速な支払、保険証の迅速な送付に努

めているか。

【目標指標】
・保険給付の受付から振込までの日数

:10営業日以内 (サービススタンダー ド)

.サービススタンダー ドの達成率 :100%
`資格情報取得から保険証送付までの平均日数 :2営業
ヨ以内
・お客様満足度 :23年度より改善

【検証指標】
・お客様からの苦情・意見の受付件数とその内容
・インターネットによる医療費通知の利用件数
・任意継続被保険者の口座振替率

<事業報告 (概要)>

●保険綸付の受付から振込までの日数
健康保険給付の申請の受付から振込までの期間についてサービススタンダード (所要日数の目標)を 10営業日に設定し、サービスの向上を図っています。

・平成24年度保険綸付の受付から撮込までの平均所要日数 : 7_76日  (23年 度 7.81日 )

平均所要日数は7 76日 となり、日標指標の 10営業日以内を達成しました。

●サービススタンダー ドの達成率
「正確」、「迅速」、「丁寧」な処理を基本として、サービススタンダー ドの 100%達 成に向け取り組んでいます。

・平成24年度サービススタンダー ドの達成率 : 99.99% (23年 度 99 7696)
※全月100%達 成の支部 : 37支 部  (23年度 19支部)  18支 部増加
※全支部 100%達 成月 : 8月 、 12月 、2月  (23年 度 1月 のみ)

●資格情報取得から保険証送付までの平均日数
:.45日 (当 日送付支部26支都、翌日送付支部21支部)

<次頁に続く>

ittξ』想:L受付から振込までの日数                A

ダI黎馨重晟警曇LIFヽ違羞彙晟昴児捌
0営業日以内というサービススタン

なお、3月 、12月 、2月 は全支部で達成率100%と なり、年度を通して100%達成
した支都は37支部となつています。

躍 FttiL透馨][集をしlF里圭暮夏織まI暑裂恵霙i計こ」吾警:、ご撃季:

(2)資格情報取得から被保険者証送付までの日数
支部において送付スケジュールを定め、2営業日以内の送付を実施していま

す。日本年金機構の資格情報を取得後 2営業日以内に送付する目裸を達成してお
り、今後も同様の取組みを継続していきます。

<次頁に続く>

<委員ご意見>

O目 標をほぼ達成したことを評価する。

O満足度が向上したことを評価する。

O医療保険制度や国の施策に関する意見・問い合わせ等も含まれているよう
であるが、業務改善や制度・施策のわかりやすい説明を引き続き続けるべき
である。

Oイ ンタ=ネ ットによる医療費通知の利用件数が減少を続けていることを踏
まえ、加入者への啓発活動を強化すべきである。

Oそのためにも、不正請求の事例が報道されている中、患者自身が医療費通
知と医療機関からの領収書/明細書と医療費通知によるチェックの必要性な
どについての啓発活動等も必要である。

O引 き続き、日座振替の促進に努めるべきである。

Oサービススタンダード (10営業日以内)に対して、達成率が限りなく100%
に近く、かつ一件ごとの所要日数が平均776日 という実績を多とする。

<次項に続く>

<最終lT価 >                       L

●協会のサービス向上のための各種取組みについては、今後も引き続き、現
在の水準を維持 していく必要がある。
●全体としては、日標を達成、また、高い水準となっており、特にお客様満
足産調査の結果は全項目昨年度を上回っていることは評価できる。反面、イ
ンターネットによる医療費通知の利用件数が年々減少している。日標を達成
した項目については、今後、水準を維持していくための取組みを、また、日
際を達成できなかった項目、また、支部については、原因・状況を把握分析
し、日標達成へ向けた取組みを実施されたい。
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※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D

【評価の観点】
・お客様満足産調査等による加入者の

意見・ニーズの把握
・摯員の知臓・接遇技術の向上
・申請書等の様式やバンフレットの改善・ 甲 腑 詈 千 ″ 罐 再 や ハ ン ノ レ ツ トの 収 香

どにより、加入者が快適に健康保険サービスを利用
きる環境を整えているか。
保険綸付等の迅速な支払、保険証の迅速な送付に努

【目標指標】
・保険給付の受付から振込までの日数

:10営業日以内 (サービススタンダー ド)

・サービススタンダー ドの達成率 :100%
・資格情報取得から保険証送付までの平均日数 :

。お客様満足度 :23年度より改善

【検証指標】
。お客様からの苦情・意見の受付件数とその内容
・インターネットによる医療費通知の利用件数
・任意継犠被保険者の口座撮替率

く事業報告 (概要)>

<前買からの続き>

年による加入者の意見・ニーズの把握

【お客様満足度 〈【目標指標】23年度より改善)】
加入者の意見・ニーズを把握し、加入者サービスの改善や向上を図るため、23年度に引き続き、支部の窓口に来訪されたお客様を対象に、職員の応接態度等の窓ロサービスに関する満足度D調査 〈お客様満足度調査)を アンケート形式にて実施しました。

024年度お客様満足度調査の結果
・窓ロサービス全体の満足魔    97.196(23年度 95.5%)1.6ポ イント向上
・職員の応接態度に対する満足魔  97.1%(23年 度 95.296)1.9ポイント向上
・訪日目的の選威度に対する満足度 97.796(23年 度 95.596)2.2ポ イント向上
・窓口での待ち時間に対する満足度 93.896(23年 度 92.3%)1.5ポ イント向上
・施設の利用に対する満足度    89.5%(23年 度 83.2%)6.3ポ イント向上

O主なお客様満足度向上に関する取組み事例
・「親切に」「丁車に」「迅速に」「わかりやすい説明・回答」を心がけて対応
・訪間をされたお客様には、手続き・相談終了後に必ず「他に不明な点はございませんか?」 などの確認
・混雑時にはチャイムコールにより、職員の窓口支援を実施し混雑を解消
・「プライパシーの配慮」について改善するためパーティションを設置するとともに、待合スペースのレイアウトを変更

<次頁に続く>

<自 己評価>

く前買からの続き>

(3)お客様満足度調査

つ
"え

COLυ ′″■手て T[脅・ :pj」=C‐ ● ′二α′、

なるサービス改善や向上に努めていきます。

く次買に続く>

24年度調査の結果は、窓ロサービス全体の満足度で97196と なり、23年度に比
べ16ポィント向上しました。また、その他の窓口対応に関する満足度について
も向上しています。
また、更なるお客様満足度向上のため、調査結果の詳細説明会及びお客様対応

こ関する研修を10支部に対して実施しました。
今後ともこの水準を維持・向上させるため、取組み状況の情報共有等により、

く委員ご意見>

く前項か らの機 さ>

ここ数年でサービス逮咸率が向上している0は結構な事であり■なる努力を目う。

者の未熟きがあるが.事業主・被保険者

"の
勉強不足もあると思われるので、理解させるための

ランも大切である。

担当者が年金事務所員に依頼している支部が未だ多いため.内容説明に時間がかかり過ぎる点がある
方支部で多い。話す態度は良いのだが)。

インターネットによる医療費通知等の利用状況は時間の問題で解決すると思う。インターネット導入企業
100%でないから。

マイナンパーが導入になれば、口座饉督奪が解決すると思われるが、口座燎替方法を理解していない
も相当いると思われますので、根強く促進していただきたい。

保険綸付の所要日数をはじめ、協会けんぼの良好なサービスは、ほぼ定着したものと思われる。今後、こう
た水準を維持していくための取組みが必要になるものと思われる。

Э被保験者の濤足度も上昇を続けており、ほぼ上限に達したものとも思われるが、これらの水準を維持してt

くことはけつして容易ではない。今後の取組みに期待したい。

多く

'よ

、協会けんぼへの苦情というよりも‖度や手続きに関するもので、対応にも限界がある。十
より、納得してもらうことが望まれる。

インターネットによる医姜費通知件数が減少している理由に対して、何らかの対応を試みることが望まれ

者の口座振彗率はほぼ模ばいであり、そのlE準のための更なる努力が望まれる。

】 S:日 標を大幅に上回つてい っている 目標を概ね達成している C:目 や や つている 目標 下回って り、大幅 が必要



※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D
【判定基準】 S:日 標を大幅に上回つている A:目 標を上 つている B:目 している C:日 やや下 っている を下回つており、大幅な改善が必要

【評価の視点】
①お客様満足度調査等による加入者の
意見・ニーズの把握

②職員の知識・接遇技術の向上
③申請書等の様式やバンフレットの改善
どにより、加入者が快適に健康保険サービスを利用
きる環境を整えているか。
保険給付等の迅速な支払、保険証の迅速な送付に努
ているか。

【目標指標】
・保険給付の受付から振込までの日数

:10営業日以内 (サービススタンダー ド)

・サービススタンダー ドの達成率 :100%
・資格情報取得から保険証送付までの平均日数 :

ヨ以内
・お客様満足度 :平成23年度より改善

【検証指標】
・お客様からの苦情・意見の受付件数とその内容
・インターネットによる医療費通知の利用件数
・任意継続被保険者の口座振替率

<事業報告 (概要)>

<前頁から続く>

お客様満足度調査等による加入者の意見・ニーズの把握

0お客様からの苦情・意見の受付件数とその内容
協会へ寄せられたお客様からのご意見・ご要望等については、支部との情報共有を行うとともに、必要に応じて制度改善要望等を行つています。
また。随時改善が可能なものについては、適切な対応に努めています。

24年度の苦情及びご意見・ご要望の受付件数は2,942件 で、23年度と比べ348件増加の増加となり、お礼 。お褒めの件数は698件で、23年度に比べ140件の増加となっています。

【平成24年度お客様からの苦情・ご意見の件数】
。苦情、ご意見 。ご要望 2,942件 (23年度 2,594件 )23年度比348件増
O主な苦情・ご意見・ご要望
・任意継続被保険者資格喪失通知の送付を期間満了前に送付してほしい。
・高額療養費の制度や手続き方法がわかりづらい。
・高額療養費の針算方法がlヵ 月ごとに計算されるため、入院期間が月を跨いだ場合、高額療養費に該当しないことに納得できない。
・限度額適用認定証の発行が選い。
・医療費通知は本人へ直接送付してほしい。
・特定健診の健診項目が生活習慣病予健診に比べて少ないので、もっと拡充してもらいたい。
・生活習慣病健診の契約機関をもつと増やしてほしい。
・東日本大震災の全壊・半壊者に対する一部負担金の免除が9月 末で打ち切られたことに納得できない。

<次頁に続く>

<自 己評価>

く前頁からの続き>

(4)お客様からの苦情・意見の受付件数とその内容
協会へ寄せられたお客様からのご意見・ご要望等については、支部との情報共
及び関係機関への制度改善要望等を行つています。
また、随時改善が可能なものについては、適切な対応に努めています。
今後も引続き、お客様からの苦情及びご意見 ‐ご要望に対しては、適切な対応

を実施し、支部との情報共有を図ること等によって、更なるサービスの向上に努
ていきます。

く次頁に続く>

<委員ご意見>



※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D

【評価の視点】
①お客様満足度調査等による加入者の
意見・ニーズの把握

②職員の知線・接遇技術の向上
③申請書等の株式やバンフレットの改善
ェどにより、加入者が快適に健康保険サービスを利用
きる環境を整えているか。
保険綸付等の迅速な支払、保険証の迅速な送付に努
ているか。

【目標指標】
・保険給付の受付から振込までの日数

:10営業日以内 (サービススタンダード)

・サービススタンダードの達成率 :10096
・資格情報取得から保険証送付までの平均日数 :2営

・お客様満足度 :23年度より改善

【検証指標】
・お客様からの苦情・意見の受付件数とその内容
・インターネットによる医療費通知の利用件数
・任意継続被保険者の口座撮書率

事業報告 (概要)>

く前頁からの続き>

・ お礼・ お衰め   698件 (23年度  558件 )23年度比140件増
0主なお礼・お褒めの言葉
・協会けんばにおける財政基盤強化のための取組みについては、全面的に支援。
・高額療養費未申請者へ申請勧奨を行つたことに対してのお礼
・保健師が実施した特定保健指導に対し、「今後の健康管理等の勉強になつた。」とのお手紙

インターネットによる医療費通知 く医療費情報提供サービス)の利用件数°摯醤娠翼鳥辱お薪吾繹農
他猛lκ鼻1蓄単と

11♂

穐昇軒電轟幾∫炉
療費情報提供サービス)を実施。

0年度別の利用件数
・21年度 32,694件
。22年度 34,761件                              

｀

・23年度 28,187件
・24年度 20,583件

0年度別の ID・ パスワー ド払出件数
・21年度 5,687件
・22年度 7,710件
・23年度 6,149件
・24年度 7,941件

<次頁に続 く>

<自 己評価>

<前頁からの続き>

(5)イ ンターネットによる医療

く次買に続 く>

(5)イ ンターネットによる医療費通知の利用件数
インターネットによる医療費通知 (医療費情報提供サービス)を 利用するため

には、 lD・ パスヮー ドの取得が必要であり、24年度における ID・ パスワード
の払出件数は7,941件 と23年度の6,149件 より1,792件増加 (約 29%増加)し ている
ものの、24年度の利用件数は20,583件 と23年度の28.187件 から7.604件減少 (約
27%減少)しました。

引き続き、ホームページや医療費通知を通じて医療費情報提供サービスの普及
進に取り組んでいきます。

<委員ご意見>

【判定基準】 Si目 標 上回つている A:日 標を上回つている B:目 標 している C 標をやや下回つている D:日標 下回っており、大幅な改善が必要



※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D
【判定基準】 S:目 標を大幅に上回っている A:日 標を上回つている B:目標を概ね達成している C:日標 やや下回つている D:目 標を下回つており、大幅

【評価の視点】
・お客様満足度調査等による加入者の

意見・ニーズの把握
・職員の知識・接遇技術の向上
・申請書等の様式やバンフレットの改善

など、サービスの向上の取り組みはどうか。
保険給付等の迅速な支払、保険BIの 迅速な送付に努

【目標指標】
・保険給付の受付から振込までの日数

:10営業日以内 (サービススタンダー ド)

・サービススタンダー ドの達成率 :10096
・資格情報取得から保険証送付までの平均日数 :

日以内
・お客様満足魔 :23年度より改善

【検EIE指標】
・お客様からの苦情・意見の受付件数とその内容
・インターネットによる医療費通知の利用件数
・任意継続被保険者の口座振替率

<事業報告 (概要)>

<前頁からの続き>

睡意継続被保険者の口座娠替率
27. 6% 【前年度27. 1糊

O 任意継続被保険者にかかる保険料の納付については、加入者の方の毎月の納付の手間が省けるとともに、納め忘れの防止にもなる口座振替の利用について、資格取得の申請時や
保険証交付時に案内しながら促進しています。

く
:『詈I:の続き>                    | 

｀`＼＼
(6)任意継続被保険者の回座振替率
24年度末の口座振替利用率は、276%です。口座振替は、毎月の納付の手間が
ナ、納め忘れの防止に寄与するものであることから、引き続き、主に資格取得
こお知らせしながら、口座振替の促進に努めていきます。

く委員ご意見>



※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C‐ D
定基準】 S:日 標を大幅に上回つて るヽ A:日 標を上回つている B:目 標を概ね達成している C:目 標をやや下回つている D:日 標を下回つており、大幅な改善が必要

【評価の視点】
医療機関の協力を得つつ、限度額適用認定

証を申請すれば高額療養費が現物化されるこ
となど高額療養費制度について周知を図つて
いるか。
支給手続きの簡素化を推進しているか。

く事業報告 (概要)>
・限度額適用認定証の案内と申請書が一体となったリーフレットを医療機関窓口において配布し、加入者に高額療養費の現物給付化について周知を図つたことにより、24年度の限度額適用認
こ証の発行枚数は788,377枚 で、23年度 (695,176枚 )と 比較して134%増加しています。

高顔療養費支綸決定件数      高額凛養費貸付件螢

醐   酬
高額療養費未申請者に対して、あらかじめ申請内容を印字した申請書を支部において作成・送付し、申請の促進を図っています。

医療機関等の窓口でのお支払いが高額な負担となつた場合には、払い戻しを受けるための申請の目安となるよう、高額療養費の簡易試算をホームページに掲載しています。

<暑

量II言認定証の案内と申請書が一体となつたリーフレットをL扁画全顧百
に配布して、高額療養費の現物給付化について周知を図つたことにより、限度額
適用認定証の発行枚数788,377枚 となり前年度と比較して134%増 加しています。
現金給付の高額療養費の支給決定件数は、674,103件 と前年度と比較して95%

減少し、貸付件数も前年度と比較して626%減少しました。
引き続き、高額療養費の現物給付化について周知を図つていくとともに、高額

療養費未申請者への申請の促進を図っています。

<委員 ご意見>

0周如活動 を積極的に行 つたことで、限度額適用認定証の発行が増加 したこ
とを評価する。引き続き、周知活動の徹底を進めるべき。

O適正な保険綸付の維持による財政基盤強化を図ることに併せて加入者メ
リットを周知し勧奨することは健全な保険事業経営を志向することと考え
る。

O高額療養費制度は患者および家族にとって有難いもので、今後も周知活動
は有意義と思われます。

O個人の資産内容を十分把握することは相当厳しい中、年々、限度額認定証
の発行件数が上がっている事は立派である。病院によつても協力が異なると
思われる。

O高額療養費は、3割 という患者一部負担を軽減させるものとして大きな役割
を果たしている。とくに医療費が高額化した場合は、その現物給付化の果た
す意義は大きい。しかし、その制度を知らない者も多いのが実情である、そ
の周知を図ることは被保険者に対する重要なサービス機能を果たしていると
いえよう。徐々に周知されつつある状況がうかがわれるが、いっそうの普及
活動が期待される。

<最終評価>                       L

●高額療養費制度の周知を行うことで、限度額適用認定証の発行が増加し、
支給手続きの簡素化に業がったことは評価できる。また、加入者及びその家
族にとっても、高額療養費の現物給付化の果たす意義は大きいものがあるこ
とから、今後もなお―層の周知普及活動に努められたい。

０
０



※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D
判定基準】 S:目 標を大幅に上回つて るヽ A:目標を上回っている B:目 標を概ね達成している C:目標をやや下回つている D:日 標を下回つており、大幅な改善が必

3)ロロサ‐ビスの属ロ

【評価の視点】
届書の郵送化の進捗状況や窓口の利用状況

といつた地域の実情を踏まえ、外部委託を利
用するなど、効率的かつ効果的に窓ロサービ
スを提供しているか。

【検証指標】
・申請・届出の郵送化率

<事業報告 (概要)>

24年度郵送化率 737% 【23年度722%】

ホームページ等を活用した広報を行ない届書の郵送化を促進し、届書の郵送化の進捗状況や年金事務所窓口の利用状況を踏まえ、窓ロサービスの提供が必要なところは残し、利用者の少な
い窓口については、年金事務所等の関係団体との調整を行つたうえで経費削減の観点からも縮小・廃上について検討することとしています。なお、窓口を縮小・廃止する際は、ご加入者等ヘ
の広報を十分行つています。

く自己評価>

構と連携した取り組みを行うべきである。24年度の郵送化率は737%です。25年 3月 は759%
き続き上昇傾向にあります。

の利便性の維持向上に配慮しながら、事業経営の効率今後もホームページ等を活用した広報を行ない届1

いことであり、この観点からの継続的な取り組みが望を周知し、郵送化を促進していきます。
また、年金事務所窓口の利用状況等を踏まえ、経]

について検討します。
思われる。関係官庁とで話し合う事。

の合理化により、届書の郵送化の推進を図つていると
率は横ばい状態を示している。果たして,対面サービ
しい方法であるかどうかも含めて再検討が必要である
ムページ等の活用、届書の郵送化によって窓ロサービ
きるであろうか。

<最終評価>                       I  B'

0申請・届出の郵送化率については、23年度と比較して向上しているが、窓
ロサービスの縮小・廃止については、サービスの低下を招かないよう、日本
年金機構及び事業主・加入者等の意見等を十分聴取した上で行つていくな
ど、慎重な検討・対応が必要である。

14



※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D
【判定基準】 S:日 標を大幅に上回ってし 標 概ね達S 脅入 唱 に 上 回 つ る A:日 程を上回つている B:日 程を構ね達成している C:目 標をやや下回つている D:目 標を下回つており、大幅な改善が必要

4■'口嬌憂●責櫃の再■口 1

【評価の視点】
無資格受診の防止や、高齢者医療費に係る

処出金負担の適正化を図るため、日本年金機
騰との連携のもと、事業主の協力を得つつ、
約確に行つているか。

<事業報告 〈概要 )

・対象事業所数  約109万件 【22年 度 約100万件】
・対象被扶養者数 約735万人 【22年度 約740万人】
・提出事業所件数 約91万 件 (対象事業所の約80%)【 22年 度 約905万件 (対象事業所の約840/6)】
・削除人数 約90万人 【22年度 約87万人】
・高齢者医療制度支援金・納付金に係る負担減額 35億円 (推計)【 22年 度 40億円 (推計)】
※ 23年度は、東日本大震災の影響で実施を見送つたため、22年度実績と比較
※ 24年度実績は、平成24年 10月 末現在の数値
※ 高齢者医療制度支援金・納付金に係る負担減額 (推計)に ついては、22年度と24年度で算出方法が異なるため、単純には比較できません。

R鮮禁事真挙恐|り 喬基末言理脅曹秀I〕贅1あ掲総馨言言諷増累繁翼喜曇憚碁嘉たtをぃるか確認を行い、必要書類等を添えて協会へ返送)

(協会は、24年5月 31日 から24年6月 29日 の間にリストを送付。事業所から協会への返送期限は平成24年 7月 末日)

0事業所等への事前周知のため、ホームページ等を活用した広報を実施しました。
0日 本年金機構と連携し、同機構が送付する事業所宛て納入告知書へのチラシの同封や年金事務所へのポスターの掲示を行ないました。また、事業所の宛所不明で送達不能となるリスト分に
ついて、同機構の管理する事業所住所情報の提供を受けています。

電 曇二li況 ¨ 則

…

脚 つ

… …

細 1丁更」]ョ高
等の結果となつています。
削除人数 (約 90万人)については、毎年度実施することで、徐々に減つてい

くものと思われますが、東日本大震災の影響により、23年度の実施を見送つたこ
とで、22年度 (約 87万人)と 同等の結果になつたものと考えられます。

く委員ご意見>

0引 き続き日本年金機構と連携して、事業所への協力要請を行うべきであ
る。

O被扶養者状況リストの未提出事業所に関する時系列での提出状況調査、
所不明事業者の実態調査等に基づく対策も有効であると思われる。

O少子高齢者時代で被扶養者数は減少の一途だと思う。期待は厳しい。

O被用者保険において、被用者扶養者の適正な確認を行う意味は大きい。
扶養者状況リス トの提出率向上のためにいっそうの努力が求められる。

宛

被

<最終評価> B'

●引き続き、無資格受診の防止や高齢者医療費に係る拠出金負担の適正化を
図るため、日本年金機構と連携し、被扶養者リスト提出率の向上を含めた被
扶養者資格の再確認の取組みを推進されたい。

Ｅ
υ



※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D
準】 S:目 標を大幅に上回つている A:目標を上回つている B:日 を概ね達成している C:目 標をやや下回つている D: を下回つており、大幅な改善

【評価の視点】
「保険給付適正化プロジェクトチーム」を
用するなど、適正な給付業務の推進のため
取り組みを行つているか。

(23年 度文書照会件数30,520件 )。
・納入告知書、支部の広報誌、ホームページ等の広報契機を利用して加入者への適正な受診を周知しました。
・上記により、協会発足以降、増え続けていた柔道整復施術療養費の支綸金額は、24年度分で639億円となり、初めて減少に転 じました。 (前年度比較▲8億円)

【傷病手当金、出産手当金等に係る適正な給付業務の推進】
・保険給付の審査の際に請求内容に疑義が生じた場合には、被保険者や担当医師に照会を行うほか、審査医師 Ⅸ)に意見を求め適正な給付に努めています。

(※ 保険者に医学的な助言等を行なう医師)

・不正の疑いのある請求については、各支部に設置している保険給付適正化プロジェクトチームで給付の適否を十分に検討し、適正な給付に努めています。
・すでに支給決定済みの傷病手当金、出産手当金の中で、不正請求の疑いのあるデータを本部において抽出し、各支部にて再調査を実施 しました。
・従来、年金機構の職員にしか認められていなかった適用事業所の事業主に対する立入調査権について、保険給付の適正化を図る観点から、協会職員に対しても同調査権を付与するよう厚生
着働省に求めてきた結果、25年 5月 に施行された健康保険法の改正により、協会職員による適用事業所の事業主に対する立入調査が実施可能となりました。

事業報告 (概要)>

【再調査件数】
。傷病手当金 :787件 (104人分) ・出産手当金 :187件 (175人分)

【調査の結果、不支給決定した件数】
・傷病手当金 :5件   ・出産手当金 :1件

【柔道整復施術療養費に係る適正な給付業務の推進】
・多部位受診、頻回受診や長期受診等の申請内容に疑義が生じたものについて、加入者等に対して文書照会をするとともに、適正受診に係る広報を実施しており、24年度は82,055件 の文書照
螢を実施しました。

引き続き、保険給付適正化プロジェクトチーム等を活用し、保険綸付の適正化
を徹底していきます。また、健康保険法の改正により、25年度から事業主に対す
る立入検査等を行う権限が協会けんぼに与えられたことに伴い、疑義のある保険

の請求については、徹底的に調査をし、保険給付の適正化を図つていきま

柔道整復施術療養費については、加入者等に対して施術内容等の確認の文書照
の実施を強化し、加入者への適正な受診の広報を推進 したことにより、協会発
以降、増え続けていた柔道整復施術療養費の支給金額は、24年度分で639億円

となり、初めて減少に転じました。

引き続き、加入者等に対する文書照会及び適正な受診の周知を推進し、適正化
を図つています。

<委員ご意見>

立入調査権が付与されていない中での取り組みを評価する。

柔道整復施術療養費については.地域的特徴を踏まえながら、さらなる取
をすべきである。

質な請求者が絶えないと思われる。事業主に対しても適正な請求をする
、協会共々徹底化されたい。

近年.柔道整復施術について疑義の生じるケースが増大している。その適
受診に向けて、加入者および柔道整復施術者等に対する的確な対応が求め

られる。給付費はやや減少に転じているものの、さらなる厳正な対応が必要
であろう。

じたことにより、適正な給付業務の推進が図られたことは、評価できるもの
ある。今後も更なる適正な給付業務の推進に向けて取 り組まれたい。

各支部に設置されている「保険給付適正化プロジェクトチーム」の活用、
た、柔道整復施術療養費の申請内容に疑義が生じたものに係る文書照会の
点実施で、柔道整復施術療養費の支給金額が協会発足以降初めて減少に転



※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D
【判定基準】 S:目 欄を大幅に上回ってt判足基準】 S:目 相を大幅に上回つている A:日 標を上回つている B:目 標を概ね達成している C:目 標をやや下回つている D:日 標を下回つており、大幅な改善が必要

【評価の視点】
査定事例の集約・共有化、自動点検機能の

効果的活用等により、点検技術の底上げが図
られているか。

【目標指標】
・被保険者1人当たり内容点検効果額 :23年度
を上回る (た だし、24年3月 から社会保険診療
報酬支払基金においてもシステムの改善によ
る点検充実化がなされているため、数値によ
る単純比較は難しいことに留意。)

【検証指標】
。被保険者1人当たり資格点検効果額
・被保険者1人 当たり外傷点検効果額

く事業報告 (概要)>

<内容点検>
0被保険者1人 当たり内容点検効果額 :1,176円 【前年度 1,079円 】89%上 回る

レセプトは、社会保険診療報酬支払基金で審査されており、24年3月 審査からは縦覧・突合点
搭轟

開
第品ょ∴£穐:ζ胸

会における内容点検とほぼ同様の点検方法となったが、協会はこれまで

ill詈島言重楊l曇;貫Ei:曇 言[は言曇言[i::言 [曇を与重:5:[「
城ヒ雪凝19年度実績以上かつ前年度全国平均以上)を設定し、この目標に向けた行動計画を策定するとと
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(参考)被保険者1人当たり内容点検査定効果額 :301円 【前年度 288円】47%上回る※
ζ塁20言貫[[1患][旱1首言:を:][:il[,「
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く資格点検>
O被保険者1人当たり資格点検効果額 :1,912円 【前年度 2,183円 】271円 下回る
資格点検は、保険診療時における加入者の資格の有無を確認する点検を実施していますが、

1払守 。
において「オンラインレセプトの請求前資格確認」が23年 10月 から実施されたことによ

り、24年度の被保険者1人 当たり資格点検効果額は、1,912円 と23年度の2,183円 を更に下回つてt

<外傷点検>
0被保険者1人 当たり外傷点検効果額 :379円 【前年度 379円 】

笙箸E量菫鼈あ奄菫昔島響認十嘉受薯茉責竃驚套喜雰最重2渠縁F尭皇喜8再倉こIを奄秀委崎管場響覆テ績馨負農曇柱皐2累展じ要曇望写Fの要倉摩経描会鼻最早見ξ喬石為業務上・通勤
く自己評価>

内容点検は、24年 度についても23年度に引き続き「効果向上化計
より、①再審査請求率の向上 ②レセプト1件当たり査定金額の向上
に向けた検討サイクルの確立を推進し全国的なレベルアップを図っに向けた検討サイクルの確立を推進 し全国的なレベルアップを図った結果、全体
の効果額は更に向上しました。また、点検員の勤務成績に応じた評価や点検実績
を向上させた支部の評価を導入することにより、点検実績向上への貢献に報い、
それにより更なる点検実績の向上を目指しています。
24年度の被保険者1人当たり内容点検効果額は、1,176円 で23年度1,079円 を97

円 (89%)上回り、また、被保険者1人当たり内容点検査定効果額は、301円 で
23年度288円 を13円 (47%)上回つています。

24年度の内容点検により得られた財政的な効果は、230億円余りとなり、25年
度についても引き続き「効果向上化計画」を実施します。
資格点検は、23年 10月 から支払基金において実施された「オンラインレセプト

の請求前資格確認」により、24年度の被保険者1人 当たり資格点検効果額は、
1,912円 と平成23年度の2,183円 を更に下回りました。
なお、レセプトの算定日情報を活用した点検を実施することにより、喪失後受

診等の医療機関照会件数が減少し、資格点検業務の効率化が図られました。
外傷点検は、24年度の被保険者1人当たり外傷点検効果額は、379円 と23年度の

379円 と同額であり、負傷原因照会の対象となる傷病名を有するレセプトの抽出
については、システムを活用して効率的かつ効果的に行つています。

く委員ご意見>

0全体の効果額が引き続き、向上したことを評価する。

O記載はないことであるが、点検員に、点検技術のノウハウが蓄積されるよ
う留意すべきである。

0点検作業の効果を維持しながら能率を上げるために、システム的に相互照
合する項目の設定等による一層のシステム化も効果的であると考えられる。

0システム化や取組み事例の共有はノウハウの蓄積を促し、実際の効果に結
びついていることがうかがえる。

O協会けんぼの事業内容については、各支部とも相当意欲ある言動であるこ
とは尊敬に値します。ただ、事業主、被保険者、協会と三者が業務達成率に
対し未だ理解されていない点が多くみられます。

O社会保険診療報酬支払基金のシステム改善が行われたため、協会けんぼに
おけるレセプト点検効果が数値的に確定できないとされているが、各支部で
行動計画を策定し、効率的な内容点検を行つていることは評価できよう。た
だし、資格点検における効果額の減少をどう評価するのかなど、やや内容的
に不明な点もある。

く最終評価>                       I  B

●被保険者 1人あたり内容点検効果額は、1,176円 であり、前年度と比較して
〕7円増加していることについては、協会各支部において内容点検効果額の具

算書な錯[具播ご1[管テ警発+9貫撃雲馨書用I把封圭湯暮済馨k湊[翼
施した結果であり、評価できるものである。今後も更なる内容点検効果額の
上昇のために、情報共有等、点検員のノウハウ蓄積に繋がるよう努められた
い。

■
′



※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D
つている B:目標を概ね達成している C:目 標をやや下回つている D【判定基準】 S:目 標を大幅に上回つている A:目 つており、大幅な改善が必

【評価の視点】
債権の発生を抑制するために、加入者資格

を喪失した者の保険証の早期回収に努めてい
るか。
発生した債権については、適宜催告を行い
期回収に努めるとともに、法的手続きを積

するなど、債権回収の強化に努め
ているか。

<事業報告 (概要)>

支部の規模や実情に合わせた業務実施体制の構築。
債権管理回収業務に係る方針及び重点事項に基づく対応。      ′

・統括責任者による進捗状況の把握
・新規発生債権に対し、文書催告や電話及び訪間による早期回収の徹底
・債権発生原因、債権額、納付約束の有無等による類型化と、その債権に応じた効果的な納付勧奨の実施
全支部による法的手続の実施。 (47支都 299件 )

・24年度法的手続実施内容 支払督促 292件
通常訴訟  6件
少額訴訟  1件

24年 度債権回収実績 5836%【 23年度 5771%065ポ イント上昇】

険証の早期回収
日本年金機構による回収催告 (一次催告)において回収できていない方に対し、文書による二次催告の毎月実施や電話及び訪間による三次催告の実施。
未回収者の多い事業所に対し、回収の徹底について依頼の連絡、訪間の実施。
資格喪失後受診の防止や保険証の返却を周知するため、チラシの配付、医療機関へのポスター掲示依頼などの取り組みを実施。
24年保険証回収実績 (協会による二次催告以後)

(一般被保険者分)  165,447枚  5453%【平成23年 度 4721%732ポ イント上昇】
(任意継続被保険者分)41,569枚  6347%【平成23年 度 6001%346ポ イント上昇】

自己評価>

保険証の回収については、二次催告等の早期対応や三
由は一般被保険者分が165,447枚 、5453%、 任意継続被保険者分が41,569枚 、
47%と 、ともに23年度の回収実績を上回りましたが、債権の発生防止につなげ
ために、今後も回収業務の強化に努めていきます。
債権回収実績についても5836%と 平成23年度実績を上回りましたが、引き続き

後受診による新規発生債権の早期回収を徹底します。
債権回収に当たっては、「支払督促」や「通常 (少額)訴訟」などの裁判上の回
手続きを行うと効果があることから、これらの法的手続を重点的に全支部で実
しています。現状では、支部により実施件数に開きがありますが、引き続き、
付拒否者に対する法的手続を徹底していきます。

く委員ご意見>

が向上していることを評価する。             ‐

線的に債権の発生抑制と回収強化に取り組むことを期待している。

が 58%程度というのは低すぎると思われる。何らかの対応を
る必要があり、事業主・病院等々で適切な方法を考えるべき。

保険者証の早期回収については、前年度を上回る実績をあげている。ま
た、債権回収については業務体制の整備と法的手続きの徹底化を進めてい
る。いずれも高く評価できる。

保険証の回収及び債権発生抑制と債権回収強化に向けた取組みの結果、回
実績が向上してはいるものの回収率から見ると依然として低いことから、

においては、回収率アップの方策の検討を行い、更なる回収実績強化に
けての取組みが必要である。



※ 評価襴の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D
S:目標を大幅に上回つている A:目 標を上回つている B:日 標を概ね達成 している C:目 標をやや下回つている D:日 標を下回っており、大幅な改善が必要

【評価の視点】
加入者の疾病の予防や健康の増進を目指

し、22年 9月 に協会でとりまとめた基本方針
に沿つて、特定健康診査及び特定保健指導
の実施を推進しているか。
保健事業の効果的な推進を図るために、

バイロット事業を実施・活用しているか。
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また、特定健診の自己負担額の見直しについては、基本方針の中では今後の検討とされていましたが、
減を決定しました。さらに、受診券を事業所経由で送付した場合、一定程度の方に届かない状況にあるこ

`までの運用を大幅に見直しました。
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また、保健師は事業所に出向き、個人情報を活用して特定保健指導を行なつていることから、定期的にリスク管理について周知徹底を図ると共に、保健指導に基づく加入者の運動中の負傷等に備え、損害賠

償保険への加入をしています。
く次買に線〈>

く

iffr[定
健診等実施計画の最終年度でもあり、22年度の基本1冨雇三L「

二

え、健診機関の拡充や健診申込みの見直しを図るとともに、約400万件の受診券
を自宅に直接送付することや財政状況が厳しい中での補助額の引上げなど新た
な取組も進めました。
特定保健指導については、基本方針を踏まえ、外部委託の推進や ITの活

用、支部や公民館、集団健診と同じ場所での特定保健指導の実施などで利用機
会の拡大を図るなど、様々な取組みにチャレンジしました。
また、厚労省のワーキンググループの場においては、事業の実施者の観点か

ら積極的に意見発信を行い、継続的な検討課題も残されていますが、24年度
は、上配のような運用の見直しを図ることができました。

<次頁に続く>

<委員ご意見>

0被扶養者等に対する集団健診の取組みについて、市町村が行うがん検診と一緒に行
うということは、まさに有効なことだと思う。それが実施できないところに集団健診
などを協会独自で行う取組みなどは評価できる。

O市町村のがん検診と一緒に行う集団検診や協会独自での集団検診など、被扶養者ヘ
の取組みをいっそう強化・工夫すべきである。

Oパイロット事業における好事例を全国へ拡大する取組みを評価する。

O健診機関の増大、事業所の事務負担軽減、特定保健指導の利用機会拡大等の具体的
な対策によつて、健診人数と保健指導実施人数の増加という確かな成果をあげている
ことに着目する。

O事業の効果・効率をあげる目的で、種々の試行にチャレンジしている様子がうかが
える。

O今後も現行制度にとらわれず、媒体を組み合わせた取組みを実施し、協会けんぼの
構造的な特徴に合う方策を探るとよろしいと思われる。

O生活習慣病のリスクが高まる現役世代で重要となる重症化防止に関しては協会けん
ぼでも試行および検証が進みつつあり、次の段階では当事業の効果・効率をあげる
ベースとなる集団 (ポ ピュレーション)ア プローチの導入が必要と考える。

<次項に続く>

く最終評価>

●国が定めた目標よりも低い日標を協会で設定し、その目標も達成できていな
い現状ではあるものの、特定健康診査や特定保健指導実施の推進に向け、イン
ターネットを利用した健診の一括申込み、受診券の自宅への送付など、積極的
に様々な取組みを行つたことについては評価できるものである。今後も、実施
率向上に向けた集団検診等の効果のある取組みを強化することが必要である。

●保健事業の効果的な推進に資するパイロット事業について、好事例を全国各
支部に展開することは有効であると考える。引き続き、パイロット事業の拡

分に霜墨:見[よ]組
み、特定健康診査及び特定保健指導の実施について、強
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評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D
S: 標を大幅に上回つている A:目 標を上回つている B:目 している Ci目 標 やや下回ってい D:目標を下回つており、大幅な改

【評価の視点】
加入者の疾病の予防や健康の増進を目指

し、22年 9月 に協会でとりまとめた基本方針
に沿つて、特定健康診査及び特定保健指導

を推進しているか。
保健事業の効果的な推進を図るために、

パイロット事業を実施・活用しているか。

く事業報告 (概要)>

<前真からの続き>

パイロット事業については、22年度に実施した「ITを活用した保健指導」について、23年度14支部から24年 度23支部まで拡大し、25年度は新たに5支部で導入を計画しています。また、23年度に実施した「未治療
争への受診勧奨Jについては、24年度は13支 部で取り組んでおり、25年度からは本部が中心となり全国的な取組みとして実施することとしました。24年度バイロット事業については、滋賀支部の「付加的サービスへの受診勧奨Jについては、24年度は13支 部で取り組んでおり、25年度からは本部が中心となり全国的な取組みとして実施することとしました。24年度バイロット事業については、滋賀支部の「付加的サービス
提供による被扶養者への集団健診の実施」では、肌年齢診断を取り入れた集団健診を実施し受診者数を大きく伸ばしました。鳥取支部の「サーヒ

・ス向上のための『保健事業プログラム』の開発・作成」において
、職員の「営業力」の向上に繋げるため、事業所防間のノウハウに関するマニュアルを作成・活用し、これまで保健指導を受け入れていただけなかつた154事業所のうち、83事業所において受け入れていただき
た。大分支部では、被扶養者の『かかりつけ医』からの受診勧奨により特定健診を受診いただきました。

パイロット事業について、22年度に実施した「 :Tッールを活用した保健指
は、24年度までに23支部が導入しており、25年度は新たに5支部が導入を予

しています。 lTを活用することで継続支援の事務負担が軽減されるほか、
利用者にとって選択肢が広がることから特定保健指導利用の拡大が回れていま
す。
重症化予防対策として23年度に実施した「未治療者に対する医療機関への受

務」について、25年度からの全目的な実施に向けて、24年度は対象者
件や抽出方法など具体的な実施手順等の検討を重ね、人数推計や支都
などの準備を進めてきました。保険者として生活習慣病の発症リスク

い方を確実に医療に彙げることにより、重症化を防ぎ、医療費適正化及び
を図る取組みをスタートさせます。

<委員ご意見>

く前項からの続き>

の健診等の意欲に対 し事業主や被保険者がついて行かれない事は認めざ
るを得ない。協会の意欲や考え方が空回りしないためにも健診意欲の向上、費
や補助額の増額等々も含めて協会側の指導を第二者依頼でいいから人員を増
され向上力を高めなければならないと思われる。

業主も社会保険庁の解体以降、専円担当者をなくしたところが多いと思わ
。今の協会の真剣なる業務意識やその内容等も理解されていないところが

り、国・協会・企業も漸次健康の重要性を見直してきているのでご指導ご支
どお願いする。

拡大、健診申し込み方法の見直し等が効果をあげたことが明確に
られる。保健指導についても、健診データ結果の分析結果や保健指導機関

の外部委託、協会独自の集団検診など多様な方法を導入して活動の充実化に努
めていることは高く評価できる。中小企業従来員の保健事業という重要かつ困
難な事業に対して、今後もさまざまな創意工夫による事業展開を期待する。

Oパイロット事業の拡大とともに、その影響、効果が次第に顕著にみられるよ
うになつてきた。保険者の役割として、保健事業が大きなウエイトを占めるよ
うになると思われるが、こうした事業の持続的な展開を期待したい。



一
　

．

※ 評価相の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D

事業主への積極的な働きかけ、市町村が
行うがん検診との連携や特定保健指導の外
部委

“

など、各支部における取組みを強化
しているか。
事業所訪問や適切な広報により事業主や

m入者に健康の大切さを認識いただき、よ
り多くの加入者が保健指導を受けられるよ
う実施方法を工夫しているか。

【日標指標】
・特定健康診査実施率

:被保険者500%、 被扶養者278%
。事業者健診のデータの取込率 :10%
・特定保健指導実施率

:被保険者16096、 被扶養者160%
【検証指標】
。メタボリックシンドローム該当者
及び予備軍の減少率

・メタポリックシンドローム診断基準
項目別舷当者率

・生活習慣の改善状況

被保険者 44396(対 前年度比+16%ホ・
ィント、実施者数+67%、 +322,310人 ) ※23年度実施者数 +59%、 +271,747人

被扶養者 149%(対 前年度比+11%ホ・
イント、実施者数+87%、 +48,779人) ※23年度実施者数 +45%、  +24,199人

事業者健診 37%(対前年度比+15%ホ・
ィント、実施者数+724%、 +178,729人 ) ※23年度実施者数+884%、 +115,783人

D地方労働局等との連携による事業者健診データ取得勧奨  [別紙 1参照]

245月 の行政通知を活用し、地方労働局等と連携して以下の取組みを行いました。
・地方労働局等との連名による勧奨通知及びチラシの送付 ・・・・・・・・7支部 (県 を含む3者連名通知3支部、労働局との2者連名通知4支部)

・地方労働局のHP、 広報誌への掲載.セ ミナー等でのチラシの配布、
労働基準監督署内でのチラシ設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・15支部

・事業所への勧奨時に地方労働局健康安全課長名の文書を同封・・・・・・ 2支部
・25年度に協力が得られている支都・・・・・ ●●●●●・・・・・・・・10支部
・25年度に依頼 (再)予定の支部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13支部

24年度に協力を得られていない支部においても引き続き協力依頼を行い、25年度においては全ての支部で連携が図れるものと考えています。
2特定健診 (被扶養者)・ 力くん検診との連携  [別紙2参照]

口:何ほ、 :,440中 区ヽり町何めり、でのつら脇ヨの徹伝贅石も同婿に賞診 pj罷な下 t区り町何は、1,028雨 (区 )町村 (′ 111)と なつています。同時に受診ができない418市 (区 )町村には引き続き協力要請
を行いつつ、その418市 (区)町村と集団健診自体を実施 していない267市 (区 )町村を中心に149市 (区)町村で協会独自の集団健診を実施 しました。 ※協会独自の調査であり、北海道の29市町村に
いては回答を得られませんでした。
特定健診 (被扶養者)補助額の引上げ
受診率向上を図るため、協会の財政状況が厳しい中ではありますが、補助額を5,400円 から6.325円 に大幅に引き上げることを決定しました。

<次買に続く>

県、保険者協議会、市(区)町村等を通し、がん検診との同時実施の協力依頼を行つた結果、24年度に「特定健診」と「がん検診」の同時実施及び特定健診のみの集団健診を実施している市 (区 )

村は、1,446市 (区 )町村あり、そのうち協会の被扶養者も同時に受診可能な市(区)町村は、1,028市 (区 )町村(711%)と なつています。同時に受診ができない418市 (区 )町村には引き続き協力要請

目標値(500%)に は達しなかつたものの増加率、増加件数では昨年度を上回つて
います。
校扶養者の健診については、がん検診との同時実施を推進しつつ、協会独自
集団健診を実施した支部が大きな成果を上げたことから、協会独自の集団健

診の拡充を図るなどにより、24年度目様値 (27:896)に は達しないものの、増
加率、増加件数で昨年度を大幅に上回つています。さらに協会独自の集団健診
を拡充するため、必要な予算を確保し、25年度の支部の取組みを推進します。
また、受診券の自宅直送に係る大幅な運用見直しや協会補助額の引上げによる
自己負担の軽減など、25年度に繋がる取組も進めました。
事業者健診のデータ取得については、245月 の行政通知を活用し,支部が地

方労働局等へ働き掛けを行い、連名通知の発出など24支部で協力を得ることが
できました。また、地方労働局等と連携した勧奨に併せて、協会独自に電話や

被保険者の健診については、昨年度以上に健診機関数の増を図るなどによ
り、対前年度実施率と比べると16%ホ・

ィントの増加、443%と なっており、24年度

よる勧奨等を行うなど、24年度目標値10%に は達しなかったものの、増
では昨年度を大きく上回っています。

<次買に続く>

<委員ご意見>

特定健診実施串、事業所からのデータ取得率、特定保健指導の実施率は、日標に達していないが、
々なJ意工夫を通じて、着実に実施率が上がってぃることは押価できる。

特に、市町村のがん検診と同時実施する取組みを拡大するとともに、被扶養者への取組みをいっそ
強化・工夫すべきである。

二もとづき.取組みをⅣ価する。

業主の協力を求める働きかけやポピュレーションアプローチも必要ではないか。

「事業所健康慶診断 (事 業所カルテ)Jを持藝しての事業所肪間など.パイロット事業の取組み
できるので、全支部への普及活動に努めるべき。

)健診の実施率向上に関 しては、協会けんぼの受診構造を明確にすると良い。新規受診が少ない集団
(支部)で は健診のメリットを訴求する仕掛けづくり、継線受診が少ない集団 (恐 らく協会けんぽ全
卜)では受診後のフォロー (情報提供)を徹底する、といった具合に構造に応 じた事業の組み立てに

なお、「協会けんぼ被保険者の健康診査に関する分析 (平成22年 度)」 では健診受診率が35,

事業所の被保険者の受診行動を把握 しているため、経続受診が少ないケースの多くが除かれ、
していることに留意する必要がある。

も重要、今春の労働政策審議会安全衛生分科会では、労災防止だけでカ
む事業主を評価、公表する検討を提言 しており、中小事業主の健康づく
が重要であり、将来的に実効性を持つことになると思われる。を促す観点で継続 した連携が重要であり、将来的に実効性を持つこ

保健指導については、当日面接の試行は事業の効果・効率をあげる観点で良いと思う。質向上に向
ては、背景や特性 (職種・地域における特性)に応じてどのような保健指導が効果的であつたかを
ターン化 し、共有することが重要。

く次項に続 く>

●被扶養者健診のがん検診との同時実施、協会独自の集団健診の拡充、補助額
引き上げによる自己負担軽減を図る取組み等により、実施率等が向上してきて
いることは評価できるものであるが、国が定めた健診実施率等の達成目標 (参

酌標準)よ りも低い日標を協会独自で設定したにも関わらず、日様を達成でき
ていない状況である。このため、今後は、実施率の低さの原因を詳細に分析すていない状況である。このため、今後は、実施手の低さの原因を辞細に分析す
るとともに、モデル事業の成果や業績評価検討会各委員の意見及び他の医療保
険者の保健事業の実績や手法も参考にして、国全体の目様に近づけるよう、更
なる努力を行うことが必要である。

【判定基準】 S: つている A:日 標を上回つている B:目 標を概ね達成している C:日 やや下回つている D:目 標を下回つており、



※ 評価欄の判定基準は、s・ A・ B・ C・ D
S:目 標を大幅に上回つている A:目標を上回っている B:目 標を概ね達成している C:日 標をやや下回つている D:目 標を下回つており、大幅な改善が必要

2)僣雇口層諄
=及

び特定保目指導の描選
L ttlmの 侃鳳J

事業主への積極的な働きかけ、市町村が
行うがん検診との連携や特定保健指導の外
部委託など、各支部における取組みを強化
しているか。
事業所訪間や適切な広報により事業主や

加入者に健康の大切さを認識いただき、よ
り多くの加入者が保健指導を受けられるよ
う実施方法を工夫しているか。

【目標指標】
・特定健康診査実施率

:被保険者50096、 被扶養者278%
・事業者健診のデータの取込率 :10%
・特定保健指導実施率

:被保険者160%、 被扶養者16096
【検証指標】

・メタポリックシンドローム該当者
及び予備軍の減少率

・メタポリックシンドローム診断基準
項目別骸当者率

・生活習慣の改善状況

<事業報告 (概要)>

<前頁からの続き>

Э特定健診 (被扶養者)受診券自宅直送

噌駕t壁言

`誉

:霧奢墨昌矯巣T灘謝11璽靱 ■とL頭整1覧尋ξ翻 識 別 ば髯Ъ舗勇定1新艶存在すること、また、形識雌果畑こ

●保健指導関係
【目標指標】
<特定保健指導実施率>  [別紙3参照]・観鯖η■%"前年度比+37ガ ルD(賜

臨 獣'7彎企準鵬 ち翼
3金

LI:ξ屏物ご電亨警ュ撃缶:彊供蒔戯+“′
"1カ

・被扶養者 24%(対前年度比+04%ホ・ィント)(初回面接者数 : 1,953人 、対前年度比+ 605人)(6ヶ 月後評価者数 : 1,321人 、前年度比+ 303人 )

※23年度実施者数 (対22年度比)+04ホ・
ィント、初回+219人 、6ヶ 月後+208人

【検証指標】
<メ タポリックシンドローム該当者及び予備軍の減少率>
±0%ホ・イント(23年 度 15296、 24年度 15296) ※23年度減少率 (対 22年度比)0396ホ・

イント
<メ タポリックシンドローム診断基準項目別該当者率> *検査項目別リスク保有割合と指導区分別の改善状況 (対 23年度)

① 腹囲 -01%ホ・
イント  ② 血圧 ● 1%ホ・イント ③ 脂質 0196ホ・イント  ④ 血糖 → 2%ホ・イント

※23年度改善状況 (対 22年度比)

① 腹囲  06%ホ・イント ② 血圧 02%ホ・イント  ③ 脂質 03%ホ・
イント  ④ 血精 ● 2%ホ

・イント

<次頁に続く>

単 位 :96ポ イ ン ト

異常を認めず
甍 注 意・

経 過 観 察
要 治 療・

精 密 検 査

血 圧 -04 0, -0_2

1旨 質 -0_7 0フ -0

肝 機 能 -0_〔

血 糖 -0_7 09 -0_コ

尿 酸 -0_6

血 諸 02

Ⅷ ら:続→    |＼
特定保健指導の推進が難しい協会固有の要因や背景があるなかで、協会保健

師等による被保険者の特定保健指導については、新規受入れ事業所の開拓、対
象者の初回面接の機会の獲得、支援途中の中断の減により6ヶ 月後評価まで繋
げることを着実に行つた結果、実施人数が23年度増加数 (31,121人 )を上回る
49,711人 (+537%)と 大幅に増加しました。これは事業所と協会の距離をで
きるだけ縮め、健康づくりや医療■に対する認識を深めていただくよう、これ
まで継続して支部の幹部や職員による勧奨活動を行い、支部での取組みを工夫
しながら粘り強く実施してきた成果がでていると考えています。
また、協会保健師等による特定保健指導と併せて実施率向上のために推進し

ている保健指導機関等への外部委託では、健診当日に初回面接を実施する機関
等に対する委託料の単価上限を引上げたことで、委託契約機関数、実施人数と
もに増加してきています。
一方で、外部委

“

に係る諸課題 (委託機関のマンパワー不足等)が明らかに
なってきました。これについては、委託機関との定期的な会議を持ち、積極的
な推進の働きかけや実施方法の共有化を図りながら、外部委託の推進策を検討
しています。

<委員ご意見>

く前項か らの機き>

0保健事業は相互扶助の事業であるため、収支損得勘定のみで物事を決めることはできないが、ある
施策を打てはそれなりの経費もかけるため、その施策を実施 して保健事業の収支面でどのような効果
を得たかということも、一つの観点であり、そのような観点を持つ必要がある。

O特定健診も部内つまり区によって補助内容は異なるが、成人及び老人の健診対策は積極的である。
ただ、各区、地方によって費用額が大中に異なる格差が大きくな りつつあると思われるので、協会と
してもその所の対策を知何にすべきかを具体的に考える必要がある。

O小規模企葉は未だ :T化が全面的に普及 していないところがあるが数年中に全面的に移行されて41

く見通 しである。

o被扶養者、事業主の受惨率は、依然として嬌いが、徐々に上昇 してきていることが認め られる。■
業主健診については、地方労働局等と運観 した活動が展開されているが、未実施の支部でもこうした
連携が回られることが望まれる。

O特定健鯵、特定保健指導における受診率は依然として低 く、とくに被扶養者の受診率は低水準にと
どまっているが、それでも上昇傾向にあり、協会として亭彙の推進に向けた熱心な取組みの結果と闘
められる。外部重託による路課題を克服 しながら、地道な取組みを続けていくことが必要 .

0事業所への利用勧奨、健惨機関の外部委託の推進、 :Tツールの活用等が、特定健診の利用者数の
増加をもたらしているものと認められる。さらなる地遺な活動の経織を期待 したい。

O特定健惨の受診率は日編饉に違 していないものの、協会の取組みの効果が徐々にあがってきている
ことが認められる。 20年度に個別指導を行つた件で翌年度に実績を伸ば していることなどは、そう
した活動の証左といえよう。さらなる活動を期待す る。

<最終評価> K

22



※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ BoC・ D
判定基準】 S:日標を大幅に上回っている A:目標を上回つている B:目標を概ね達成している C:日 標をやや下回つている D:目 標を下回つており、大幅な改善が

Lttlnの硯黒】
事業主への積極的な働きかけ、市町村が

行うがん検診との連携や特定保健指導の外
部委託など、各支部における取組みを強化
しているか。
事業所訪問や適切な広報により事業主や

加入者に健康の大切さを認識いただき、よ
り多くの加入者が保健指導を受けられるよ
う実施方法を工夫しているか。

【目標指標】
・特定健康診査実施率

:被保険者50096、 被扶養者278%
。事業者健診のデータの取込率 :10%
・特定保健指導実施率

:被保険者16096、 被扶養者160%
【検証指標】

・メタポリックシンドローム該当者
及び予備軍の減少率

・メタポリックシンドローム診断基準
項目別該当者率

・生活習慣の改善状況

<事業報告 (概要)>

<前頁からの続き>

く生活習慣の改善状況> *生活習慣に関する問診に「はいJと 回答した者の割合の減少率 〈対23年度)

a)喫煙者 -01%ホ・
イント、b)1日 1時間以上の歩行または同等の身体活動をしている者 09%ホ・

イント、c)食べる速度が速い者 -01%ホ
・
イント、

d)毎 日飲酒する者 -04%ホ・
イント e)1日当たりの飲酒量が2合以上の者 01%ホ・

イント
※23年度改善状況 (対 22年度比) a)-1296ホ・

ィント D02%ホ・
イント c)02%ホ・

イント d)-04%ホ・
ィント o)01%ホ・

イント

【具体的な取組事項】

言せがЙ稔帥 臨句肛    [湛鱚 脚 聯籠鮮罹
・
喬筆震1常電痛轟81辮 携E発天賛髪単星呈7日弓境「テ雉 総絶昴更¬猛葦娑露攣花『欝器

11島

島話翼昌」壁
価の

i場凛]募歯:ザ

ました。その結果、委託機関数739機関
また、24年度中に検討を重ねてきた継続支援の再委託契約 (委 託機関が実施する運動や食事などの実践的な継続支援部分を他の専門的な機関にさらに委託する契約)を 認める取扱いを25年度か

ら新たに導入しました。

ウ:曽勇[[::ti3菫i15:ぷ酵i褻鶉 ン轟轟蠅鍵轍囁羅悪貨鷺レ穏F猶鍬靴薇轡≧ふ』歯撃
く次買に続く>

自己評価〉
「

｀｀ヽ
、、 |<委

員ご意見> <最終評価> |＼
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※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D
半1定基準】 S:目 標を大幅に上回つてい 標を上回っている B:目 標を概ね達成 している C:日 標をやや下回っている D:目 標 下 回 つて

事業主への積極的な働きかけ、市町村が
行うがん検診との連携や特定保健指導の外
部委託など、各支部における取組みを強化
しているか。
事業所訪問や適切な広報により事業主や

加入者に健康の大切さを認識いただき、よ
り多くの加入者が保健指導を受けられるよ
う実施方法を工夫しているか。

【目標指標】
・特定健康診査実施率

:被保険者500%、 被扶養者278%
・事業者健診のデータの取込率 :10%
・特定保健指導実施率

:被保険者160%、 被扶養者160%
【検証指標】

・メタポリックシンドローム該当者
及び予備軍の減少率

・メタポリックシンドローム診断基準
項目別該当者率

・生活習慣の改善状況

(事業報告 (概要)>

<前頁からの続き>

・勤務時間中の特定保健指導の実施が難しい、もしくは保健師の訪間受入が難しい事業所に勤務しているという理由で、特定保健指導の利用機会がなかった方に対して、支部に来所していただい
ヒリ加入者の身近な地域にある公民館等の公的施設を利用して、特定保健指導を実施しています。加入者の身近な地域にある公民館等の公的施設を利用して、特定保健指導を実施しています。

O支部に来所していただいて特定保健指導を実施した支部 :15支部 (う ち、3支部は土曜日に実施 )

0公共施設を利用して特定保健指導を実施した支部 :6支部 (う ち、4支部は土曜日に実施)

・被扶養者に対しては、特定健診・がん検診から特定保健指導までの一連の事業を市町村と一体となって推進している支都もあり、地域の実情を踏まえて可能な地域において積極的に取り組んで
ハます。愛媛支部では、市町村が実施するがん検診と特定健診との同時実施が難しい地域を中心に協会独自の集団健診を実施、集団健診と同じ会場において特定保健指導を実施し、初回面接の実

を大幅に増やしました。

契約保健師の雇用確保が厳しい状況にあり23年度より管理栄養士の採用を進め、全国141人の管理栄養士が保健師と連携して特定保健指導を行つています。各支部では保健指導の質の向上に取り
んでおり、一つひとつの業務のPDCAサ イクルを適切に機能させ、特定保健指導手順書の作成や利用勧奨強化の工夫などを行つています。

特定保健指導実績において支部門格差があり、全体の実施率の底上げのため実績の低迷している支部に対して支援を行つています。23年度に個

"l支

援を行つた秋田、神奈川、徳島支部では24年
の実績を大きく伸ばしました。24年度は実績の高い支部を交えた規模・地域別のグループ支援を行つており、25年度の実施率向上に努めています。

支部ごとの特定保健指導方法の違いによる効果の差について比較分析し、効果的かつ効率的な特定保健指導方法の標準化を進めるため、日立保健医療科学院との共同研究により評価を行つてい
す。共同研究にあたり特定保健指導の評価方法やデータ分析についての調整を重ねてきました。健診結果のリスク要因の変化 (21、 22年度連続受診者データ)に基づいて特定保健指導の評価を
つた結果、特定保健指導の利用者は途中終了者、未利用者に比べてリスク因子の改善度が大きく、特定保健指導の成果がでていることがわかりました。また、リスク因子の改善度は支部によつ
差があることがわかりましたので、今後、要因を分析し全体のレベルアップと標準化に活用していきます。 [別紙 5参照]

また、この分析結果は、自支部の健診結果のリスク要因が全国の中でどのような位置づけにあるかを確認することができるため、更に詳細に分析を進めて支部で取組む保健事業の企画に活用し
いく予定です。



※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D
【判定基準】 S:目標を大幅に上回つている A:日標を上回つている B:目 標を概ね達成している C:目 標をやや下回つている D:日 標を下回つており、大幅な改善が必要

自治体や他の保険者と連携し、健康づく
りや生活習慣改善に関する意識啓発など、
地域の実情に応じて保健事業の創意工夫を
行つているか。

<事業報告 (概要)>

を最昼8'庭農ζそラ皐置湯手冒象星点喜是

"を

ま事子:2年
度に奈良支部において奈良県と覚書を交わしたことを皮切りに、24年度までに6支部において自治体との連携・協働に関する覚書や協定

・246月   静岡県との保健事業全般について連携・協働に関する覚書 (静岡支部)

・2411月  山形県との健康づくりの推進に向けた包括的連携に関する覚書 (山形支部)

・253月   世田谷区との生活習慣病対策等における連携・協働に関する覚書 (東京支部)

・253月   熊本市との健康づくり包括協定書 (熊本支部)

・253月   呉市との健康づくりの推進に向けた包括的連携に関する協定、精尿病性腎症等重症化予防事業に関する党書 (広島支部)

また、埼玉支部では、誰もが生き生きと健康で長生きできる社会を実現するため、埼玉県、健
羹[露I「省1まま掌Pと

した全市町村が協力して「健康長寿埼玉プロジェクトJを推進してお
り、このプロジェク トの「けんこう大使」として、支部の保健師が任命され健診受診率向上の啓晏

その他の支部においても、保険者協議会等を通じ自治体や他の保険者と連携して以下の取組みを進めるなど、地域でのパー トナーシップ構築を進めています。
・データ分析に取り組んだ支都 ・・・・・・・・・・ ●●●●●●●●●●●6支部

市町村広報誌等を活用した広報を実施した支部 ・・・・・・・ .

健康フォーラムやゥォーキング等の健康イベントを実施した支部
調査、アンケー トを実施した支部 ・・・・・・・・・・・・・・
保健指導事例発表などの研修会を実施した支部 ・・・・・・・ ,

特定健診 。がん検診の推進に取り組んだ支部 ・・・・・・・・ ,

<次買に続く>

30支部
21支部
4支部
17支 部
11支 部

場 聯 巌臨 :贔 朧 鳳 躊 纂 継
経て締結しており、世田谷区との覚書については、本部も交え調整を図りまし
た。その他の支部においても、自治体等と調整を回り健康づくりや生活習慣改
善等に関する様々な取組みを進めております。
支部においては、協会の基本方針を踏まえ、特定健診、特定保健指導を最大

曝慎警与Fい
るなかで、自治体や他の保険者との連携にも出来る限り取り組ん

<委員ご意見>

0自治体や他保険者との連携を図る協会の積極的な取組みを評価する。

0厚労省の健康局優良賞を受けた栃木支部の健康づくり事業などの好事例については、全国
への普及・拡大を図る取 り組みをおこな うべき。

Э国民の健康という広い視野での意輯ある対策であり、継統的に実施することを期待 してい
る。

Эスマー トライフプロジェク トに応募 し、評価・表彰を受けるといった取組みについては、
自治体や地域の商工会が協会けんぼの取 り組みに関 して認知 し、連携の推進につながった
り、支部職員のモチベーションアップにもなると思 う。

Э自治体との連機もこの頃ではともに結ばれてきています。ただ、総合病院や大学附属病院
ま理解ある対応をして くれますが、個人開業医は厳 しい。

9支部のなかで自治体や他の保険者と連携 して保健事業に取組んでいるところが増大 してい
ることは、今後の協会の事業活動を展望するうえで大きな意義を有 していると思われる。さ
らなる活動の展開を期待 したい。

9栃木支部の活動は高 く評価できる。こうした活動が多 くの支部に拡大 してい くための支援
なども必要であろう。

<最終評価>

●各支部における自治体や他の保険者との連携を図るための取組みについては
評価できるものである。今後は、連携強化を更に推進するとともに、好事例に
ついての各県支部への全国展開を積極的に図るとともに、本部においては各支
部の活動が円滑に推進できるための支援方策を検討されたい。

A・
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評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C,D
S 大幅に上回っている A:目 標を上回つている B:日 標 達 成 して い る  C:目 標 やや下回っている D:目 標を下回つており、大幅な

自治体や他の保険者と連携し、健康づく
りや生活習慣改善に関する意識啓発など、

じて保健事業の創意工夫を
っているか。

<事業報告 (概要)>

<前頁からの続き>

その中でも栃木支部は、厚生労働省が推進するスマートライフプロジェクト (※ )の一環として24年度に創設された表彰制度「第1回寿命をのばそう !ア ワードJに おいて、厚生労働省健康局f
良賞を受賞しました。栃木支部では、①地域と職域が連携した健康づくり事業 (健康保険セミナー.対話集会、医療費適正化セミナー、出前健康相談等の開催)、 ②健康福祉センターと共催で
動喫煙対策研究会を開催、③うつのみや食育フェアにブースを出展し健康相談を実施、などの取組みが評価されたものであり、医療保険者としては唯―の受賞となりました。

(※ )ス マー トライフプロジェク ト
厚生労働省では、国民の健康寿命延仲のため、「すこやか生活習慣国民運動」を実施し「適度な運動」「適切な食生活」「禁煙」を促進してきた。
22年度からはさらにこの活動を広げるために、幅広い企業、団体との連携を主体とした「スマー トライフプロジェクトJを スター トした。

<委員ご意見>



全国健康保険協会の業績に関する評価 (船員保険)

※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D
【判定基準】 S:日 標を大幅に上回つている A:目 を上回つてい 標を概ね達成している C:日 標をやや下回つている D:目 標 下回つており、大幅な改善が必要

〔1

【評価の視点】
加入者の医療費、健診データを分析す

とともに、加入者の疾病の予防や健康増
進、医療費の適正化のための取組みを

こ推進しているか。

く事業報告 (概要)>

入者の疾病予防を目的として特定健康診査等を実施したほか、一人ひとりの健康状況に応じたオーダーメィドの「情報提供冊子」や船員の食生活をテーマとした小冊子の配布など、健康
の意識の向上に向けた取組みを行つています。

加入者の皆様に対して「ジェネリック医薬品軽減額通知」や「医療費通知」などを送付することにより医療費に関する積極的な情報提供を行うとともに、レセプト点検において、査定事例
D共有化や点検員研修等の実施による点検技術の向上を図るなど、医療費の適正化等を目的とした取組みを行つています。

このほか、今後の健康づくりの取組み等の検討に役立てるため、加入者の皆様の医療費の傾向やオーダーメィドの「情報提供冊子」を受け取られた方のその後における医療機関の受診行動
こついて調査分析を行うなど、保険者としての取組みを総合的に推進しました。

く自已評価>

・医療費の適正化などの保険者としての取組みを強化するため、
の送付や下船後の療養補償の適正受診の促進などに取り組むとともに、
度においては「ジェネリック医薬品の使用促進Jや「被扶養者資格の再
」などの船員保険が協会に移行された後の新たな取組みにも着手しまし

特定健診等については、実施率の向上に向けて「実施機関の拡大」、「受
きの簡素化」、「特定保健指導の利用者負担額の軽減」などの各種取

を行つています。

保健事業としては、このほか、健康状況に応じたオーダーメイドの「情報
供冊子」や船員の食生活をテーマとした小冊子の配布など、健康増進の意

上に向けた各種取組みも行つています。

また、今後の健康づくりの取組み等の検討に役立てるため、加入者の皆様
医療費の傾向のほか、オーダーメイドの「情報提供冊子」を受け取られた

方のその後における医療機関の受診行動について分析を行つています。

く委員ご意見>

発揮による総合的な取組みの推進で、特にオーダーメイドの
報提供冊子」は、自分がどのような健康状態にあるのかということを把
ることになり、健診・保健指導の促進に繋がつていくと思うので、この

ような取組みは評価できる。

に見習つてか、区の中にはNPOや 健康づくり協会等と連携
して小中学校において、メタポリック対策を行つているところもあり、結果
を急がずに辛抱強く目的率を高められたい。

ら加入者と保険者との接点が少ないなかで、協会けんばから
示唆を受けて、ようやく本格的な活動に取 り組みはじめたように思われ

る。業種の特性を踏まえた特色のある保険者機能の発揮を期待したい。事業
主との提携も不可欠であると思われる。

●一人ひとりの健康状態に応じたオーダーメイ ドの「情報提供冊子」を配布
し、その後の医療機関の受診行動についての情報分析を行う等の取組みにつ
いては、今後の健診・保健指導の促進に繋がっていくものと考えられる。ま
た、平成24年度から新たに「ジェネリック医薬品軽減額通知」の取組みを
行つているが、この取組みは、医療費適正化に資するものであることから、

更に使用促進が図られるよう、取組みを強化されたい。



※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D
判定基準】 S:日 標を大幅に上回つている A:目 標 上回つている B:日 成している C:目 標 やや下回つてい っており、大幅な改善が必要

【評価の視点】
加入者や船舶所有者の視点を意識し、

ホームページや船員関係機関誌等により、
わかりやすく積極的な情報提供・広報をi

こ実施 しているか。

<事業報告 (概要)>

加入者や船舶所有者への情報提供・広報については、ホームページや関係団体の機関誌を活用し、タイムリーな情報提供とT寧な広報活動に努めています。

ホームページには、申請手続きや健康づくりに関する情報などを盛り込んだ「船員保険マンスリー」を毎月掲載しました。また、25年3月 の協会ホームページのリニューアルに伴い、申請書
ダウンロー ドや保険料額表など、アクセスの多いページヘのリンクを設定したバナーをトップページに設置するなど、レイアウトも見直しました。さらに、船員保険の各種申請について説明
したコンテンツ「こんなときどうする」及び「よくあるご質問」を新設するなど、加入者や船舶所有者の皆様に役立つ情報の提供に努めています。

インターネットを利用いただけない加入者や船舶所有者の皆様を含め、幅広い広報を目的に、船員保険の業務を簡潔に紹介したr船員保険業務のご案内」を作成し、25年3月 に労働基準監督
や船員保険事務を取扱う年金事務所などの関係機関の窓口に設置していただきました。 (配布内訳 :労働基準監督署約5,000部 、年金事務所約3,000部 、協会支部約2,000部 )

また、船員保険の運営状況等について解説した「船員保険通信」を作成し、24年 11月 に被保険者及び船舶所有者に配布しました。 (配布内訳 :被保険者約60,000部 、船舶所有者細 ,000部 )

なお、保険料率変更リーフレットや健診案内リーフレット等を配布するとともに、関係団体の機関誌等に健診案内などの情報を掲載していただきました。

く自己評価>

・タイムリーで効果的な広報活動を行うため年度当初に「船員
を策定し、関係団体の協力も得ながら計画的に広報を実施しました。

・「船員保険業務のご案内」は3年 日、「船員保険通信」は2年 目であり、
25年度以降も内容を工夫し、船員保険関係者において船員保険の内容や財

等をわかりやすく確認できる資料として定着させていきます。

。なお、広報という観点で言えば、「下船後の療養補償」の制度周知や「柔
芭整復施術療養費」の適正受診に関する広報活動も行つたほか、保健事業
(健康づくり事業)の一環として、普及啓発用の小冊子を配布する等の取組
も行うことができました。

・今後とも、加入者や船舶所有者の視点に立ったわかりやすい広報を実施
し、情報発信力を強化していきます。

<委員ご意見>

引き続き積極的な広報を行うべきである。

情報伝達の手段について、インターネットを利用できない加入者に配慮し
いることは好ましいことである。

0ホームページのアクセス件数も増加しはじめ、情報提供への反応も出てき
たように思われる。関係団体の機関誌利用も増えるなど、積極的な取組みが
うかがわれる。

加入者等の視点を意識し、インターネットを利用できない者に対しても配
した広報を行う等、積極的な取組みを行つたことはET価できるものであ

る。引き続き積極的な取組みを期待する。



評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C,D
判定基準】 S こ上回 つている A:日 標を上回つている やや下回っている D:目 標を

ジェネリック医薬品希望カードの配付や
自己負担額軽減効果通知サービスを実施
し、ジェネリック医薬品の使用促進を図つ

事業報告 (概要)>

員保険加入者へのジェネリック医薬品の使用促進として以下の取組みを実施しました。

:3重彙サじ多E霙量葉墾努里雫客重樽ヒ:監員薯旅崖島軍羮勇昂擢事こ象ラ与夢≦彙重喜撃菫早量:ぜ警層覚鴛争?学な聟ら
せする。

・ホームページや関係団体の機関誌等を通じた、ジェネリック医薬品に関する広報。

【ジェネリック医薬品軽減額通知】
先発医薬品を長期服用している25歳以上の方のうち、ジェネリック医薬品に切り替えた場合に薬代の自己負担の軽減が一定金額以上J元発医桑品を長期服用している2b重以上の万のうち、ジェネリック医薬品に切り替えた場合に薬代の自己負担の軽減が一定金額以上見込まれる方に対し、薬代の自己負担の軽減額を通知し
した。24年 11月 に2,843人 の方に通知し、242%にあたる687人の方がジェネリツク医薬品に切り替えています。これによる医療費の軽減効果額は、lヶ 月あたり約100万円 (自 己負担分で約
万円、保険給付分で約70万 円)であり、単純に1年間に推計すると年間約1,200万円の財政効果となります。

通知者数 切替者数 切替率 軽減効果額(年間)

2.843人 687人 約:,200万 円

【ジェネリック医薬品希望カード付リーフレット】
ジェネリック医薬品の希望を医師や薬剤師に伝えやすくするための「ジェネリック医薬品希望カード付リーフレット」を50,000枚作成し、「ジェネリック医薬品軽減額通知」や「医療費通
に同封することにより配布しました。

・協会が平成22年 1月 に船員保険の保険者となってから、初めての取組み
でしたが、通知後におけるジェネリック医薬品の切替率において、先行実施

(ジ ェネリック使用率 )

く自己評価>

している協会けんぽとほぼ同水準の成果を上げることができました。

・その結果もあって、船員保険の医療給付費におけるジェネリック医薬品の
自用率は、金額ベース・ 数量ベースともに向上 しています。

通 知 時 効 果 測 定 時

金 額 ベース 58% フ6"

数 量 ベース 206%

注 通知対象者2,343人 のデータ

・25年度においては、「軽減額通知」に関し、通知条件の変更により送付・25年度においては、「軽減額通知」に関し、通知条件の変更により送付対
象者を拡大する等の必要な見直しを行つた上で、引き続き、その推進を図つ
ていきます。

<委員ご意見>

0初年度の取組みとしては、使用率の実績をはじめ、「希望カード付きリー
フレット」の配布などの取組みは評価できる。

引き続き、使用促進に向けて、取組みを強化すべきである。

ジェネリック医薬品の使用促進について、前向きな取組みに着手してい

)加入者への通知サービスについて、ジェネリツク使用率を通知時と通知後
こ算定して通知の実施効果を測つている。

船員保険独特の保険基準がある中で、ジェネリック医薬品使用の普及に努
されている現状に対し敬意を表する。今後も更なる自己負担率の低下に努
られたい。

ジェネリック医薬品の使用促進に向けた、初めての取組みとして評価して
きたい。

<最終評価>

●ジェネリック医薬品の使用促進のための、軽減額通知や希望カー ドの送付
等の取組みは、確実に医療費軽減の成果となって現れていることから、今
後、更に使用促進が図られるよう取組みを強化するとともに、国全体の目標
に近づけるよう、改善に向けてよリー層の努力が必要である。



※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D
準】 S:日 標を大幅に上回つている A:目 標を上回つている B:日 標を概ね達成している C:目 標をやや下回つている D:目 標を下回っており、大幅な改善が必要

|

4):饉全かつ安定的な財政運営の確保

【評価の視点】
医療費適正化、業務改革等の取組みを強

化するとともに、加入者の疾病予防、健康
増進等のための取組みを総合的に推進し、
中長期的に安定的な財政運営を確保するよ
う努めているか。

<事業報告 (概要)>

24年度の船員保険の収入は487億円であり、その主な内訳は、保険料等交付金が359億円、疾病任意継続被保険者保険料が14億 円、国庫補助金・負担金が30億円、職務上年金給付費等交付金
が72億円です。一方、支出は450億円であり、その主な内訳は、保険給付費が266億円、後期高齢者支援金等の拠出金等が117億円、介護納付金が33億円、業務経費・一般管理費が32億円です。

平成19年 の制度改正の効果もあり、船員保険の直近の財政状況は安定していますが、被保険者数の減少傾向や1人当たり医療費の増加傾向は継続しており、今後とも、各種指標の動向等を見
極めながら、安定的な財政運営に努めていく必要があります。

また、今後も安定的な財政運営を確保するため、被保険者数の減少傾向や1人 当たり医療費の増加傾向を踏まえた船員保険の中期的収支見通しを作成し、船員保険協議会に報告していきま
す。

<自 己評価>                       I  B <委員ご意見>

O保険者機能の発揮による総合的な取組みの推進で、特にオーダーメイ ドの
「情報提供冊子」は、自分がどのような健康状態にあるのかということを把
握することになり、健診・保健指導の促進に繋がっていくと思ので、このよ
うな取組みは評価できる。

0被保険者の減少傾向を超勢として認識していることから、今後の財政状態
を予測して財政計画を策定していくことが望まれる。

O保険加入者の複雑性もありご苦労様であるが、国として行政能力高度化の
ために頑張つていただきたい。

0加入者の疾病予防、健康増進のための取組みをさらに強化していくことが
望まれる。

<最終評価> B'

●被保険者数の減少や 1人あたり医療費の増加等、今後の状況を見極め、か
つ、医療費の増加を抑制するため疾病予防・健康増進等の取組みを更に強化
し、安定的な財政運営に努められたい。

・カロ入者の疾病予防や健康増進等の取組みについては、特定健診等の促進に
努めるとともに、個人ごとの健診結果を踏まえたオーダーメイドの「情報提
供冊子」や食生活に関する「普及啓発用の小冊子」の配布等を実施しました
く具体的には、「3 保健・福祉事業の着実な実施」を参照)。

・医療貴適正化等の取組みについては、「下船後の療養補償」や「柔道整復
胞術療養費」に関する広報等を実施しました (具体的には、「2 船員保険
恰付等の円滑な実施」を参照)。

・今後とも、被保険者数や一人当たり医療費などの各種指標の動向等を注視
しつつ、中長期的な財政状況を見極め、船員保険協議会における関係者の意
見等を踏まえた上で、将来の保険料率の設定を行う等、安定的な財政運営に
努めていきます。
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※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D
基準】【判足基準】 S:目 標を大幅に上回つている A:日 標を上回っている B:日 標を概ね達成している C:日 標をやや下回つている D:日 標を下 つており、大幅な改善が

【評価の視点】
船員保険の準備金については、安全確家

いつ有利な運用を行つているか。
運用状況は定期的に船員保険協議会にお

ハて報告しているか。

事業報告 (概要)>

船員保険の準備金は、今後の保険給付費等の支払いに備えるほか、被保険者の皆様の保険料率
1軽翼兵誕昌ぇ

ため等の財源として保有しています。この準備金は、22年6月 から金銭信託 (運
対象は満期保有を原則とした日本国債)に より運用しており、24年度の運用益は約81000ヵ 円と
なお、運用状況については、前年度の運用状況 (決算)を毎年7月 に定期報告しています。 (24年 7月 は23年度の運用状況を報告)

運用状況]

24年 度
年度末運用資産残高   約302億円 (未収利息約2千万円)

利回り         実現利回り027296(総利回り0265%)

I最:IIi準 備金については、安全確実かつ有利な運用を行 う単
満期保有を原則とした国債での運用を行うこととしています。

・24年度も国債による運用により、確実に運用益を上げています。

<委員ご意見>

O貴重な保険料を支払う被保険者の利益になる「安全確実」な国債運用を基
本として続けるべきである。

O船員も老齢化してきていると思うので、準備金対策も大変である。

O国債による運用で確実に運用益をあげていることは好ましい状況といえ
る。今後も安全確実な運用に務めていただきたい。

<最終評価>

●準備金については、安全確実かつ有利な運用に努めること。

A'
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※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D
【判定基準】 S:目 標を大幅に上回つている A:目標を上回つている B:目標を概ね達成している C:目標をやや下回つている D:目標を下回つており、大幅な改善が必要

1)保腱綸付等の道正かつ迅題な支払い

【評価の視点】
保険給付を確実かつ迅速に支払うととも

こ、不適切な申請事例に対しては厳格な対
応や適正受診の促進を図つているか。
下船後の療養補償について、制度の趣旨

や仕組みについて周知を図っているか。

<事業報告 (概要)>
・職務外給付支給額 傷病手当金15億 7,880万 円 (支給件数5,766件 )、 出産手当金1,002万円 〈支給件数28件 )、 出産育児一時金4億8,363万 円 (支給件数1,153件 )

高額療養費 (償還払い)1億 2,227万 円 (支給件数1,819件 )等
・職務上上乗せ給付等支給額 :休業手当金1億5,147万 円 (支給件数1,071件 )、 障害年金・遺族年金702万円 (24年度末の受給権者数7人 )、

障害手当金・遺族一時金2,432万 円 (支給件数23件)等
・経過的職務上給付支給額 :傷病手当金2億4,459万 円 (支給件数643件 )、 障害年金・遺族年金41億4,463万 円 (24年度末の受給権者数2,276人 )_

障害手当金・遺族一時金7,328万円 (支給件数14件 )

このほか、24年度からは休業特別支給金、障害特別支給金及び遺族特別支給金についても支給対象者694名 に受給勧奨状を送付し、1億2,401万 円 (同 620件 )を支給しました。また、経過的
特別支給金についても、支給対象者39名 に受給勧奨状を送付し、4,339万 円 (同 34件 )を 支給しました。
また、東日本大震災の被災者の方の一部負担金免除に関しては、福島第一原発事故の警戒区域等の被災者の方について、免除期間が延長されたことから、24年9月 及び25年 2月 に免除期間を

更新した証明書を送付しました。 (免除証明書更新件数 (25年 2月 時):18件 )

さらに、船員保険給付を適正に行うため、下船後の療養補償については、療養補償の対象範囲での適正な受診がなされるよう、加入者の皆様には医療費通知の送付時に、また。船舶所有者
の皆様には「被扶養者資格の再確認」のお願い時に、適正な受診に関するリーフレットを配布しました。柔道整復施術療養費に関しても、多部位・頻回受診等の申請については、対象の加入

話a募雲異斎藤嬌糞皇墨表絶需雲基翼泄域開 よ 鳴 程ぷ燿哩酪纂嘉β虜爵彗諸≧層讐彗注塾島昇爵長で署彊身 量 :時

に、柔道整復師のかかり方を説明したリーフレットを配布しました。下

0 サービススタンダー ドの達成状況について
サービススタンダー ドの達成率 (10営業日以内に振込むことができた割合)は、24年度全体では99996で あり、24年8月 、12月 及び25年 1月 以外は毎月100%を達成しました。また、平均所要

日数は604日 でした。サービススタンダードの達成率については、100%に は満たなかったものの999%を達成することができ、平均所要日数については、昨年より1日 以上短縮した上で、日
標を達成することができましたが、さらに申請書の審査・支払の進捗状況の管理方法の見直しを進め、一層の向上に努めています。

littII[関 しては、サービススタンダー ドの達成に努める書[覇暑鼻覇

「施しました。

。また、保険給付を適正に行うため、傷病手当金等の現金綸付等に関して
は、審査の際に必要に応じ医師照会等を行つたほか、柔道摯復施術療養費や
下船後の療養補償に関しては重点的に適正受診に係る文書照会や広報を実施
しました。

・柔道整復施術療養費については、積極的な文書照会等の結果、不適正な事
例について一定の効果 (加入者1人当たりの給付額及び申請書1件当たりの給
付額の減少)を得ることができました。また、下船後の療養補償について
は、関係団体のご協力により例年より充実した広報ができましたが、今後と
も制度の一層の周知を図るべく、取組みを継続していきます。

・さらに、24年度においては、船員保険協議会での議論を経て、4月 及び12月

に、22年 1月 以降労災保険の受給者となつた者に対する上乗せ給付として、新
たに経過的特別支給金等を支給することとされたことから、労災保険よりこ
れら受綸者のデータ提供を受けるとともに、対象者に受給勧奨状を送付し、
請求漏れを防ぐ取組みも積極的に行いました。

・引き続き、船員保険の各種給付について、適正な支給に努めるとともに、
迅速な支払いに努めていきます。

<委員ご意見>

0数値目標の達成を評価する。

Oサービススタンダード (10営業日以内)に 対して。違威率が限りなく10儡
に近く、かつ一件ごとの所要日数が平均604日 という実績を多とする。

O事業主にしてもまた一般加入者にしても善意者ばかりではないため請求内
容や綸付内容について厳しくするものであり、労災担当者との連携も怠る事
ないように。

O保険給付のサービススタンダードが高いこと、また職務上上乗せ給付や経
過的職務上給付などをきめ細かに対処している状況は、高く評価できる。
いっそうの適正受診の周知に努めていただきたい。

<最終評価>

●サービススタンダー ドの達成率が99996、 平均所要日数が604日 となり、
日標をほぼ達成することができたことは評価できるものである。引き続き、
サービススタンダード100%達成に向け努力されたい。

A'
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※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D
準】 S:日 標を大幅に上回つている A:目 上回つている B:日 成している C:日 標をやや下回つている D:目 り、大幅な改善が必要

【評価の視点】
・お客様満足産調査等による加入者の意見・

・申請書等の株式やバンフレットの改善
など、サービス向上の取組みはどうか。
保険給付等の迅速な支払、保険証の迅速

【目標指標】
・職務外綸付の受付から振込までの日数 :1
撃日以内 (サービススタンダー ド)

・サービススタンダー ドの達成率 :100%
・資格情報取得から保険証の送付までの平均日

【検証指標】
。お客様満足度
・お客様からの苦情・意見の件数とその内容

加入者の皆様の意見を適切に把握しサービスの改善や向上に努めるため、疾病任意継続被保険者の保険証や傷病手当金、高額療養費及び休業手当金の支給決定通知書を送付する際にアン
ートはがきを同封し、お客様満足度調査を実施しました (24年 3月 ～25年2月 )。 結果については、職員の応接態度に対する満足度を除いた指標は前年度に比べ向上しました。

<事業報告 (概要)>

【お客様満足度調査】

指標 平成23年度 平成24年度 対前年度比

申請に対する滴足度

手続き方法に対する満足度 40%

臓員の応接態度に対する満足度 55%

サービス全体としての満足産

お、24年 度中にお客様満足度及びアンケー トの回収率の向上のために以下の取組みを行いました。
・ 傷病手当金の支給申請書や記入例の一部見直しを行うなどの改善に取り組み、手続方法に対する満足度の向上に努めました。
・ 外部講師や職員による電話応対の研修会を実施し、職員の応接態度の質の向上に努めました。
・ アンケー トはがきの送付時に回答協力依頼文書を同封することやホームページに同様の協力依頼を掲載し、アンケー ト回収率の向上に努めました。

<次買に続く>

また、アンケー ト調査の回収率の向上については、調査の実施にあたり、
調査対象者に対しアンケー トはがきの送付時に回答への協力依頼文書を同封
にることやホームページに同様の協力依頼を掲載する取組みを進めた結果、
―定の回収率の向上が見られました。 (23年度10.8% → 24年度13396
(協 力依頼開始前10:96、 協力依頼開始後174%))

く次頁に続く>

く自己評価>

お客様満足度調査については、24年 度においては、サンプ
の職員の応接態度に対する満足度を除き各指標において前のの職員の応接態度に対する満足度を除き各指標において前年度を上回りま

した。なお、職員の応接態度については、調査の途中結果も踏まえて、年度
中において、電話応対に関する研修会を企画、実施 したところ、研修の前

後で改善が見られたことから、同研修については25年度においても実施して
まいります。また、申請書の様式についても、お客様の声を踏まえ一部見直
しを行いました。
(船 員保険のお客様満足度調査において満足度が協会けんばに比べて低い傾

向にあるのは、調査方法が窓口等における対面方式ではなく、郵送方式に
よっており、調査対象者も疾病任意継続被保険者の資格取得者等に限られる
こと等が少なからず影響していると考えています。)

<委員ご意見>

全体としての満足度は向上しているが、研修の充実を図りつつ、満足度の向上に努
るべきである。

ビススタンダー ドの目裸は、ほぼ達成しているが、引き続きの取り組みをすべ

情件数の減少に向け、内容や対応策を職員へ確実にフィードバックし、共有化を
るべきである。

ンケー ト調査については、その結果を活かして必要な施策を実施することに留意

臓応対満足度は対人によつて異なると思われるので、難しいが、職員の接待内
過ヽぎないようにされたい。

長期雇用採用が難しい船員保険はいろいろ問題が生じると思われるが、一般の加入
に対する保険証の発行に要する日数は大変良くなつてきていると思う。

こ関するアンケー ト調査では、満足度の数値はおおむね上がってい
が低い。原因を確認して更なる取組みが必要であると思

これまで少なかった意見や苦情が寄せられるようになったのは、事業活動が周知さ
てきたことの証でもあり、苦情等に対して的確かつ早急に対応することが望まれ

●満足度は向上し、サービススタンダー ドの日標はほぼ達成している状況で
あるが、お客様満足度調査による満足度の割合はサービス全体として47%で低
い。これについては原因の分析を詳細に行うとともに、満足度が向上するよ
う―層の努力が必要である。引き続き、更なる向上に取組まれたい。また、
苦情や意見・提案の件数が23年度と比較 して増加しているが、これは、事業
活動が周知されてきたことの現れでもある。今後は、いただいた意見等の共
やアンケー ト調査結果を活用することにより、今後のサービス向上のため
取組みに繋げていくべきである。



※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D
大幅に上回つている A:目 標を上回つている【判定基準】 S:目 標 B:目 標を概ね達成してい C:目 をやや つている Dl目標を下回つており、

(2)・ サービ

【評価の視点】
・お客様満足度調査等による加入者の意見

ニーズの把握
・申請書等の様式やバンフレットの改善
ど、サービス向上の取組みはどうか。
保険給付等の迅速な支払、保険証の迅速な

【目標指標】
・職務外給付の受付から振込までの日数 :

姜日以内 (サービススタンダー ド)

・サービススタンダードの達成率 :100%
・資格情報取得から保険証の送付までの平均日

】
足度
らの苦情・意見の件数とその内容

く事業報告 (概要)>

<前頁からの続き>

【サービススタンダー ド】
・サービススタンダー ドの達成率 (10営業日以内に振込むことができた割合)は、24年度全体では999%であり、24年 8月 、12月 及び25年 1月 以外は毎月100%を 達成しました。また、平均所要
日数は604日 でした。
・保険証の発行に要する日数についても、24年 度の平均は200日 (疾病任意継統被保険者分は232日 )であり、日標指標である3営業日以内を達成しました。

【苦情・意見等】
。苦情 :7件 (23年度 1件) 6件増加  (例 :傷病手当金の審査事務において、医師照会をしているため決定に時間がかかつていることに対するもの等)

・ご意見・ご提案 :5件 (23年度0件) 5件増加  (例 :高額療養費等の申請を勧奨するのであれば、返信用封簡を入れるべき等)

。お礼・お褒めの言葉 :1件 (23年度0件 ) 1件 増加 (52年間船員保険でお世話になり、今回無事に国保加入の手続きができた)

<自 己評価>

<前頁からの続き>

・サービススタンダー ドの達成率については、100%には満たなかつたものの999%を
達成することができました。また、平均所要日数については、昨年より1日 以上短縮し
た上で、日標を達成することができましたが、さらに申請書の審査 。支払の進捗状況
の管理方法の見直しを進め、一層の向上に努めています。なお、保険証の迅速な交付
についても、積極的に取り組み、平均所要日数に関し目標を達成することができまし
た。



※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D
基準】 S:日 標を大幅に ている A:日 標を上回つている B:目 標を概ね達成している C:目標をやや下回つている D:目標を下回つており、大幅な

【評価の視点】
限度額適用認定証を申請すれば高額療養

臓が現物化されることなど高額療養費制度
こついて周知を図つているか。
未申請者に対し、支給申請の勧奨を行っ

ているか。

<事業報告 (概要)>

限度額適用認定証の提示により高額療養費が現物給付されることについて説明したリーフレッ卜を作成・配布し、現物給付による支給手続きの簡素化を推進しました。

雖
高額療養費の未申請者の方には、請求月等の内容を記載した高額療養費支給申請書を送付することにより支給申請の勧奨を実施しました。

(21年 11月 ～22年 3月 分 )

(22年 4月 ～23年 10月 分)

※高額療養費制度の周知実績

【制度周知用リーフレットの配布実績】
24年  5月 :船舶所有者に配布することにより、加入者へ周知。 (約 4,200枚 )

24年 11月 :加入者へ配布。 (約2,800枚 )

【その他】
24年 10月 :ホームページ (船 員保険マンスリー)に広報記事を掲載。

I暑:II言 認定証に関する広報について積極的に取り組んだ」LT是偽面
「進んだと思われ、その結果として、24年度においては、高額療養費の現物給

付分は対前年比で件数が10_0%増 、金額が98%増 となつたのに対し、現金給
け分は件数が235%減、金額が34.596減 となつたところであり、25年度にお
いても取組みを継続していきます。

。また、高額療養費の支給申請の勧奨については、対象受診月から勧奨まで
の期間の短縮を図り、サービスの向上に努めました。 (24年度実績 :22年 4月

診療分から23年 10月 診療分まで (19か 月分)の勧奨を行いました。)

<委員ご意見>

0利用者の利便性を高めるための限度額適用認定証 (現物化)の発行件数の
10%増加をはじめ、周知活動を積極的に行つたことを評価する。

O引 き続き、労使団体とも連携しながら、周知活動の取組みを進めるべき。

O適正な保険給付の維持による財務基盤強化を図ることに併せ、加入者メ
リットを周知し勧奨することは、健全な保険事業運営を志向することと考え
る。

O病院側の対応によっても内容が異なってくると思われる。

O高額療養費制度の周知に積極的に取組んでいる状況がうかがわれる。

<最終評価> A'

●高額療養貴制度の周知を行うことで、限度額適用認定証の発行が増加 し、
支給手続きの簡素化に繋がったことは評価できる。また、加入者及びその家
族にとっても、高額療養貴の現物給付化の果たす意義は大きいものであるこ
とから、今後もなお―層の周知普及活動に努められたい。
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※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D
【判定基準】 S:日 標を大幅に上回ってい 標を上回つている B:目 標を概ね達成している C:日 標をやや下回つている Dl目 標 下回つており、大幅な改善が必要

【評価の視点】
無資格受診の防止や、高齢者医療費拠出

金負担の適正化を図るため、日本年金機
との連携のもと、船舶所有者等の協力を
つ、的確に行つているか。

く事業報告 (概要)>

保険給付や高齢者医療制度への拠出金等を適正なものとするため、被扶養者資格の再確認を船舶所有者の協力を得て実施しました。
被扶養者であった方が就職などにより勤務先で健康保険等に加入した場合の資格喪失の届出が未提出 (二重加入)と なってないかを重点的に確認し、

これを適正に処理しました。
なお、平成25年度においても引き続き実施することとしており、平成25年 3月 に船舶所有者に事前案内を行つています。

【実施日】
・被扶養者状況リストの発送 :平成24年 5月
・被扶養者状況リストの再送付 (再依頼):平成24年 7月

【送付対象数】
・送付対象事業所数 :4,202件 (対象被扶養者数 :40,326人 )

【被扶養者状況リスト提出状況】
・提出船舶所有者件数 :3,337件 (送付対象船舶所有者数の約91%)
【被扶養者資格の再確認による扶養解除数および解除理由】
・扶養解除数 :423人
・扶養解除理由 :就職 (約 75%)、 収入超過 (約 12%)、 結婚・離婚等 (約 5%)、 死亡 (約2%)等
【財政効果】
・高齢者医療制度への支援金等は約2,500万 円軽減される見込み。

届出漏れが確認された者については、

・平成23年度においては東日本大震災の影響により実施できなかつたことか
ら、船員保険の運営が全国健康保険協会に移つてからは初めての取組みとし
て、被扶養者の資格確認を行うことができました。

・実施にあたっては、事前に、船舶所有者へ直接チラシを送付するととも
こ、関係団体の広報誌やHPに も記事を掲載し、協力を依頼したほか、被扶養

況リストを送付した後にも関係団体の広報誌や協会ホームページに再度
を掲載し、再協力の依頼を行うなど、円滑な実施に向け、きめ細かな取
を行つています。

このような取組みを行つたこと等により、約91%の船舶所有者から被扶養
状況リストの提出があり、資格がない方に対する保険給付が行われること
防止及び高齢者医療制度への支援金等の軽減による被保険者や船舶所有者
保険料負担への軽減にもつながるなど、着実な成果があがりました。

・25年度は、24年度の実施状況等を踏まえて、被扶養者状況リストの提出割
等がさらに高まるよう努めていきます。

く委員ご意見>

有者から高い回収率で提出を得たことを評価する。引き続き日本年
金機構と連携し、かつ、保険財政上 (保険料負担)のメリット等も事業主の
理解を促しつつ、取組むべきである。

扶養者状況リストの回収率が約91%で あることを多とする。

扶養者状況リスト未提出の船舶所有者に関する時系列での提出状況調査
づく対策も有効であると思われる。

雇用者 (企業側 )、 加入者、被扶養者等々、複雑な問題が多いと思われ

保険の運営が全国健康保険協会に移つてからの初めての被扶養者資格
の再確認に取組んだことを評価したい 船舶所有者の約91%か ら被扶養者状況
リストの提出をうけて、その再確認を行うなど着実な取り組みが認められ
る。薇扶養者資格の解除件数も相対的に多いが、今後の活動による成果を期
待したい。

有者からの被扶養者状況リストの回収率が約91%と なつたことにつ
てヽは評価できるものである。引き続き被扶養者資格の再確認の取組みを推

進されたい。

|

|・

|



※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ BoC・ D
こ上回つている A:日 標を上回つている B やや下回つている D:日 標を下回つており、大幅

【評価の視点】
査定事例の集約・共有化、自動点

の効果的活用等により、レセプト点検の
果的な推進のための取組みを行つている

【目標指標】
・被保険者1人当たり内容点検効果額 :23

(た だし、24年3月 から社会
負診療報酬支払基
こおいてもシステムの改善による
がなされているため、数値による
は難しいことに留意。)

・被保険者1人当たり資格点検効果額
・被保険者1人 当たり外傷点検効果額

レセプト点検に係る知識・技術を取得するための実務研修会を実施したほか、審査医師 篠)を含めた打ち合わせにおいて査定事例に関する情報の共有化を行う等レセプト点検の効果的な推
に努めました。日標指標としている内容点検の被保険者一人当たりの効果額は、前年度と比べ増加しました。
(※ 保険者に医学的な助言等を行なう医師)

被保険者一人当たり効果額 (( )内は23年 度の数値)

【目標指標】 内容点検効果額 1,732円 (1,244円 )

【検証指標】 資格点検効果額 1,073円 (1,638円 )

外傷点検効果額  588円  (606円 )

・支払基金による点検充実化が実施されている中、協会けんぽめ
証を全担当職員で行い、その分析・検討結果を取りまとめて共有する月
により、前年度と比べ内容点検効果額を向上させることができました。
また、点検員の質の向上を図るため、協会けんぼで実施している実務研修
の職員の多加を促し、一人ひとりの技量の充実を図つています。

・25年度は点検員を1名増員して効果額の向上を図るとともに、協会けんぼ
で実績を上げているレセプトの自動点検機能の導入に向け、システム改修の
可能性についても検討を進める予定であり、効率的な点検体制の構築に努め
いきます。

<委員ご意見>

定事例の共有化の取組みなどによ り、内容点検効果額が向上 したことを
る。

員の研修機会を引き続き確保し、点検技術のノウハウが蓄積されるよ
う努めるべきである。

レセプ ト点検の作業等に職員の動員・活用による取組みをしていることが

行している健康保険の研修への参加など、ノウハウの共有が図れている
ことがうかがえる。

な点検作業の充実を図り、前進的対応に努力されている結果は必ず数

レセプト点検の効果的な推進のため、査定事例の共有化の取組み等によ
り、内容点検効果額が上昇したことについては評価できるものである。今後
も引き続き、ノウハウの共有化等、点検員の質の向上を図るよう取組まれた



評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D
定 S:日 標を大幅に上回っている 上回っている 日 :目標を概ね達成している C:日標をやや下回っている D 目標を下回つており、大幅な改

【評価の視点】
債権の発生を抑制するために、加入者資
を喪失した者の保険証の早期回収に努め
いるか。
発生した債権については、文書や電話に
る催告や支払督促等の一連の手続きによ

り早期かつ確実な回収に努めているか。

<事業報告 (概要)>

無資格受診等の事由による債権を発生させないよう、被保険者や被扶養者の資格を喪失され
な発模農墨お豊鏡繁電絶奨磐昌役た婆蕊場せたF日

本年金機構から催告を行い、その後も返却さ
れていない方に対して船員保険部において再度文書を送付するなどの取組みを行い、無効とな

`また、発生した債権については、文書や電話による催告を行ったほか、支払督促等の実施などにより債権の回収の強化に努めました。

24年度保険証回収率 (( )内は23年度の数値)

957%(952%)

・保険証を返却されていない方への返却依頼の文書の送付につい
遅滞なく実施できました。

。また、日本年金機構から納入告知書を送付する際及び船員保険部から被扶
リス トを送付する際に、保険証の早期回収への協力依頼のチラシ

を同封するとともに、関係団体の広報誌や協会ホームページに保険証の早期
回収の記事を掲載し、船舶所有者及び加入者に対し保険証の早期回収への協
力依頼の周知徹底に努めるなど、きめ細かな取組みを推進しました。

・上記の取組み等により、平成24年度の保険証の回収率は957%と なり、わ
ヂかながらですが平成23年度の回収率を上回る結果となっています。

・債権の回収については、新規発生債権の早期回収に重点をおき、これまで
つてきた文書による催告と並行して電話による催告を行うよう工夫しまし

。また、24年度には初の試みとして、再三の返納金催告にもかかわらず全く
反応が見られない高額債務者に対し、法的手続きによる回収 (支払督促)を 3

件実施したところ、一定の効果があつたことから、25年度についても引き続
き実施していきます。

<委員ご意見>

実績を上回ったことや取組みの工夫を評価する。

収について、新規発生債権に早期対応 していることを評価する。

O過去を反省し修正している協会の業務実績に悪く考えていた政治家や事業
主、また、多くの加入者も満足度が高くなつてきている。息切れのないよう

0被保険者証の早期回収に努めていることを評価 したい。また、法的手続き
による回収にはじめて踏み切つたことも保険者機能の積極的な発揮として評
価できる。

●債券発生抑制及び早期回収のために、文書送付や電話による催告等の工夫
した取組みを行うことにより、23年度の実績を上回る結果となったことにつ
いては、評価できるものである。今後も引き続き、更なる回収率の向上に取

まれたい。
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※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D
基準】 S:日 標を大幅に上回つている A 上回 ってい 達成している C:目 標をやや下回つている D: 下回っており、大幅な改善が必要

【評価の視点】
船員労働の特殊性を踏まえたサービスの向上

るよう、特定健康診査及び特定保健指導を
として、保健事業の効果的な推進を図って

るヽか。
加入者が受診しやすいように、

及び特定保健指導の外部委託実施機関の拡大を

【目標指標】
・特定健康診査実施率

:被保険者41796、 被扶養者293%
・船員手帳データ取込率 :20%
・特定保健指導実施率

:被保険者150%、 被扶養者150%

く事業報告 (概要)>

船員保険においては、他の保険者 (健康保険組合や共済組合)に比べて規模の小さい事業所が多く、かつ広い地域に点在していることや乗船中の船員との接触がとりにくいことなどから、
率的な健診の受診勧奨や特定保健指導の実施が難しいという事情があり、特定健診及び特定保健指導の実施率はともに目標を下回つています。

24年度においても、引き続き、被保険者を対象とした生活習慣病予防健診について、船の入出港に合わせた時間帯での健診車による健診や予約なしでの健診など、船員労働の特殊性に配慮
した健診を実施しました。
また、地方運輸局長指定の船員手帳健診指定医療機関に対して船員保険の生活習慣病予防健診委託契約の締結を働きかけ、その実施機関の拡充を図るとともに、特定保健指導の外部委託機
の拡大を図ることで、利用者の利便性を高める等の取組みを推進しました。

被扶姜者を対象とした特定健診については、市町村が実施するがん検診との同時受診に関する広報や特定保健指導の利用者負担額の軽減等の取組みを推進しました。

奮覚:管質妻電房翼罷績焉暑糖豫譲署燿鷲写2彙籠量高I燿呂it見叢君雰李辱奪辱2t言電「 曇畜幕言差葦在禁:お :犀Lぞ瞳子学菅蓄喬管努竺爾腎電越調修讐課嘆記:轟ξl轟轟獣典品島麦

24年度特定健康診査実施率 (( )内は23年度の数値)

被保険者 351%(33.8%) 、被扶養者 88%(88%)                                         ′

24年度特定保健指導実施率 (( )内は23年度の数値)

被保険者  5396(5596) 、被扶養者 04%(04%)
船員手帳データ取込率 196%(23年度)→ 24年度 (25年 8月 末現在)は 10月 上旬判明予定。
被保険者健診実施機関      126(23年度)→ 137(24年度)

被保険者特定保健指導実施機関  8(23年 度)→ 37(24年度)

※被扶養者の特定健診、特定保健指導については、集合契約の締結により全国約5万 の健診実施機関及び全国約1万の特定保健指導実施機関において受診可能となっています。

保健事業の実施に当たつては、特定健診及び特定保健指導の実施率の引上
に向けて、健診等の実施機関の拡大、広報活動の強化、受診手続きの簡素
、及び被扶養者特定保健指導の利用者負担額の軽減等の取組みを推進し、

な事業展開を図りました。

・被保険者の健診実施率については、平成21年度から23年度までの3年間は
|%未満の増加 (21年度 330%→ 22年度 337%→ 23年度 33896)です
が、平成24年度においては、被保険者の受診券の事前交付申請手続きを廃止
し、年度初めに受診対象者全員の受診券を交付することにより、前年比1396
の増加となり、一定の改善が見られました。

・被保険者特定保健指導実施機関については、健診事業の運営を委託してい
る船員保険会以外の契約健診実施機関にも拡大し、契約健診実施機関で健診
を受診する方の利便性を向上させることができましたが、被扶養者健診受診
率及び特定保健指導実施率については、前年度と同程度の水準にとどまりま
した。

・ 24年度において、地方運輸局長指定の船員手帳健診指定医療機関に対し、
船員保険の生活習慣病予防健診機関となるよう、幅広く働きかけたことによ
り、平成25年度においては、健診実施機関及び特定保健指導実施機関を大幅
に増やすことができたところであり、25年度の健診実施率及び保健指導実施

が期待されます。

特定健鯵実施率、保健指導実施率は、ともに日標に達 していないが、被保険者の健診率は、改
られることは評価できる。特に船員手帳データー取込率は、19696と 目標20%に近いため、こ
率の目幅 と実績 を引き上げて、全体 としての健診実施率を弓|き 上げるべき。

腋保険者の保健指導実施率は、改善が見 られない。船員という困難な事情はあるため、特段のエ
必要になる。

臓扶養者については、健診実施率、保健指導実施率ともに改善が見 られない。「協会けんぼ」と
に、市町村のがん検診 と同時実施や、独自検診等の取組み を拡大す るなど、いつそ う強化・工夫
きである。

の就業と労働の特殊性に対応するとともに、全国に所在する船舶所有者と加入者に対して
を執っていることから、事業運営に必要な工夫をしているものと受け止められる。

員労働の特殊性に配慮した健診、利用者の利便性を高める取組みは有用と考える。今後は
と同様、受診構造の明確化が重要。

人間、目立った疾病意餞がないと健診に積極でないようであり特に金額が高い健診は尚更である。
員の場合は労働時間に左右される事も大であるうから広報活動強化を怠る事のないように。

め事前手続きを簡略化するなどの対応を講じたことは望ましいことで
の工夫を期待したい。被扶養者の受診率がきわめて低い原因等を精査り、さらに受診率向上のための工夫を期待したい。被扶養者の受診率がきわめて低い原因等を精査

し、保健事業をさらに推進していくことが望まれる。

く委員ご意見>

実施率向上のため、船員労働の特殊性に配慮した取組みを行つたところ、
保険者の健診率は、前年度を上回つたが、被扶養者は前年と同率であつ
。これについては国が定めた健診実施率等の達成目標 (参酌標準)よ りも
い日標を協会で設定したにも関わらず、その目標も達成できていない状況

である。このため、今後は、実施率の低きの原因を詳細に分析するととも
に、モデル事業の成果や業績評価検討会各委員の意見及び他の医療保険者の
保健事業の実績や手法も参考にしつつ、国全体の日標に近づけるよう、更な
る努力を行うことが必要である。



※・評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D
準】 S:目 標を大幅に上回っている A 目標 上回つている B:目 標を概ね達成している Ci目 標をやや下回つている D 標を下回つており、大幅な改 が必要

【評価の視点】
外部委託業者のノウハウを活用し、
広報を通じて、加入者の健康に対する意
を高めるなど、健診受診率や特定保健指

率の向上を図つているか。

事業報告 (概要)>

24年度の特定健診・特定保健指導の実施率向上を目的に、以下の取組みを推進しました。

【適切な広報を通じた、実施率の向上を図るための取組み】
船員保険部で使用する封筒の裏面を活用した広報を通年で実施したほか、医療費通知や被扶養者資格の再確認実施時における健診に関するチラシの同封や船舶関係団体等のご協力の下、

「船員ほけん」、「船員しんぶん」等の機関誌を活用した広報に取り組むなど、多角的に広報を実施しました。また、生活習慣病予防健診 (被保険者)及 び特宇健診 (柏様著者)井まだJ瞼員ほけん」、 I船員しんぶん」等の機関講を活用した広報に取り組むなど、多角的に広報を実施しました。また、生活習慣病予防健診 (被保険者)及び特定健診 (被扶養者)をまだ年度
こ受診されていない方を対象とした広報を、11月 に船舶所有者を通じて実施しました。 (未受診勧奨船舶所有者3,685)

【健康に対する意識の向上を図るための取組み】
労使関係団体の研修会等に保健師等を派遣することによる出前健康講座の実施、健診結果にあわせた生活習慣の改善等についての健康情報を記載した冊子の送付等、被保険者の健康に対す
意識を向上させるための取組みを実施しました。

【受診券申請手続きの省略による手続きの簡素化】
被保険者への受診券の事前交付申請手続きを廃上し、年度初めに船舶所有者に対して健診案内のパンフレット等を送付する際に、あらかじめ生活習慣病予防健診の対象となる者全員の受診

事を交付することとし、受診手続きの簡素化を行つています。

【被扶養者の特定保健指導の利用者負担額の軽減】
被扶養者に対する特定保健指導 (動機付け支援及び積極的支援)にかかる保険者負担の上限額をそれぞれ弓lき上げることにより、利用者の負担額を軽減しました。 (※集合契約A機関の場
やは無料)

【市町村が実施するがん検診との同時受診に関する広報の実施】
年度初めに船舶所有者を通じて被扶養者の特定健診受診券等を配布する際に、市町村が実施するがん検診についても、特定健診と同時に受診できる場合がある旨の広報を行つています。

【船員手帳の健康証明書の写しの取得】
7月 に船舶所有者3,728に前年度に生活習慣病予防健診が未受診である方の船員手帳健康証明書の写しのご提出を依頼しました。また、船舶関係団体等に広報のご協力をいただきました。

く自己評価>

特定健康診査及び特定保健指導実施率向上のため、実施機関は
強化、手続きの簡略化、及び被扶養者特定保健指導の利用者負担額の
の取組みを推進することにより、実施率の向上に努めました。

この結果、被保険者の健診実施率については、一定の効果が得られ、特
、35～ 39歳 の特定健康診査の対象外である若い世代の健診実施率が40歳以

上の健診実施率に比べ高い増加率となりましたが、総体としては、特定健診
及び特定保健指導の実施率の大幅な改善を達成することは依然としてできて
いません。
24年度被保険者健診実施率 (( )内は23年度の数値 )

35～ 39歳 426%(401%) 、40～74歳 351%(338%)

。なお、24年度においては、25年度から、低水準にとどまつている被扶養者
の健診実施率向上のための取組みを実施するに当たり、新たな健診機関との

モ電機里3塩群 菱1嘉懲勤淵 皇萬喜逸将し纏i野盟
。
2異墨講蜆

な取組みを踏まえたチラシを同封し、加入者及び船舶所有者に日知広報を
つています。
これまで被保険者のみに実施していた生活習慣病予防健診を希望する被扶

卜者についても受診可能とし、健診内容の充実 1ヒ を図つています。
)特定健康診査の保険者負担の上限額の引き上げにより利用者負担額を軽減
(※集合契約A機関の場合は無料)し ました。
)年度当初に送付する受診券を自宅 (被保険者登録住所)へ直送 しました。
(今後、年度途中の未受診者への勧奨も自宅へ送付する予定。 )

員組合の「船員しんぶん」での広報活動、研修会等での出前健康講座な
使の取り組みは重要であり、引き続き積極的な広報を実施すべきであ
また、被保険者の健診・保健指導促進に向けた取組みは、一定程度評価

0今後の課題は、被扶養者の実施率引き上げの取組みである。

O被保険者との接点を多くするための対処策を講じていることが窺える。

040歳 台以上の被保険者より30歳台の若者が健診率が良くなってきている事
は大変結構な事である。

受診率の向上は必ずしも著しくはないが、保険者としてきまざまな創意エ
をして対応策を講じていることを岬価したい。事業主や検診機関とのいっ
うの連携強化が望まれる。

<委員ご意見>

●特定健康診査及び特定保健指導の実施率向上のため、種々の取組みを行つ
ているが、日様を達成するまでには至っていない。このため、今後は、実施
率の低きの原因を辞細に分析するとともに、モデル事業の成果や他の医療保
険者の保健事業の実績や手法も参考にして、被保険者 。被扶養者ともに国全
体の目様に実施率をを引き上げるための方策について検討するとともに、事
業主や健診機関との連携強化を更に推進するなど、更なる努力を行うことが
必要である。

|

|

|

|
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|



※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D
【判定基準】 S:目 標を大幅に上回ってい A:目 標を上 つている 日 :日 標を概ね達成 している C:日 標をやや下回つている D 下回つており、大幅な改善が必要

【評価の視点】
加入者一人ひとりの健康増進を図るた
、平成23年度より実施している「船員保
生涯健康生活支援事業」を平成24年度に
いても引き続き実施することとしている

「個人の加入者の健康状況に応 じたオニ

ダーメイ ドの情報提供」、
「健康増進を図るための普及啓発素材の作
た。配布」、
「レセプトデータ及び健診データ等を活
した調査研究」
といつた取組みを実施できているか。

事業報告 (概要)>

入者一人ひとりの健康増進を図ることを目的とした「船員保険生涯健康生活支援事業」を以下のとおり実施しました。

【個人の加入者の健康状況に応じたオーダーメイドの情報提供】
平成24年 1月 から平成24年 12月 までに生活習慣病予防健診を受診した被保険者の一人ひとり健康状況に応じた情報提供冊子を作成し配布しました。 (約 16,000部 )

【健康増進を図るための普及啓発素材の作成、配布】
船舶内の食事をテーマに取り上げた小冊子「健康を守る食生活のポイント」を作成し、被保険者及び船舶所有者に配布しました。 (約 65,000部 )

【出前健康講座の実施】
船員労使団体からの依頼を受け、船員労使団体が主催する研修会に保健師を講師として派遣しました。 (2回 実施)

【レセプトデータ及び健診データ等を活用した調査研究】
今後の健康づくりの取組み等の検討に役立てるため、レセプトデータ等を活用し、加入者の医療費の傾向や平成23年度にオーダーメイドの情報提供冊子を受け取られた方のその後の受診行
について調査研究を実施しました。

I量二]IIィ ドの情報提供 (個 々人の健診結果に応じて健康i4野Ff単雨
を提供)においては、情報提供冊子の送付者に対するアンケート調査によれ
ば、情報提供冊子を読んだ後に健診結果や生活習慣に対する意識の変化があ
り、生活習慣の改善に取り組む意思を見せた方が約9割にのばつています。
また、2年連続で情報提供冊子を受取られた方の約半数が医療機関への受診

や生活習慣の見直しなどの取組みを行つていることが確認できました。これ
らのことから、当該取組みは一定の成果を挙げたものと考えています。

の食事をテーマとする普及啓発素材の作成・配布に当たつては、関
ら情報収集するとともに、船員の方に調理を教えている方に直接取

するなどの方法により、船員の視点や実態に沿つた普及啓発素材を作成
し、船員の健康増進に努めました。

・出前健康講座においては、船員保険加入者 (実際に船舶に乗り組む運航管
里者や乗組員など)に健康について学習する機会を設け、生活改善や生活習
貫病予防などをテーマとした講義を行い、疾病の予防や生涯にわたり健康生

れるように支援に努めました。

レセプトデータ等を活用した調査研究においては、今後の健康づくり事業
こ資するための加入者の医療費の傾向の把握に努めました。

委員ご意見>

加入者へのオーダーメイドの「情報提供冊子」は、自分がどのような健康
態にあるのかということを把握することになり、健診促進に繋がると思う
で、これらの取組みは評価できる。

労使団体の研修会への保健師派遣による出前健康講座の実施など、被
への働きかけも含めて、労使との連携をさらに積極的に取組むべきで

オーダーメイドの情報提供に関する事後調査による被保険者の受診行動の
査研究は、当該施策の効果測定にとどまらず、船舶保険事業の運営に資す
実証的情報になると考えられる。

)定期的に生活習慣病等の検査 (健診)をする事の広報活動が大切。事業主
こ対しては特に健康保険義務化を徹底させる指導も願いたい。

)業種や被保険者の就労態様の特性にあわせた数々の取組みを高く評価した
。ヽこうした活動を持続していくことを期待する。

●オーダーメィドの情報提供冊子の配布については、健診実施率を向上させ
ための取組みとして有効な手段である。また、同時に船員労使団体との連

ついても重要であることから、密接な連携協力が図られるよう、引き続
き取組まれたい。



※ 評価欄の判定基準は、 S・ A・ B・ C・ D
S:日 標を大幅に上回っている A:日 標を上回つている B:日 標を概ね達成している C:目 標をやや下回つている D 標を下回つており、大幅な改善が必要

無線医療助言事業の運営及び洋上救急医
の援護を行うなど、船員労働の特殊性を
まえ、福祉事業の着実な実施を図つてし
か 。

<事業報告 (概要)>

船員労働の特殊性を踏まえ、無線医療助言事業、洋上救急医療援護事業、保養事業等について、蓄積されたノウハウを有する一般財団法人船員保険会、公益社団法人日本水難救済会に業務
を委託し実施することにより、円滑な事業運営、加入者の生命の安全の確保及び福利厚生の向上に努めました。

また、保養事業に関しては、厚生労働省保険局の「船員保険制度に関する懇談会」において船員保険福祉センターの取扱いが示され、4カ 所ある船員保険福祉センターのうち、1カ 所は船員
険福祉センターとしての存続に向けた売却手続きを進め、3カ 所は廃止することとされた一方で、今後は時代背景や船員ニーズの変化等を踏まえ、より多くの船員保険関係者が利用可能な
新たな福祉事業」の創設について、被保険者及び船舶所有者の意見を伺いながら、協会において検討を行うこととされました。このため、協会では、船員保険関係者で構成する保健福祉事
のあり方に関する検討作業チームにおいて、具体化に向けた検討を開始しました。

<自 己評価>

・航海中において乗組員の中に病気やけが人が発生した場合に、
処置の助言や指示が受けられる無線医療助言事業や医師による緊急の加療
必要な場合に医師等を海上保安庁の巡視船等により急送する洋上救急医療
護事業など、船員労働の特殊性を踏まえた福祉事業についての着実な実施
努めま した。

・無線医療助言事業については、船員保険病院において実施されているが、
この船員保険病院の運営主体が平成26年4月 に変更される予定であり、平成24
年度においては、事業が円滑に継続実施されるよう関係団体との調整や新た
なシステム構築の準備作業等を着実に進めることができました。

・保養事業については、これまでの取組みに加え、24年9月 、「船員保険制度
こ関する懇談会」において、4つの船員保険福祉センターの取扱いととも
に、「より多くの船員保険関係者が利用可能な『新たな福祉事業』の創設に
ついて、被保険者及び船舶所有者の意見を伺いながら、協会において検討を
進める」とされたことを踏まえて、船員保険労使団体の代表から成るワーキ
ングを開催し、新たな福祉事業の具体化に向けた検討作業に着手しました。

く委員ご意見>

者の意見に十分配慮 して引き続き取組みを進めるべきである。

祉事業について、時代環境や船員ニーズの変化等を踏まえた見直しは今
的確な事業運営のために有意義である。

が異なる人々に健診の重要性を理解させる難しさはあるが、協会から
指導を強 く希望する。

他の関係団体への業務委託や協力を得て、船員労働の特性を踏まえた福祉
集を展開しており、船員保険の保険者としての新たな活動ともいえる。今
展開を期待 したい。

●福祉事業の着実な実施に向け、被保険者の意見に十分配慮しつつ、ニーズ
を踏まえた見直しを行うことが必要である。



全国健康保険協会の業績に関する評価 (組織運営及び業務改革 )

※ 評価欄の判定基準は、s・ A・ B・ C・ D
】 S:目 標を大幅に上回つている A:日 を上回っている B:日 標 している C:目 標をやや下回つている D:日 標を下回つてお 改善が必要

23年度における新しい業務プロセスを踏
えたシステムの要件定義を受けて、24年
から、段階的に新システムの設計及び構
を進めているか。

く事業報告 (概要)>

現行システムについては、劣化に伴うトラブルを回避する必要があるとともに、大量デー
宅状撃写夕

応しきれていないことや、大量の紙を使用する事務処理となつていることから、
年度における要件定義を受けて、24年度から段階的に新システムの設計及び構築を実施し¬

基盤 (ハー ドウェア)導入業務については、24年 7月 に―般競争入札 (総合評価落札方式)を実施、最終的に3月 に受託事業者を決定し、基本設計を終えた後、25年 1月 から詳細設

を開始しました。また、24年 12月 には、2箇所のデータセンターの調達を実施しています。

アプリケーション設計・開発業務については、8月 に入札公告を実施したが、入札が不調となったことから、これらの要因等を踏まえつつ、仕様の見直しを行い、25年 1月 の意見招

を経て、同年2月 に再度入札公告を実施しました。

※アプリケーションall・ 開発業務については、再度入札公告を実施することとなりま
、女亀課瑠Pぶ

=ミ
紺 電臨銀議錨赫斯摘費

結果、
問題なく受託事業者を決定しています。 (25年 5月 )今後予定される各種調達について
着実に設計・構築等を実施していきます。

なりましたが、事業者が応札しやすいよう業務領域を分割するなどのエ
行つた結果、受託事業者を決定しています。 (25年 5月 )今後予定される
調達についても、適切かつ迅速に進め、予定している26年度の新システ

こ向け、着実に設計・構築等を実施していきます。

<量

量]ll務 については、受託事業者から遺次や月次での進捗I現メ
を求め、スケジュール遅延等のリスクが見込まれる場合は対応策を求めを求め、スケジュール遅延等のリスクが見込まれる場合は対応策を求めるな
ど、プロジェクト管理を行つています。これまで基本設計・詳細設計工程に
おいては、スケジュール通り順調に進めることができました。
アプリケーション設計 。開発業務については、再度入札公告を実施するこ

ととなりましたが、事業者が応札しやすいよう業務領域を分割するなどのエ

委員ご意見>

後の制度改正を想定した設計・構築を行うよう努めるべきである。

管理職はもちろん全職員それぞれが業務内容意識を深く強く把握するた
であり、受託事業者に対しても理解をして頂く誠意さが必要である。

アプリケーション設計・開発業務について入札が不調となるなどの事態
が生じたが、その後、適切に対応しているものと判断する。

●新システムの設計及び構築を進めるにあたっては、今後の制度改正を念
こ置きつつ、適切かつ着実な設計 。構築を行われたい。



※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D
【判定基準 S:目 標を大幅に上回つている A 上 回 っ て い を概ね してい 標 をやや 回つている D:目 標を下回つており、大幅な改善が必要

協会の組織・人事制度運営にあたって
、以下の観点から適切に運営し、必要に
じて改革を図つているか。

・本部と支部の支援関係及びガバナンス、
部内部門間の連携強化

・実績や能力本位の人事の推進
・協会の理念を実践できる組織風土の定着
・コンプライアンス、個人情報保護等の徹

・リスク管理

【検証指標】
・「事務処理誤り」発生件数

<事業報告 (概要)>

本部と支部の支援関係及びガバナンス、支部内部門間の連携強化
・支部長会議の開催 (9月 、 1月及び3月 )、 プロック会議 (全国6プ ロック)への本部役職員の出席等により本部と支部門の情報共有や意見交換を実施しました。
・運営委員会において運営委員と支部評議会議長との意見交換を実施し、また、支部の評議会へ役員が出席するなど、支部評議会との連携強化を図りました。
・協会全体の業績向上と支部門格差の縮小に向けて、レセプト点検等の業績や取組みが進んでいない支部を中心に、本部の役職員が随時に支部へ訪問し、

指導や意見交換を行つています。 (16支部)

・担当者レベルの会議 (総務、企画、レセプト、保健)を 開催し、指導の徹底と意見交換を実施しました。
・事務室が2カ 所に分散していた東京支部を 1カ 所 (1フ ロア)に統合し、支部内の部門間連携の強化を図りました。 (8月 )

・大阪支部の業務部を2部化 (10月 )へ組織を見直し、運営体制の強化を図りました。

績や能力本位の人事の推進
・幅広く労務管理を行う必要がある管理職員については、評価内容及び着眼点を具体的に記述し、より実態に即した評価項目とする等、人事評価要領の改正を行い

上期の実績評価から運用を開始しました。
・適材適所、人材育成、組織活性1ヒ を目的として、 10月 に全国規模の人事異動・配置換 (転出入183名 、全体577名 )を実施しました。
・人事制度については「人事制度検討委員会」を設置し、協会の理念を実践できる人材を育てていくため、「期待する職員像」を検討し、「期待する職員づくり」

を基本とした制度づくりの検討を進めています。

を実践できる組織風土の定着
年度の節日となる4月 、10月 及び1月 に理事長から全職員に対してメッセージを発出し、協会のミッションや日標についての徹底を図りました。
協会の事業展開、取組みを支え、発展させることができる新たな組織風土の定着と職員の意識改革をさらに促すため、協会独自の人事制度を構築する人事制度改定について、
人事コンサルタントの支援を得ながら、検討しています。

<次頁に続く>

<自 己評価>

(1)本部と支部の支援関係及びガバナンス、
協会が組織目標を達成するためには、本部と支部、支都と支部が密接に連
し一体感を持つことが重要であり、役員や支部長をはじめ担当者レベルで
会議等の開催を通じて、日標の達成に向けて意思の共有が図られ、組織―
となつた取組みが行われたものと考えます。
また、協会設立当初より事務室が2か 所に分かれていた11支部の統合計画に

ついては、東京支部の統合を実施したことにより9支部が完了し、支部運営
の効率化、部門間の連携の強化が図られました。

(2)実績や能力本位の人事の推進
より的確な人事評価が行えるよう評価要領の改正を行うとともに、着実に

人事評価制度を運用しました。また、10月 に実施した全国規模の人事異動で
は、職員の約 1割が支部門で異動し、全体で約1/4の 職員が担当業務の配属換
えを実施したことにより、組織の活性化や人材育成に大きな効果をもたらし
ています。

(3)協会の理念を実践できる組織風土の定着
理事長のメッセージを節日において全職員へ発出し、協会が負うミッショ

ンや日様を随時に理解し、実践するよう徹底を図つたほか、職員の意識改革
と新たな事業展開と取組みを支えるための人事制度へ改定するため、コンサ
ルタントの支援を得ながら検討を進めています。

<次頁に続く>

保険者・加入者、事業主の声を直接受け止める支部とのつながりを重視
べきである。

広域人事異動が適材適所、人材育成、組織活性化につながるかどうかに
いては、適切な人事評価の確保が前提であることに留意すべきである。

職場のハラスメン ト対策を引き続き充実すべきである。

務処理誤 り発生件数が、前年度より増加しているため、その原因解明
と防止策を充実し、全職員で共有すべきである。

0人事異動による組織の活性化については、例えば経験知の交流やベンチ
マーク手法の実践という具体的な目的を設定して実施することが有効であ
ると考えられる。

<委員ご意見>

本部と支部との連携を強める努力を行つたことを評価する。引き続き、

<次項に続 く>

本部と支部間の連携強化に向けた取組み及び実績や能力本位の人事を推
したことについては、評価できる。しかしながら、事務処理誤り発生件
が23年 度と比較して大きく増加していることについては、事務処理誤り

原因を分析し、その対応策について、協会全体で情報共有することに
り、事務処理誤 りを生じさせない取組みが必要である。



評価欄の判定基準は、S・ A・ BoC・ D
S 標を大幅に上回つている を上回つてい 成している C:日 標をやや下回つている D:目 標を な改善が必要

協会の組織 。人事制度運営にあたって
、以下の観点から適切に運営し、必要に
じて改革を図つているか。

・本部と支部の支援関係及びガバナンス、
支部内部門間の連携強化
・実績や能力本位の人事の推進
・協会の理念を実践できる組織風土の定着
・コンプライアンス、個人情報保護等の徹

・ リスク管理

【検証指標】
・「事務処理誤り」発生件数

<事業報告 (概要)>

<前頁からの続き>

コンプライアンス、個人情報保護等の徹底

としたハラスメント防止研修を実施する等、積極的な防止対策に取り組みました。

。個人情報保護や情報セキュリテイについては、各種規程の連守やアクセス権限、パスワードの適切な管理等を徹底するため、個人情報の管理状況の点検を随時実施しました。

・加えて、企画総務担当者説明会をプロック別に実施し、ハラスメント、個人情報保護、情報セキュリティ等に関する留意事項を説明し、周知徹底を図りました。
また、説明会に参加した職員が各支部において伝達研修を行うなど、コンプライアンス、個人情報管理、情報セキュリテイ対策の徹底を図りました。

リスク管理

I::][:iワ
スう各墓琶雷旱倉窪露葵逸尋管窃業9青青螢撃駐冨2牢塞旨題底負艘義塞サ安夕替鍾霞羅F2恙うた機馨窪尋査2チカF5員讐[馨霙洗τ:｀嘉たたぅ5車をhぷ言娼

く次買に続く>

・法令等規律の道守 (コ ンプライアンス)に ついては、職員に行動規範小冊子を配布し、常時携行させコンプライアンス基本方針、行動規範、法令違反通報制廣に対する意識の醸成を
図つています。24年度には本部コンプライアンス委員会を10月 と2月 に開催し、法令違反通報事業についての措置の決定及び報告等を行うとともに、セクシャルハラスメントの防止及
びパワーハラスメントの防止をテーマとして取り上げたコンプライアンス通信第3号・第4号を発行しました。また、セクハラ相談員を対象とした研修の実施や支部において全職員を対

職員に行動規範小冊子を常時携帯させるとともに、研修等の機会を通じて
ヨ知徹底、コンプライアンス通信の発行、さらに委員会の開催等により意
の醸成が図られています。また、ハラスメントの防止に重点を置いた、セ
ハラ相談員をはじめ全職員を対象とした研修の実施や、個人情報保護につ
てヽも新入職員採用時研修等により、徹底を図つています。

<自 己評価>

く前頁からの続き>

(4)コ ンプライアンス、個人情報保護の徹底

(5)リ スク管理
被災時の事業継続計画の策定に関する作業の進め方等について議論し、

「全国健康保険協会リスク管理規程」及び「危機管理マニュアル」の見直し
を行うなど、適切にリスク管理を実施しております。

く次頁に続く>

<委員ご意見>

<前項か らの続 き>

評価に書かれている通 りで各支部が自分たちの置かれている立場 を協会全体の目
遂行に一体感を持 つて当たる事。

支都間におけるコンプライアンスの差があり過ぎると思うところあり、相互に
を高めてもらいたい。

部によつては人材不足や指導不足、職域間の連携不足等々、本人たちの与えられた
のみを達成することのみに集中し過ぎるのも考え物である。

0保険者が公法人化 したことの特性を活か し、積極的かつ柔軟な組織・人事制度の運営
を図ることが望まれ る。特に協会けんぼで働 く職員たちが仕事に誇 りと面白さを感 じら
れるような組織風土の育成・定着に取 り組んで欲 しい。

〇公的医療保険の申核をなす保険者として、コンプライアンス、個人情報保護の徹底は
重要であり、またハラスメントの防止にも十分に留意することが望まれる。

0任意継続被保険者の資格記録 と保険料納付記録の処理に多数の誤 りが発生 したことに
ついては、誤 りの発生予防のための十分な対応がなされているものと思われ るが、誤 り
発生後の対応にも十分留意 されることが望まれる。



※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D

【評価の視点】
協会の組織・人事制度運営にあたって
、以下の観点から適切に運営し、必要に
じて改革を図つているか。

・本部と支部の支援関係及びガバナンス、

・実績や能力本位の人事の推進
・協会の理念を実践できる組織風土の定着
・コンプライアンス、個人情報保護等の徹

・ リスク管理

【検証指標】
「事務処理誤り」発生件数

<事業報告 (概要)>

<前頁からの続き>

事務処理誤り発生件致

。発生件数 :2,026件  (平成23年度 427件)  平成23年度比1,599件増加
※発生件数 :2,026件のうち、任意継続被保険者の資格記録と保険料納付la録について全支部で自主点検を行つた結果判明した1,430件 を含む。

・

[需要』禁[[言i鷺:[191堡8:li[:il僧彗:181骨
「 負であ魔撞雰堡1:翁縫たが:嬌峰樹懲ぶ君経ダ

存在しない記録が1,430件発生した原因としては、

ことによるものです。全支部に対して、事務処理方法について確認もれが発生しないよう改めて徹底しました。                          ・

・事務処理誤り発生件数の増加を踏まえ全支部が参加する業務改革会議において、事務処理の手順や確認項目を記した「事務処理手順書 (傷病手当金・高額療養費・療養費)」
並びに「申請書管理の手引」を作成し、事務処理誤りの発生防止に努めました。

・掲示板に毎月の事務処理誤りの事案の全件を掲載し、支部では事務処理誤り発生防止のための勉強会等を開催するとともに、自主点検を適宣実施し同様の事務処理誤りの
発生防止に努めました。

り発生件数 (船員保険)

・発生件数 :41件  (23年度 12件)  23年度比29件増加

<自 己評価>

<前頁からの続き>

23年度と比較すると1,599件増加しました。大幅に増加 した23年度と比較すると1,599件増加しました。大幅に増加 した要因は、支部で
自主点検により判明した任意継続被保険者の資格記録と保険料納付記録に
違があるためです。
【その他事務処理誤りの主なもの】

・適用及び綸付に関する誤り
23年度150件 ⇒ 24年度247件

・入力誤り
23年度 55件 ⇒ 24年度169件

発事した事務処理誤りについては、引き続き掲示板に掲載し、同様の事務
理誤りの発生防止に努めていきます。
また、今年度も昨年度に引き続き、全支部が参加する業務改革会議で「事
処理手順書 (健康保険任意継続・出産手当金)Jを作成し、事務処理誤り
発生防止に努めることとしています。
26年度に実施する業務・システム刷新においては、申請書のデータ化を外

部委託することとしており、これによリデータ品質の向上が図られ、入力誤
りは減少すると思われます。
船員保険の事務処理誤りに関しても、23年度より増加していますが、大部船員保険の事務処理誤 りに関しても、23年度より増加していますが、大部

分は入力誤 りや確認事項の見誤 り等の単純なミスであり、このような状況も
まえ24年度内には入力処理結果の確認 リス トを改善し、入カチェックを行
易ヽくする等の対策を講じることにより再発防止に努めています。

<委員ご意見>

S:目標を大幅に上回っている A 上回つている B:目 標を概ね達成している C: 目標をやや下回っている D:目 標を下回っており、



※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D
S:日 標を大幅に上回つている A:目 標を上回つている B:目 標を概ね達成している C: つている D:日標を下回つており、大幅な改善が必要

【評価の視点】
階層別・業務別研修の実施、eラ ーニング

の実施や通信教育の斡旋等による多様な研
修機会の確保により、人材育成の推進に取
り組んでいるか。

<事業報告 (概要)>

各階層に求められる役割についての理解と必要な能力の修得を目的とした階層別研修、各業務に必要な知識の習得、スキルのアップを目的とした業務別研修、支部の実情に応じた支
別研修を実施し、人材の育成・開発を推進しました。

階層別研修として、部長研修、グループ長研修、リーダー研修、スタッフ研修、既卒者採用時研修、新卒採用者研修等、9講座で計19回開催し、特に役員が協会のミッションや日
、業務・システム刷新の目的、それぞれの階層に期待すること等を直接研修生に講話する機会を設けるとともに、組織マネジメント、リーダーシップ、問題解決力等について研修を
いました。協会設立四年目を迎え、各職員には今まで以上に主体的な行動が求められることから、新たな目的に沿つて研修テーマの集約を行うとともに、特に若手職員に自らのキャ

リアビジョンを意識させることにより、具体的な目標を持って日々の仕事に取り組む姿勢を持つことができるようキャリア開発研修を行いました。

業務別研修については、業務基礎研修、統計分析研修、CS向 上研修、レセ(プ トスキルアップ研修、保健師研修等9講座で計18回開催し、各業務の特性に応じた内容及び形態で研修を
行いました。特に保健師を対象とした研修においては、保健師としてのスキル向上だけでなく、協会職員としての自党や意識の醸成を図ることを目的とした講座をカリキュラムに入れ
ました。またレセプトスキルアップ研修については、診療報酬改定説明を中心とした研修を医科・歯科計4回 実施したほか、全国を13プ ロックに分けて研修を行うプロック研修会やレ
セプト点検員全員が参加出来るよう支部単独研修会を実施する等、より多くの職員が受講できるようにしました。

24年度に新たにグループ長又はリーダー (専門職を含む。)へ登用された職員を対象として、それぞれに必要な知識の習得を目的とした研修をインターネットを介したoラ ーニング
ステムを活用した自主学習形式により実施しました。

職員の能力開発の機会を増やすため、自己啓発のための通信教育講座の斡旋を行い、24年 度は受講経費の一部を協会が負担する受講推奨講座の拡大を図つています。

階層別研修では、9講座で計19回開催し469名の職員が受講しました。ス
ッフ職以上の研修においては、協会のミッションを実現するための「創造

に発想を広げるための意識改革とスキル強化をポイントとして、実
的な演習を中心に各階層に必要なスキル (部長研修では、変革のビジョン
考え、これを組織に効果的に伝えるスキル等)の習得に繋げることができ

新たな役職に必要な基本的な知識の習得を効率的に行うため、e― ラーニン
グを活用し、87名 の新任者が役職に期待される役割、マネジメントに必要な

役職に対する心構え等の理解が図られました。

業務別研修は、9講座で計18回開催し780名 の職員が受講しました。特に保
腱師を対象とした研修においては、保健師としてのスキル向上だけではな
く、協会職員としての自党や意識の醸成を図ることを目的とした講座をカリ
ュラムに入れる等、内容の充実を図りました。

自己啓発を促進するための通信講座について、協会が推奨する講座数を拡
したこと等により、その申込者数は、23年度は170名 であつたのに比べ24年
は319名 に増加し、自己啓発に対する意識づくりの促進が図られています。

これら多様な研修機会の確保により、人材育成の推進に積極的に取組みま

<委員ご意見>

員研修については、充実した取組みを行つている。引き続き、協会の
を全職員が忘れないように研修を行つていくべき。

支部評議会の評議員の研修等を行い、支部評議員会の活性化に繋げる

やノルマを計画通 り実行することは大事であるが、職員全体の
こ努められる内容であつてもらいたい。

を全員が忘れずに研修を行つていただきたい。

事の効率化ばかりではなく、ゆとりのある職場作りも重要である。

人材育成の推進のため、職員研修についての様々な取組を積極的に行つ
ことは評価できる。

●各プロック研修については、各支部評議会評議員の研修についても実施
を検討されたい。



※ 評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D
【判定基準】 S:目 標を大幅に上回つている 上回 つてい B:目 標を概ね達成している C:日 標をやや下回つている D:目 標を下回つており が必要

【評価の視点】
地域の実情を踏まえつつ、よりよいサー

ビスの平準化を目指して、各支部の創意エ
を互いに提案・検討できる機会を設け、
体的な改善に取り組んでいるか。
業務の見直しに取り組んでいるか。

<事業報告 (概要)>

よりよいサービスの提供や事務処理の効率化等を目指し、平成21年度より全支部が参加し年度ごとにテーマを決め、支部で創意・工夫した取組みの好事例を検討する場として業務改革会議を開催
,ている。

平成24年度は、事務処理誤りの発生防止を目的として、事務処理の手順や確認項目を記した「事務処理手順書(療養費・高額療養費・傷病手当金)」 と、申請書等の紛失・処理遅延を防止するための
i理・点検を記した「申請書管理の手引」を作成し活用している。

平成21年度から、よりよいサービスの提供や事務処理の効率化等を目的
、全支部が参加して各支部で創意・工夫した取組みの好事例を共有し検討

する場として業務改革会議を開催 している。
平成 24年度は、事務処理誤 りの発生防止を目的として、事務処理の手順

や確認項目を記した「事務処理手順書 (療養費・高額療養費・傷病手当
金)」 、申請書等の紛失・処理遅延を防止するための管理 。点検を記した「申

管理の手引」を作成した。平成25年度についても、事務処理誤りの発
していることから、さらに「任意継続被保険者関連」及び「出

手当金」の手弓lの作成を行うこととしている。

委員ご意見>

プロック単位や各支部で協会の現状や好事例の紹介を行うべき。

なお、環境に配慮した事業所の取組みとして、IS0 14000の 取得につい
も検討してほしい。

Oこ こでいうサービスの"平準化"はそれ自体を目標とするのではな
く、"標準化"によってサービスの内容と質を維持向上して、結果として
平準化が実現するものであり、業務改革会議等による取組みに期待してい

業主及び担当している健康保険委員はもちろん被保険者たちも協会側
業務内容を理解してもらうよう企業側に研修を怠る事のないようにして
たヽだきたいと思う。

●各支部の創意工夫を互いに提案・検討する場として、業務改革会議は重
要なものであり、この中で出された内容について、本部支部は具体的な方
策を策定し業務改善に取組む必要があると考える。



評価欄の判定基準は、SoA・ BoC・ D
S:日 標を大幅に上回っている A:日 つている B:目 標を概ね達成している やや下回つている D:目 標 つており、大幅な改善が必要

判

【評価の視点】
平成22年度に策定された事務費削減計画

を踏まえ、サービス水準の確保に留意しつ
つも、経費の削減に努めているか。

【検証指標】
・保険給付担当職員の1人当たり給付

業務処理件数
・随意契約の割合 (件数)、 内訳
・コピー用紙等の消耗品の使用状況

<事業報告 (概要)>

:lil::li:::[::阜
ilili3言II:]]][[:ilii言[餃l]趣耗:i::::[暮::i:ii:蘇 ][]|:i[iy [8

事務費の削減に向けた取組みとしては、サービス水準の確保に留意しつつ年金事務所窓口職員の効率的配置を行い経費の節減を図つたほか、各支部で調達している消耗品について
、23年度よりWebに よる発注システムを導入し、各支部での発注手続きの簡素化、スケールメリットによるコス トの肖1減、随時発注による在庫の削減を図りました。

調達にあたっては、契約の透明性を高め、調達コストの肖J減 を図るため、100万円を超える調達は,一般競争入札を原則とし、随意契約が必要なものについては、本部及び支部ともに調達審査委員会において個別に妥当性の審査を行つた。これら調達実績については、ホームページ上で公表することにより透明性の確保に努めた。24年度における100万 円を超える
調達件数全体では、事業の見直し等により、23年度と比べ97件の減少(23年度507件⇒24年度410件 )と なり、うち競争性のない随意契約の件数は61件の減少 (23年度222件⇒24年度161件 )
となっています。 24年度における契約件数全体に占める随意契約の割合は、393%(23年 度438%)で す。

支部においては、支部別の財政状況を的確に把握できるようにするため、本部で支払いを行つている支部に帰属すべき経費も含めた支部別の経費の内訳を毎月各支部に提供し、各支
の経費削減等に活用しました。

コピー用紙等の消耗品の使用状況としては、A4コ ピー用紙は23年度と比べ785箱の減少(23集度4,淫
:諄展泄露更:結お層h(勇隼震P島艘 墓占当f誌場合菫異占

め、プリンタート
ー(黒)は23年度に比べ81個の増加 (23年度3,020個 ⇒24年度3,100個 )、 プリンター トナー (カ

<保険綸付担当職員の1人 当たり給付業務処理件数>
【健康保険】                   【船員保険】
23年度 3,003件  → 24年度 2,825件       23年 度 1,289件 → 24年度 1,545件

調達実績は事業の見直し等により、23年度に比べ24年度は97件減少してい
す。随意契約の件数については、システム関係契約、事務室賃貸契約及び

窓口相談委託契約の減少等により、23年度と比べ61件減少させることができ
ました。

コピー用紙等の消耗品については、職員のコス ト意識を高めるとともに、
両面印刷や集約化、コピー用紙の再利用などに取 り組み、23年度と比べて、
コピー用紙は19%の削減ができました。
しかしながらプリンタートナーは、24年度に実施した署名活動をはじめ、

や資料作成等による印刷物の増加等により20%増 となりました。

事務経費削減に向けた取り組みとして、年金事務所窓口職員の効率的配置
による経費節滅や、Webを活用した消耗品発注システムの導入に伴い必要部数
を安価な価格で発注することにより、スケールメリットによるコス トの削減
及び事務軽減と適正な在庫管理が図られています。またプリンタトナーや封
簡などを本部―括調達する仕組みを取り入れ事務貴削減効果を上げていま

<委員ご意見>

?装雰曽継蓬譲書留澤?F罰警轟馨霞結象を整腎ξ焚誓そ倉雪F業務
処理

0事務費の削減に関連して、コピー用紙等の消耗品の削減もさることなが
ら、大元の紙媒体 (文書・資料)を 合理化し、その作成、内容更新、保存
等の作業工数を減らして人件費等を一層有効に活用することも望まれる。

0全ての企業が景気が良〈なり日本国の経済が向上できることが早く来る
事を願うが、これと事業主、行政庁 (政治)と の一体感が大切であり、相
互の理解観を高め合う努力があれば協会の目的も遂行できると思う。

Oス ケールメリットによるコス トの削減は有効であると思われるが、過剰
なコスト削減に陥らないことも留意すべきであろう。

事務費削減計画を踏まえ、削減に向けて種々の取組みを行つた結果、事
責の削減に繋がったことについては、評価できるものである。今後も更
る事務費の削減に努めることが必要である。



全国健康保険協会の業績に関する評価 (その他 )

評価欄の判定基準は、S・ A・ B・ C・ D
判定基準】 S:日 標 上回つている A:目 標を上回つている B:曰 標を概ね達成している C:目 標をやや下回っている D:日 標 下回つており、大幅な改善が必要

【評価の視点】
支部管内の事業主 (健康保険委員)と

の連携を進めるため、どのような取組み
を行つているか。保健事業の推進などに
ついて、よりよい協力関係を築き、事業
主等との連携強化を図つていくため、ど
のような取組みを行つているか。

事業報告 (概要)>

【事業主への働き掛け】
24年 度には、事業主及び加入者の保険料負担の軽減を求めるための署名活動を行い、多くの事業主及び加入者の協力の下、320万筆を超える署名を集めることができました。この署

ヨ活動をきっかけとして協会の取組みに理解を示していただける事業主や加入者が増加し、多くのマスコミでも取り上げられるなど、国や国会議員等に協会の切実な財政状況を訴える
ヒめの広報としても非常に効果の高いものであつたと考えております。
また、健康に対する事業主の意識を高めていただくために、支部幹部職員が中心となり、個別事業所単位の健診・医療費データを活用した「事業所健康度診断」を事業所訪問時に持
し、保健指導の必要性を理解いただけるよう積極的に訪問勧奨を行いました。
特に、鳥取支部においては、事業主との距離を縮めるため営業力のある職員の育成を目的としたマニュアルを作成、活用し154事業所のうち83事業所で保健指導を受け入れて頂きま

した。この取組みについては、253月 の全国支部長会議の場において、鳥取支部より他の支部の取り組みに活用できるよう実施手順についての詳細説明を行いました。

【事業主との連携強化】
健康づくり推進協議会や支都評議会、地域職域連携協議会等を通じ、協会支部における保健事業を円滑かつ効果的に推進するため、事業主等から支部に対し必要な提言及び助言等幅
二く意見をいただき以下のような取組みを行つています。ムく意見をいただき以下のような取組みを行つています。

・事業所も被扶養者の健診受診拡大に活用した方が良いとの意見をいただき、事業所にも被扶養者の健診について積極的な広報を行いました。
・年に2回健診を実施する事業所において1回 目の健診結果をもとに2回 日の健診時に保健指導を実施してはどうかとの意見をいただき実践しました。
・保健指導の効果を把握することで保健指導を利用しない従業員への周知が行いやすいとの意見をいただき、保健指導利用後の効果(腹日、体重の変化)を事業主にフィー ドバックして
ハます。この他にも、多くの意見をいただき事業主との身近な関係構築に努めています。
《参考 :健康づくり推進協議会委員構成≫
・被保険者代表、事業主代表、健康保険委員代表、保健医療関係者、学識経験者、その他必要と認められる者 (行政等)か ら、15名 以内で構成。

24年度の 1支部当たりの平均委員数は9名 で、年間平均18回開催しています。

<次頁に続 く>

<最

量][:協会の財政基盤強化や高齢者医療制度の見直し1葛戻4磋軍
業主及び加入者、また協会以外の加入者にも幅広く理解を求めていく必要

あり、協会の考え方を広く国民に訴えることを目的として「やれること
は全てやる」という姿勢で様々な取組みを実施しました。
その中においても、事業主及び加入者との連携を深めるという点におい

て、「署名活動」は効果の高いものであつたと考えています。
また、保健事業の推進という点においては、多くの事業所を抱えている

中で、出来るだけ多くの事業所との身近な関係を構築するため、事業所ヘ
の訪間勧奨の工夫や、職員の営業力強化を図るほか、事業主等から意見や
助言をいただきながら、事業所との連携を図るための健康づくり事業など

々な取組みを実施しています。
特に、鳥取支部での営業力のある職員の育成においては、過去に保健指
を断られた154事業所のうち、54%にあたる83事業所で保健指導を受け

入れていただくなど大きな成果を上げています。
なお、24年度からは、健康保険委員表彰制度を制定し、理事長表彰70

人、支部長表彰232人の合計302人の健康保険委員表彰も実施しています。

<委員ご意見>

「事業所健康度診断」の取組みなど様々な手法で事業主へ働きかけを行ったことを評
る。

き続き、事業所健診のデーター取込みの理解促進を含め、重点課題として取組みを
るべきである。

お、支部評議会の活性化に向け、支部評議員に対する研修会等を実施すべき。

員保Ltに ついては、船員の健康・安全活動に取り組んでいる海員組合との連携をは
じめ、労使 との連携強化をはかつて行 くべきである。

保健指導について、鳥取支部の例は担当者の熱意が各事業所に受け入れられたものと
えられ、協会が熱意を表わすことの大切さを示している。

んぼの事業運営を進め、効果をあげる観点で、健康保険委員の制度化の意薇は
きいと考える。

た、事業主を動かす観点か ら、保健事業 (従業員の健康づ くり支援)を医療費軽減

的に限定せず、生産性の維持・向上に資するものとし、事業主 (企業 トップ)力
`経題に位置づけ、活用 したいと思 うよ うに してい くことが大切である。

<次項に続 く>

●「事業所健康度診断」を用いた事業主への働きかけの取組みや、事業主
との連携強化に向けた取組みとして、支部評議会等を通じて事業主からい
ただいた意見を元に事業所に対する被扶養者の健診について、積極的な広
報を実施したこと等については評価できるものである。今後、事業主との

化のため、相互の信頼と協力関係の構築に取組まれたい。



評価欄の判定基準は、S・ A・ BoC・ D
S 標を大幅に上回つている A:日標を上回つてい ね達成している C:日標をやや下回つている D を下回つており、大幅な改

支部管内の事業主 (健康保険委員)と
の連携を進めるため、どのような取組み
を行つているか。保健事業の推進などに
いて、よりよい協力関係を築き、事業
等との連携強化を図つていくため、ど
ような取組みを行つているか。

<事業報告 (概要)>

<前頁からの続き>

【支部独自の健康づくり事業支部独自の健康づくり事業】
それぞれの支部において、健康保険委員研修会やウォーキング等の運動促進、禁煙促進運動、精尿病等をテーマにした健康づくリセミナーの開催、職場における健康促進活動の支
、メンタルヘルス対策などの取組みを通じ事業主との連携強化を図っているほか、学校での健康づくり教育などにも取り組んでいます。 [別紙6参照]

【健康保険委員表彰制度の制定】
24年度からは、健康保険委員表彰制度を制定し、理事長表彰70人 、支部長表彰232人の合計302人の健康保険委員表彰を実施しました。

<委員ご意見>

<前項からの続き>

く同意である。実現できるよう共に協力されたい。

税が上がる。一般人の不満も上がる。協会の業務内容も必ず上がる
よう協力されたい。

協会と事業主・加入者との連携を強めるという点で「署名活動」など積
的な取組みを行つたことを評価したい。今回は「保険料率」という中小

企業の経営に直結する課題であつたことから事業主側も積極的な対応を示
したと思われるが、今後、保健事業などにおいても協力関係を構築してい
くことを期待したい

O中小企業の事業主・加入者との連携を強化していくことは容易なことで
はないが、さまざまな事業活動を展開していくなかで相互の信頼と協力関、さまざまな事業活動を展開していくなかで相互の信頼と協力日

され、協会が中小企業の連帯における1つ の核になることを期待
したい。今後、保険料率の引き上げなど苦しい財政状況が続くと思われる
が、中小企業が協会けんぼと対立・離脱することなく、相互の協力と信頼

をベースに協会の機能強化に向けた活動を展開することが望まれる。




